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開議 午前９時02分  

  開議の宣告 

○議長（藤橋礼治君） 皆さん、おはようございます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 また、傍聴にお越しくださいました皆様方、早朝よりありがとうございます。よろしくお願

いをいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 一般質問 

○議長（藤橋礼治君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

 10番 若井千尋君の発言を許します。 

 若井君。 

○１０番（若井千尋君） 皆様、おはようございます。 

 議席番号10番、公明党の若井千尋です。 

 ただいま藤橋議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に沿って質問をさせていた

だきます。 

 傍聴の方には、早朝より議場に足を運んでいただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回の私の質問は、大きくは２点、最初に、瑞穂市の水害対策について。 

 この質問は、昨日、若園五朗議員も質問されておられますし、また本日、松野貴志議員、ま

た小川理議員も質問をされます。要するに瑞穂市の市民の安心・安全の観点から非常に重要で

あるというふうに思っております。私なりの視点で質問をさせていただきます。 

 ２点目は、平成30年度瑞穂市の予算基本方針について。 

 この項目も、昨日、広瀬武雄議員より詳細な質問がありましたが、私なりに市民の方よりお

預かりする大切な大切な税金の使い道について、幾つかの項目について質問をさせていただき

ます。 

 以下は質問席に移り質問させていただきます。 

 今議会の冒頭、所信表明の中で、棚橋市長は、この秋の数々の行事を回想される中で、次の

ようにお話をされました。御紹介いたします。 

 11月12日には、中山道大月多目的広場で瑞穂市総合防災訓練を実施し、防災関係機関の体制、

機能の確認を行うことができました。特にことしは、この防災訓練にあわせ、昨年度策定した

災害時における市の業務執行体制や対応手順を示した事業継続計画、いわゆるＢＣＰの訓練を

同時に実施し、災害時における職員のいざというときにとるべき行動の確認や、その実効性の
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検証ができたことは、非常に有意義であったと感じております。 

 中略させていただきますが、また10月の台風21号でありますが、犀川の十八条観測所で避難

判断水位2.3メートルまであと２センチとなる2.28メートルを観測し、一部の地域で冠水等の

被害が発生しました。幸い大きな被害とはならなかったものの、改めて治水の重要性について

も切に痛感した次第でありますというふうにお話をされました。 

 「幸い大きな被害とはならなかったものの、改めて治水の重要性についても切に痛感した次

第です」と話されたことにつきまして、最初に瑞穂市の水害対策、この現状についてお伺いし

ます。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） おはようございます。 

 先ほどの議員御質問の瑞穂市の水害対策についてお答えさせていただきます。 

 当市における水害対策は、ハード対策とソフト対策を関係機関と連携し実施しております。 

 ハード対策は、国及び県においては、木曽川水系河川整備計画や犀川圏域河川整備計画に基

づき河川改修が鋭意進められております。また、当市においても排水路の改修を行っておると

ころでございます。 

 一方、ソフト対策として、国や県においては、水位や雨量をインターネットなどで情報提供

がなされております。当市においては、昨年度詳細に作成した風水害タイムラインに基づき、

台風接近に伴い、総務課、都市管理課、上水道課、下水道課、生涯学習課、学校教育課、秘書

広報課がそれぞれの役割を果たし、台風への準備や対応に努めているところでございます。 

 また、台風21号接近当日は、瑞穂市地域防災計画に基づき警戒本部を立ち上げ、市長を初め

部長以上の幹部や消防団長などが一堂に集まり、水位や雨量を見ながら各課への指示をしたと

ころでございます。また、深夜のパトロールを実施し、被災状況や消防団などの方々とともに、

それへの対応をしたところでございます。 

 台風21号により降り始めからの降水量は、糸貫観測所で235ミリ、犀川観測所でも235ミリと

おおむね30年に１度起こるか起きないかの大雨であったことから、排水路や河川改修の当面の

目標としている降雨より大きかったことにより浸水被害が発生しました。しかしながら、これ

までに行われてきたハード対策及びソフト対策により、幸いにも大きな被害にならなかったと

考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 藤井企画監からのお話がありました。これ、現状をお聞きしまして、

現状というのはこういうもんだろうなというふうに思うわけでございます。 

 今、お話がありました30年に１度であったという、この10月の台風でございますけれども、
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その現状を踏まえて、抽象的な言い方になるかもしれませんけど、当市の水害対策というのは

安心で安全なのでしょうか、お伺いします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の水害対策の安全・安心についてお答えさせていただ

きます。 

 先ほども申し上げましたように、河川改修などのハード対策は進行中であること。ソフト対

策は流出の抑制として、開発の抑制や開発に伴う貯留施設の整備、氾濫域の被害軽減として土

地利用の誘導や宅盤かさ上げなどの耐水建築への誘導、情報提供による被害軽減としてハザー

ドマップの公表及び図上訓練、水位や雨量などの防災情報の充実や避難準備、避難指示などの

伝達などさまざまなものがございます。 

 しかしながら、こうした対策や災害情報の利活用などが市民の皆様に十分浸透していないと

考えられることから、当市の水害対策はまだまだ発展途上と考えます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 質問が抽象的で申しわけないと思いつつも、今、藤井企画監がおっし

ゃったように、市民の方に徹底していくかどうかということが当然重要ではあると思います。

これはソフト面でございますけど、今お話がありましたハード面はまだまだ途中である。要す

るにハードというのは当然予算もかかってきますので、そのことは十分理解しておりますが、

要は、安全・安心というところにはまだ当然至っていない。これはもちろんパーフェクトな状

態ではないと思うんですけれども、やはり近年の異常気象がもたらす想定外の水害を予想した

ときというふうに質問させていただこうと思いましたが、今、先ほど言いましたように、企画

監は30年に１度の水害であったというふうにおっしゃいました。 

 そんな中で、今、ハード面も、またソフト面も進めていただいておるところではございます

けれども、この現状を踏まえた上で抜本的な水害対策、その必要性というのはあるのかないの

かということをどのように考えておられるのか、伺います。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の抜本的な水害対策の必要性についてお答えさせてい

ただきます。 

 河川改修などのハード対策は、計画規模の降雨を目標に対策が実施されておりますが、近年

の水害を見ますと、施設では防ぎ切れない大洪水が発生することが想定されます。ただし、こ

れまで計画的に整備してきた治水施設が効果を発揮していることから、引き続き瑞穂市だけで

なく上下流や左右岸バランスを考慮し、治水安全度を順次高めていくために、効果的な河川改

修が進められていくと考えられています。 
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 そこで、計画規模以上の洪水に対しては、過去に大規模な洪水を経験した瑞穂市の先人が築

かれた横堤や輪中堤などの歴史的構造物やソフト対策がその機能を発揮するものと考えます。 

 浸水被害が発生するたびに思い出す言葉がございます。その言葉は河川工学で全国に名の知

れた私の恩師が言われたものでございますが、今でも心に焼きついております。その言葉とは、

「自分の命を守るのは、最後は自分しかいない」です。同じような言葉は瑞穂市避難勧告など

の判断・伝達マニュアルにも記載されております。これは、最後は自分かもしれませんが、そ

れまでは市役所などが助ける工夫をしなければならないというふうに言われたと思います。 

 市としても、自治会が実施される図上訓練のお手伝いや情報収集の方法の周知、避難などの

伝達方法の確立、土地利用の誘導、歴史的構造物の存在意義の周知など、市民の皆様の自助を

助ける取り組みについて、継続的に支援を実施し、被害の軽減に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、企画監がおっしゃられた自助、自分の命は自分で守るという恩師

のお言葉を教えていただきましたけど、これ、私も議員にさせていただく前に、もう10年以上

前に防災士という資格を取得させていただきまして、自助という、自分のことは自分で守って

いく、このことは本当に学ばせていただいて、今もしっかりと気をつけておることですけれど

も、自助・共助、それから公助、要するに自分が自分の命を守るのは10のうち７、それから助

け合っていくのが２、そして公助というのは１なんだよというふうに教わりましたけど、ある

先輩が、そうは言うけれども、東日本大震災の折に、もう７年半が過ぎても、やはりいまだに

避難所生活を余儀なくされておられるような方、ここに公助が入らないということはどうなん

やということで、今の公助の重要性、このことも指摘されたのが何年か前に言われていますけ

れども、本当にそのことを思いますと、ハード面はまだまだ、今、整備をされておられる途中

ということでございますが、やはり市民の方にわかりやすくお伝えするのは、この自助、自分

の命はしっかり自分で守っていただく、そのためにやはり行政としてもしっかり正しい情報を

お伝えしていく、その上で人知れずというと変ですけれども、お金がかかることですから、ハ

ード面はしっかりと整備をしていかなければならない。このことをちょっと確認させていただ

きましたし、お伝えさせていただきました。 

 その上で、ちょっと根本的なハードになるのかわからないですけれども、確認事項として通

達もしておりますけど、当市には１級河川といわれる川が、長良川から揖斐川まで18本という

川が流れております。特に市内を流れる１級河川ですけど、この源流というのはどこにあるの

でしょうか。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 
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○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の１級河川の源流についてお答えします。 

 議員の言われたとおり、瑞穂市内を流れる１級河川は18あり、さまざまなところから水が集

まり、川がつくられております。この川をつくるのは、空に雨雲が垂れ込め、そこから雨が降

ります。この雨水が地表を流れたり、地下にしみ込み、湧水などで地表にあらわれ川に流れ込

みます。瑞穂市内の１級河川は、長良川、揖斐川、根尾川、平野井川を除き、長良川と揖斐川

の堤防で囲まれたところを流れております。 

 これらの河川の源流については、一概には言えませんが、降雨や湧水、揖斐川流域から農業

用に取水された水も含まれていると考えられます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） まさか雨から始まるとは思いませんでしたけど、要は上っていくと、

根尾川の山口頭首工というところから引っ張ってくるのがほとんどではないかなと記憶してお

るんですが、それは違うんですかね、確認します。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 先ほど申し上げましたとおり、揖斐川流域というのは、当然根尾

川も含んでおりますということから、議員御指摘のとおり、根尾川の水も瑞穂市内を流れる１

級河川にも水として含まれているというふうに申し上げたところでございます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、全部が全部そうではないというふうに、私もちょっと認識が違っ

ておりましたけど、何がお聞きしたいかといいますと、要はこれ、揖斐川、長良川、木曽川と

いうのは、大きく木曽川水系というところに、調べてみますと、ほとんどの方が御存じだと思

うんですけれども、私もまだこちらへ来て二十何年の中で、いつも思うところというのは、岐

阜県の山の中で育っておりますので、川なんていうものは高いところから低いところへ流れて

いくという地形のところで住んでおる人間からしますと、当市の水の事情というのは、なかな

か複雑かなというふうに思うわけです。 

 根尾川から引っ張ってきておることが多いのかなというふうに認識をしておったもんですか

ら、その中で非常に複雑なんですけれども、今言いました１級水系は木曽川水系の中にあって、

この木曽三川というのはそうなんですけれども、根尾川は揖斐川の支流というところに位置づ

けられておるというふうに、ネットで調べますとそうなっていますし、瑞穂市のそのほかの市

内を流れている川というのは、長良川の支流という形で含まれておるようになっているそうで

す。 

 今回のような水害に限らず、当市の水害対策、特に排水の問題に関して思うことは、同じ木
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曽川水系ではあるんですけれども、揖斐川の支流の根尾川から引っ張ってきて長良川に出して

いるというこの部分が、正直言ってなかなか難しいんですけれども、将来、揖斐川のほうに排

水をするということは非常に困難なことなのか。また、その必要性があるのかないのか。単純

に地形だけを見て、地図で見ると何か直角のように東のほうへ、糸貫川もそうですし、犀川も

そうです。ＰＬＡＮＴの北側で遊水地というか、大きなところはありますけれども、素人なが

らに単純に揖斐川への排水というのは、必要性があるのかないのか。将来的ですけれども、そ

んなようなお考えをお聞きします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の揖斐川への排水の必要性についてお答えさせていた

だきます。 

 水害対策は、先ほど申し上げましたとおり、国及び県においては木曽川水系河川整備計画や

犀川圏域河川整備計画に基づき、河川改修が鋭意進められております。洪水処理は、本来、流

域治水の観点から、それぞれの流域内で処理するということが基本であることから、当市に関

連する治水計画でも、長良川流域内の洪水であれば同じ長良川の流域内に排水することになっ

ております。 

 当市はその大部分が長良川流域であるため、揖斐川への排水の可能性は想定しがたいと考え

ます。したがいまして、市内の水害を軽減するためには、貯水機能の確保や洪水を安全に流下

させることなどが重要と考えます。 

 特に洪水を安全に流下させるためには、河川や水路に設置されております農業用取水堰など

の確実かつ適切な管理を実施することと考えております。具体的には、河川からの取水堰の操

作について、洪水時には住宅地への洪水流入を防ぐために取水口のゲートを閉めることや、洪

水を円滑に流すために河川内や排水路内にある堰を開放するなどの操作を堰管理者に対し、確

実に操作していただくよう、当市から要請してまいりたいと思っております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 素人ながらの質問だったというふうに覚えておいていただければと思

うんですけれども、私の記憶が正しければ、棚橋市長、本当に議員時代からも、お住まいが穂

積地区ということで、お若いころから豪雨の際は長良川の排水の水門の当番等で大変に御苦労

をされたという話も伺っておりますし、この地元の水に対しての本当にいろんな経験をされて

おる方の一人、水の怖さというか、大変御苦労されておる方のお一人だというふうに思うわけ

でございますけど、その中で市長が先ほど所信表明の中で、幸い今回は大きな被害にはならな

かったけれども、水害のことに対して、切に痛感した次第だというふうにおっしゃったときに、

これは市長の思いの中で、やはり今言いました治水対策というのは、ある意味一丁目一番地ぐ
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らいに考えておられても不思議ではないのかなというふうに思うわけでございます。 

 もちろん言葉のどうこうを言うわけじゃございませんけど、そういった意味では、この10月

22日、私もちょうど選挙の当日で開票立会人をやって、いろいろ電話が入ったものですから、

12時、深夜近くに走り、市内を回ったところ、本当に思ったより至るところで冠水をしていた

ということが非常に感じた次第でございます。 

 ですから、この瑞穂市は水害に対しては、皆さんの関心が高いところでございますし、企画

監がおっしゃるように、非常に難しい言葉で市民の方にわかりやすいかというと、そうでもな

い。だから、やはり情報というものをしっかり伝達をして、市民の方には御自身で守っていい

ただくというのはお伝えしていかなければいけないんですけれども、その根本的な水害対策と

してのハードというものを、もっと市民の方にわかりやすくお伝えできる方法があればという

ふうに思いました。 

 当然、所信表明の中で、市長も今の市民参加・参画で防災訓練もうまくいったような話もさ

れておられますけれども、これ、結論的には、今言いましたソフトとハードの部分でございま

すけど、ハードの部分でもう少し、もっと根本的な対策ができればいいかなあというような思

いで聞かせていただきました。また、しっかり勉強して、このことについても、より市民の皆

様の安心・安全のために勉強していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、平成30年度の瑞穂市の予算方針、編成方針について、これは主文でございますけれど

も、新年度事業、これはいただいたヒアリングシートの中で、30年度の予算版の中から細かい

こともありますけれども、何点かお聞きしていきたいと思います。 

 最初に、ヒアリングシートの８ページにありました市制15周年記念事業として、穂積駅前デ

ジタルサイネージ整備事業についてというのがございました。デジタルサイネージとは何かと

いうことも含み、この事業全体の概要についてお伺いします。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまの若井議員の御質問のデジタルサイネージの件についてお答えいたしま

す。 

 デジタルサイネージとは、屋内、店頭、公共空間、交通機関など、家庭以外のあらゆる場所

で、ディスプレーなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムをいいます。ネッ

トワークに接続したものや、接続していないものもあります。紙のポスターより導入コストは

かかりますが、静止画を切りかえて見せたり、動画を放映することなどができます。 

 今回、市が計画しているものは、ＪＲ穂積駅の改札口正面の壁面にネットワークに接続した

デジタルサイネージを数枚設置し、新たな広告媒体として、また情報伝達ツールとして、魅力

ある情報発信を行っていきたいと考えているものでございます。 
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〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、企画部長のほうからありましたデジタルサイネージというものは

そういうものであるよと。ましてや今の改札口の正面に出てから、特におりてこられた方とい

うのは、非常にインパクトは強いなというふうに思うわけですけれども、これ、市制の15年周

年記念事業という形で銘を打たれております。問題は、魅力のある情報発信という、その中身

だというふうに思うんですけれども、この中身とか内容というものは、例えばどのようなもの

を考えておられるのか、お伺いします。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） 魅力ある情報発信につきましては、現段階での内容の詳細は決定し

ておりませんけど、市政情報として、広報、各種イベント情報、駅前周辺情報として、バス路

線図や時刻表、喫煙所やトイレの位置マップなど、また現在作成中の駅周辺の魅力発信マップ

等、関係機関連携として市内の美術展の作品掲示や写真掲示、市内小・中学校の作品紹介など、

また気象情報として天気情報、公共交通機関情報、また災害発生時の緊急時にはＮＨＫの放送

など、さまざまな利用を想定し、計画を進めているところでございます。また、運営は民間で

行っていく想定で民間コンテンツのほか、近隣市町の情報を掲示するなどの計画がございます。 

 これらの情報掲示は、ネットワークに接続したパソコンで操作が可能であり、瞬時に情報を

伝えられることや、紙と比べ圧倒的に表現力や情報力が高く、張りかえの手間や時間、印刷コ

スト等の削減も行えるものと考えております。 

 また、瑞穂市の玄関口として魅力ある駅としていくため、穂積駅と言えばデジタルサイネー

ジと言われるようなモニュメント的な要素も取り入れることができればよいかと考えていると

ころでございます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、最後に、穂積駅と言えばデジタルサイネージというふうにおっし

ゃいました。インパクトはすごくイメージがつくんですけど、やっぱり内容かなという。内容

はまだまだこれからやというふうに思いますし、今お話を伺っているとだんだんイメージはで

きていくんですけど、当たり前のことなんですけど、やはりこのまちを、どんどん魅力的なま

ちを発信していく。だから、このまちにどれだけ魅力があるかということが、当然のことなが

ら重要だというふうに思うわけでございます。 

 そのデジタルサイネージのページの中で、課題、懸念の欄というところに、設置場所がＪＲ

の敷地内であるため、ＪＲの理解と協力が必要であるというふうに記載されておりました。今、

民間で行っていくということの話もありましたが、本来、いろんな形で市長の指揮のもと穂積
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駅周辺で、例えば夜市であるとか、開催をされておる市のイベントであったり、また各団体の

イベントごとに対して、ちょっと変な言い方ですけど、ＪＲというのは、好意的で協力的な態

度をとっておられるのかどうなのか、そのことも確認したいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） ただいまのデジタルサイネージの設置に関しては、現在、ＪＲ東海

と調整中であります。また、夜市に関しましては、夜市ポスターや市内の保育所等の園児の作

品を、先日、ＪＲ壁面をお借りして掲示させていただきました。両事業とも前向きに協力して

いただいているところでございます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） このＪＲ東海道線の穂積駅は、当然当市の顔でもあります、玄関口と

いうか。また、当市に限らずここを利用される方の玄関口であるんですけれども、例えば岐阜

市であれば岐阜駅、それから大垣市であれば大垣駅、同じように南北の両入り口があって、構

内は当然ＪＲさんが管轄しておられると思うんですけれども、地域周辺の整備、今、ワイワイ

会議とかでやっておられますし、どんどん盛り上がっているところではあるとは思うんですけ

れども、駅の構内を見ましても、非常に大垣駅とか、岐阜駅はぱっと見イメージがきれいな感

じがするわけですけれども、穂積駅が、例えば電気のところにクモの巣がいっぱいあったりと

か、またはペンキがはがれておったりとか、とてもきれいな駅だなというふうなイメージはな

いわけです。 

 このような言い方をしたらどこに失礼なあれかわからないですけど、そこにデジタルサイネ

ージがぼんとあったとしても、ただただ、やっぱりこの駅を利用される方は通勤・通学のため

に乗りおりされるだけの駅で終わってしまっている。駅から何かを発信していくという発想か

らすれば、このデジタルサイネージというのは、非常に効果があると思うんですけれども、Ｊ

Ｒさんの協力がどうなのかというふうに考えたときに、やはり駅前の周辺もそうですけれども、

この駅はきれいやねと言われるような、そのことに対して協力的なところも話をされていかれ

るべきではないかなというふうに思うわけです。単純にこの事業の懸念がＪＲさんの協力やと

かがという話がありましたけれども、やはりその上で魅力ある情報を発信できる玄関口の整備

も、非常に気になるところであります。 

 今、お話ししました15周年の記念事業としてＪＲさんの協力というのは、本当に必要不可欠

であると思いますし、これもイベントなんかをやったときに、やっぱりＪＲさんがどんなふう

に協力していただいておるのかということを少し気にされるような方もおられたようにも聞き

ました。そういう意味では、くどいですけれども、15周年記念事業として再度確認いたします

が、ＪＲさんの協力というのは本当に必要不可欠でありますけれども、その感触というのは、
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確認だけさせていただきたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） イベント等につきましては、先ほども夜市等でＪＲとの協議などで

協力的に進めていただいておりますが、デジタルサイネージについては、順次調整中でござい

ますので、まだまだこれからいろんなことを詰めていかなければならないと考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 先ほど広瀬企画部長がおっしゃったように、瑞穂市と言えばデジタル

サイネージ、そこへ来て、その情報を見て、そこからスタートしていく。このまちへ来ていた

だいてそこでお金を落としていただけるような展開になっていくことが理想やというふうに思

いますし、その上ではやっぱり、穂積駅は汚いねなんてというようなイメージではいけないな

ということをもう一度お願いをして、次の質問に移りたいと思います。 

 次は、このヒアリングシートの中の11ページに防災備蓄倉庫及び防災備蓄品整備事業という

のがございます。このことについて伺います。 

 事業内容の欄には、平成28年度から毎年備蓄品、食料等の入れかえに1,000万円以上の予算

が計上されています。評価項目の中の３番に事業時期（緊急性について）では、災害はいつ起

こるかわからないため、早急に整備すべきである。ただし、食料品に関しては保存期間がそれ

ぞれあるため、保存期間を迎えるものの有効利用及び廃棄を含めた計画的な整備を行うという

ふうに記載がされております。 

 30年度の計画では、備蓄品、食料の入れかえも入れて、さらに備蓄倉庫を６カ所設置すると

いうふうに記載されております。この備蓄倉庫の６カ所の予算というか、その詳細が記載され

ていないので、その配分のことはわかりませんけど、食料品に関して、毎年なんですけれども、

保存期間を迎えるものの有効利用というのはどういうものか確認したいと思ったんですけれど

も、同じように、これも素人ながら聞きますと、賞味期限の切れたものを廃棄していくという

ようなことも書いてあったわけですけど、大体廃棄しなければいけないようなものが計画的な

のかというふうに思えてならんのですけれども、そのことについてお伺いをいたします。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） おはようございます。 

 ただいまの若井議員の防災備蓄事業についてお答えをさせていただきます。 

 市では、平成24年度から、地域の中心であり、かつ災害時の避難所とすることを予定してい

る市内各小・中学校及び朝日大学の11カ所に防災備蓄倉庫を設置し、災害時に必要となる備品

及び消耗品等を備蓄しています。 

 平成28年度においては、備蓄食料、簡易トイレ等の消耗品に408万1,000円、機器等の点検委
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託料に39万3,000円、備品購入費に290万7,000円、また平成29年度においても、同程度の規模

で備蓄を行い、各学校の収容人員等を考慮し、計画的に備蓄品の確保を進めているところでご

ざいます。 

 食料につきましては、アルファ化米、カロリーメイトを備蓄しておりますが、消費期限がそ

れぞれ５年、３年と限られています。そのため、アルファ化米であれば、当年度を含めて４年

間で各学校の収容人員を賄う備蓄を確保し、今後も古いものを入れかえるという計画で備蓄を

しています。 

 消費期限の迫った備蓄食料の活用方法については、市防災訓練や避難所開設・運営訓練等の

防災関係イベントにおいて防災啓発物品として配付を行っております。消費期限が１年弱と短

いため、そのまま家庭での備蓄には不向きでございますが、家庭での１週間分の備蓄を啓発し

た上で防災意識の高揚としてお渡しし、家庭での備蓄を進めていただく一つのきっかけになれ

ばと考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今の活用方法というのは、多分もう少し記載されてもいいのかなとい

うふうに、１行でも、２行でも構わんです。要するに市民の方の当然大切な税金でございます

ので、その使い方を確認しておるわけでございますけれども、やっぱり有効な利用、活用をし

ていますよとか、廃棄していますよというふうに書かれてしまうと、その後どうなったのか。

ですから、今、総務部長がおっしゃったように、防災訓練等で時々配付していただける部分と

か、またはちょっと今通告にはありませんし、いろいろ貧困のような、前も食品ロスのことは

お聞きしましたけれども、いろんな形でその部分が税金の使い道という観点からすると、やは

り随分前から話が出ています各課の横の連携とか事情をしっかり集約されて、こういったもの

の活用というのは、ほかにもないのではないかなということを考えていただければというふう

に思います。 

 今、この計上の状態を聞いて、廃棄という部分が非常にあったもんですから、このことに正

直言ってひっかかったわけでございますけど、今の活用されておるという部分をもう少ししっ

かり市民の方にわかりやすく表現していただければというふうに思い、次の質問に移ります。 

 今度は29ページの高齢者タクシー助成について伺います。 

 ヒアリングシートでは、本年の10月末現在の申請状況として53件、そのうち42件が交付、却

下が11件となっておりました。 

 先日、12月13日、文教厚生委員会で、私、今、委員長を拝しておるわけでございますが、そ

のときに福祉部のほうからお話がありました。それから１カ月たった経過の数字、11月末現在

の資料というのが出されまして１カ月を経過した数字は、申請が約11件ふえ、申請状況は64件、
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そのうち交付が51件、却下が13件という説明がありました。 

 協議会のときでも森委員のほうから現状について細かく質問をしていただいておりましたが、

今回、この一般質問という立場で再度確認をさせていただきたいことは、通告では却下の内容

というのはどういうものであったか。さらにその課題と懸念についてまずはお聞きしたいと思

いますが、課題と懸念の欄に制度の周知というのはしっかりと徹底してあるというふうに記載

されておったわけですが、先日の協議会で森福祉部長のほからは、周知はかなり徹底されてい

るというような答弁がございましたが、それでもこの事業の概要として、75歳以上の高齢者で

運転免許証所持者がいない、または返納した世帯に対し、申請により初乗り料金分チケット24

枚を配付する助成を行うというふうに書いてあります。これは29年４月から周知し、10月から

施行するというふうになっております。 

 もちろん申請があってのことなんでしょうけれども、この周知徹底されたというその根拠も

含んで御答弁を願いたいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 若井議員の高齢者タクシーの助成事業に関する御質問にお答えをい

たします。 

 高齢者タクシーの助成事業の申請状況につきましては、先ほど若井議員がおっしゃられまし

た11月末では64件の申請がございまして、交付が51件、不交付になったのが13件となっていま

す。この13件の内訳を見ますと、全てが市県民税が非課税世帯ではなく、課税世帯というよう

な状況になっております。 

 また、課題や懸念されることにつきましては、この制度はことしの10月から開始をしたとこ

ろですが、運転免許証がないなど外出の手段を持ち合わせない高齢者の方の社会参加や移動手

段の確保というような目的で始めましたが、時を同じくして高齢者の運転操作の誤りによる交

通事故の多発ということから、運転免許証返納後の高齢者の方の移動手段の確保というのが必

要になってきました。こうした問題には、このタクシーの助成制度だけを考えるのではなく、

いろんな政策、施策との歩調を合わせながら考えていくということが必要というふうに考えて

います。 

 また、周知や啓発につきましては、周知期間も４月から随分ございましたし、10月までの間、

私も随分前から老人クラブの会議や民生委員さんの会議などを通じて説明や資料提示を行って

きています。また、広報やホームページなどでも周知をしています。ある程度周知はできてい

るというふうに考えています。 

 その理由としましては、市民の方や地域の中での地域づくりの説明会の中での意見では、み

ずほバスの利便性の向上や、高齢者タクシーの助成制度の条件が厳しいのではないかというふ

うな御意見をいただいておるということから、ある程度周知ができているのではないかという
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ふうに思っています。 

 もちろん決してこれからも周知を行わないとか、怠るということではございませんので、引

き続き周知をしていきたいというふうに考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、周知を４月からずうっとやっていただいて、この申請の状況がこ

ういうふうであるということで、当然、私は市内にはもっと条件に当てはまる方がおられるの

ではないかなというふうに思いますし、この予算事業は200万円強です。市長がよく県下一、

若いまちやというふうにおっしゃっていますけど、これは当然、日本社会全体が少子・高齢化

の中で、当市も当然御多分に漏れない状態でございます。 

 ですから、今、福祉部長がおっしゃったように、この助成タクシーだけの問題ではないとい

うふうに思いますし、本当にいろんな議員さんがまたいろんな角度で瑞穂市内の公共交通の話

も話題にされております。ですから、社会全体の中で高齢者の方のためのタクシーの助成のこ

とに関して施策をされておるわけでございますけれども、もう一度、この事業がなぜ必要であ

るかという社会的な状況も踏まえていただいて、周知もしていただいておることではございま

すが、よく今、本当にいろんなところに行っても高齢者の方の運転の状況というのは、話題に

ならないときがないのではないかなというふうに思うわけでございます。そういった意味で常

に気を持っていただいておるとは思いますけれども、この事業の必要性がどこにあるのかとい

うことも、もう一度考えていただいて、またさらに周知をしていただければというふうに思い

ます。 

 次の質問に移ります。 

 次は、ヒアリングシートの42ページですけれども、主な事業名として、仮称ですね。地域ブ

ランド戦略推進事業ということで、美江寺宿・中山道の地域資源活用ＰＲ事業の予算に525万

円が計上されております。 

 最初の項目でも触れましたが、今議会の所信表明で、市長は、市民一人一人が日常及び災害

発生時における自助・共助を考え、災害に対して十分な準備を講ずる訓練ができたと感じる。

これはひとえにまちづくり基本条例に掲げる市民参加・参画による協働のまちづくりが実践さ

れたおかげであり、市民の皆様、関係各位の御努力のたまものと心より感謝申し上げますと、

災害に対しての対応ということで、このように分析をしておられたわけでございますが、きの

う、若園正博議員もこの中山道のことを捉えておられましたし、よく市長は本当に議員時代に、

広報等で調べてみますと、何回も何回も中山道のことを、また後でしますが、やっぱり美江寺

宿の中山道の地域のブランド化ということのＰＲをしていくということに対して、きのう教育

委員会の山本次長も地域の保存会等の方との連携をしているという答弁もございましたし、ま
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た歴史の紹介ガイドという話もございました。それから鹿野都市整備部長は、観光地に関して

国が力を入れているという話もありましたが、当市で、市民協働参画という部分であれば、地

元の方がどんな思いでこのことに対してＰＲの必要性があるのか。行政だけの話だけではない

とは思うんですけれども、どのような声が上がっているからということを確認したいんですけ

れども、どのようなお考えで計画を進めておられるのかを伺います。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 美江寺宿・中山道の地域資源活用、ＰＲについてお答えさせて

いただきます。 

 昨日も答弁をさせていただきました。呂久にあります小簾紅園につきましては、呂久の和宮

遺跡保存会の皆様方の御意見を伺って、今、それがまとまりつつありますので、これに基づい

た格好で小簾紅園の再整備の調査に入っていきたいというふうに考えておりますし、これも昨

日申し上げましたが、信号交差点の標識に観光地の名称を加えるというようなところも、国・

県、それから関係機関と協議を進めて、中山道の史跡を初めとして紹介しやすい環境設備を整

えていきたいというふうに思っております。 

 美江寺の宿場まつりにおきましても、瑞穂市内の中山道の大きなイベントとして、美江寺自

治会の皆さんと知恵と工夫を出し合い、観光客の呼び込みに力を入れていただいておりますの

で、引き続き支援をしていきたいというふうに思っております。急激な魅力度のアップは難し

いかもわかりませんが、地域の方の協力を得ながら事業を行っていくことが大切だというふう

に考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 何度も同じ御答弁をいただいて恐縮でございますけど、今、鹿野部長

がおっしゃったように急激な魅力ある情報発信にはつながらないかもしれないけどというふう

におっしゃいましたけど、でも、やはり瑞穂市の先ほどのデジタルサイネージではないですけ

れども、情報を発信していく上において、観光という概念は非常に少ないまちかもしれません

けれども、それでも、やはり市長は観光のことには力も入れていただいておりますので、この

美江寺宿、または中山道が、当市として魅力のある情報の発信源になっていけばというふうに

思いました。 

 その上では、先ほど言いかけましたけど、市長、本当に21年６月議会、９月議会、さらには

24年６月議会でも、この中山道のことに関しまして、非常に提案もされておられますし、御質

問もされておられました。ですから、この15周年を記念する事業に当たるか、また地域のブラ

ンド化ということが銘を打たれておりますので、やはりそのことを、瑞穂市は先ほど穂積駅と

言えばデジタルサイネージだとおっしゃるのならば、瑞穂市は本当に美江寺宿もありますよ、
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中山道もありますよ。これ、皆さんが言っておられますけど、この中山道沿いでも宿場町で本

当に機運を高めてやっておられる地域もありますし、以前も市長はそういう答弁をされておら

れました。ですから、こういうことに対して魅力のあるまちの発信をこれからもしていただき

たいなあというふうに思います。 

 最後の質問に移りますけれども、平成30年度の予算編成について、その訓示の中で棚橋市長

は全職員にお願いとして幾つかの確認事項をされた上で、財源確保の手段や将来の瑞穂市をど

のように見据えているのかと問われています。今年度も残すところあと３カ月、棚橋市政も満

３年目を迎えます。職員への訓示は市長としての思いもひとしおではないかなというふうに思

うわけですが、棚橋市長は瑞穂市の将来をどのように見据えておられるのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（藤橋礼治君） 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） 若井議員さんの御質問にお答えいたします。 

 私が市長として就任してから３年が過ぎようとしておりますが、その間、平成28年３月に市

の最上位計画として第２次総合計画を策定しました。この計画における基本構想の中で瑞穂市

の将来像を「誰もが未来を描けるまち瑞穂」とし、子供や若い世代、地域や産業を育成する

「育」、市民の生活の基本となる良好な住環境の維持や向上を図る「住」、市民が安全で安心

な暮らしを守っていく「安」、まちの資源を活かす「活」の４つの「育・住・安・活」を基本

視点として５つの基本目標を定め、その将来の指標の目標人口を平成37年度で５万5,000人と

なるよう定めました。 

 そうした第２次総合計画も施行から２年目を迎え、現在、11月末現在の人口は５万4,277人

です。今現在は目標人口に近い状態になっておりますが、しかし、この人口もいずれ減少に転

じていくことは予想されております。この人口が減少に転ずる前に、この人口増加がいつまで

も続くように、少しでも持続・継続可能なまちづくりをしていくことが私の責務と考えており

ます。 

 そういった状況の中、第２次総合計画に掲げた「誰もが未来を描けるまち瑞穂」として「住

んでよかった」「これからも住み続けたい」「住みたくなるまち」として選ばれるためには、

次のことが重要だと考えております。６項目にわたり報告させていただきます。 

 ＪＲ穂積駅。 

 まず瑞穂市の魅力として、県下で最も人口がふえ続けており、この大きな要因としてＪＲ穂

積駅という交通利便性のよさがあると考えています。まずは、昨年度策定した瑞穂市ＪＲ穂積

駅圏域拠点化構想を具現化していくことが重要だと考えております。この構想の具現化がより

一層瑞穂市の魅力を高め、これまで以上に魅力あるまちとして展開していき、子育て世代を中

心とした生産年齢人口層の転入増加や人口の維持を実現し、市外、圏域外への転出抑制や定住
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化を進めることになると考えております。 

 続きまして、子育て。 

 もちろん交通の要衝であるＪＲ穂積駅の利点を生かした住環境の整備も重要となりますが、

子供を取り巻く環境の整備も重要と考えております。子育てはこれからの日本を、瑞穂市を支

える、また人材を育てるものであります。子供が地域社会とのかかわりの中から、社会性、生

活習慣、生活能力、人への信頼などの基礎を培います。地域全体が家庭で行う子育てや教育を

支えていくことが必要で、待機児童の解消など、出産から子育てまでの切れ目ない支援、子育

てを支援する少子化対策を一貫して推進していくことが重要だと考えております。 

 続きまして、高齢化。 

 一方、団塊の世代が後期高齢者に到達することになり、これまで以上の高齢化の問題が見込

まれていることは、改めて申し上げるまでもございませんが、今後、人口の維持ができたとし

ても年齢構成は大きく変わります。団塊の世代が後期高齢者となれば、地域における医療及び

介護の総合的な確保・推進に向けた取り組みが必要となります。医療や介護の増大、税収の減

少、そして年金だけでは生活が苦しい方もふえていきます。地域における日常生活の支援を自

治会や校区別自治会連合会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人と地域包括支援センターが協力し

合う仕組みが重要と考えております。 

 続きまして、健康。 

 さらに、市民の皆様の健康は御自身で管理をしてもらうものではありますが、情報提供や仕

組みづくりは行政がやらなければなりません。市民の皆様がいつまでも健康で幸せな生活がで

きることは、まちづくりの土台になると考えております。それには健康診断など、予防対策を

若いときから推進することが重要と考えております。 

 続きまして、安全・安心。 

 安全・安心なまちとして南海トラフなど、地震の想定やゲリラ豪雨による局所的な水害等に

備えるべき市民への情報提供手段の確保、防災マップの更新、備蓄する食料の確保、各種災害

応援協定の締結、避難所設置運営訓練等を基本として防災システムの構築が必要と考えており

ます。ただし、行政のこうした公助だけでは災害に備えることはできません。やはり市民の

方々のお一人お一人の自覚に根ざした自助、地域コミュニティーなどによる共助が非常に重要

なことだと考えております。行政、市民、さらには事業者などお互いに助け合い、協働して災

害に対処できる防災協働社会の形成の推進に努めていくことが重要だと考えております。 

 最後の６項目めになりますが、観光、特産というところです。 

 瑞穂市には全国にアピールできるものとして、史跡では美江寺宿、皇女和宮の御降嫁の歌碑

がある小簾紅園などがあるとともに、偉人、先人である牛牧閘門の建造に尽力された治水の恩

人川崎平右衛門さん、そして福嶌才治が命名した特産品の富有柿、そして福嶌才治さんの思い
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入れ、こういったことを積極的にＰＲしていくことが大事だと思っております。 

 さまざまある中から特にきょうは６項目について御報告いたしましたが、いずれにしまして

も、地域力の向上による市民協働、市民自治の進展を図り、さらには瑞穂市の魅力をより一層

高める積極的な施策を推進して、少子・高齢化を乗り越える社会基盤を構築する重要な時期で

あると考えております。 

 今後とも市民が安全・安心に健やかに暮らせるまちとするため、全身全霊を込めて職務に当

たりたいと決意しておりますので、どうか皆様、引き続き御支援のほどよろしくお願い申し上

げます。どうかよろしくお願いいたします。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 若井千尋君。 

○１０番（若井千尋君） 今、るる市長のほうから思いを聞かせていただきました。要は限られ

た予算の中で、市長はこの所信表明の中で取捨選択をしながら、また同じところでスクラッ

プ・アンド・ビルドも徹底しという。今はもうやらなければいけないことばかりをずうっと話

されたんですけれども、その中で不要なものは何かというのも言われておるわけでございます。 

 時間がなくなってきましたので、この30年度の予算というのは、棚橋市長の先ほど言った３

年目、あと１年に向けてどのような市のトップとして行政を進めてこられたのか、リーダーシ

ップを発揮してこられたのかというのが非常に問われる予算の大事なところだというふうに思

いますが、細かいことを聞いた上で市長のやらなければならない思いを聞かせていただいたわ

けでございますけれども、昨日の一般質問の話の中で、（仮称）中山道大月多目的広場のプロ

ポーザルの内容で、山本次長は、やはり瑞穂市ならでは、瑞穂市にしかないものということを

強調されたように思います。 

 いわゆる歌の文句じゃないですけど、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンを目指す、その

瑞穂市をしっかりと構築していく中で、必然的に地域に魅力のある情報が発信できるまちにな

っていくのではないかなあというふうに思うわけでございます。 

 そういう意味で、市長がお話しされましたけど、その中でもやはり不要な事業というのは何

なのか、これは多分後の方で事業仕分けというような項目もありましたけれども、やっぱりそ

ういったこともしっかり同時に見詰めていただきまして、くどいようですけど、本当にオンリ

ーワンの瑞穂市ができていくように、皆様で本当にお互い知恵を絞ってやっていきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、10番の若井千尋君の質問は終わりました。 

 続きまして、２番 今木啓一郎君の発言を許します。 

 今木君。 
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○２番（今木啓一郎君） おはようございます。 

 議席番号２番、創生クラブの今木啓一郎です。 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。 

 私の質問は３つです。１つ目がみずほバス路線再編案について、２つ目が、高齢者運転免許

自主返納サポート事業について、３つ目が、一斉メール配信システムについてです。 

 これより質問席に移り質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 では、みずほバスに関連する質問をさせていただきますが、昨日の一般質問において、多く

の議員の方から質問があり重なる部分がありますことを前もって御了承ください。 

 さて、公共交通に係る住民アンケート調査及びみずほバス利用者ヒアリング調査の結果など

を踏まえ、前回のみずほバス再編から４年が経過している時間的要因、また公共交通の広域的

な連携として名阪近鉄バスによる（仮称）安八・穂積線の運行開始という外部的な要因も鑑み、

瑞穂市広域公共交通会議において、平成30年４月からの運行実施を目標にみずほバスの路線再

編案が検討されたと思います。そこで、特に重要視された点並びに大きく見直された点につい

て、理由をあわせて御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） ただいまの今木議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 みずほバスが大きく変更した点については、みずほバス見直しの方向性で掲げた３点が上げ

られます。１点目は、公共交通のカバーエリアをふやすためにバス停を増設することです。２

点目は、バス停の増設や運行エリアの拡大に伴い、現行の３路線から４路線へと路線をふやす

ことです。３点目は、現在、穂積駅を18時台発の便が最終便ですが、通勤・通学の帰宅時等に

も利用しやすくするために夜間の増便をすることです。 

 また、路線図において重要視した点は２つあります。１点目は、現状のみずほバスが平成25

年の再編により毎年利用者が増加していることから、路線を余り大きく変更しないことです。

２点目は、新たに運行される（仮称）安八・穂積線を含め、幹線バスである営業路線を補完す

るようにみずほバスの路線を設定することです。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 今の御答弁をいただきますと、利便性の向上、ＪＲ穂積駅のキス・ア

ンド・ライド、いわゆる送迎される方の割合がほかの駅と比べて非常に高いという特性を踏ま

えた再編案であり、夜間運行の開始であると理解しています。 

 さて、みずほバスのような公共交通機関においては、国や県から補助金を受けることができ

ます。昨日の堀議員への答弁にもありましたが、今回の路線再編案において約1,200万の補助

金を見込んでいるとのことでしたが、運行コストの点から、より多額の補助金対象となるよう
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に路線を考えておられるのか。各路線の補助金予定額を御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 国や県からの補助金は、年間約1,200万円を想定しております。現

行路線は２路線が国の補助金の対象となっていますが、再編後は３路線が対象となると考えて

います。残りの１路線についても、国の補助対象となるような検討を行っております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 御答弁ありがとうございます。 

 あと１路線ということでしたが、やはりたとえ住民サービスの側面が強いみずほバスにおい

ても、コスト意識を強く持っていただき、少しでも多くの補助金がいただけるように事業展開

していただければと思います。多分やっていただけることを期待しております。 

 次に、バス停留所についてお伺いします。 

 今回新設されるバス停を確認いたしますと、御高齢の方、障害のある方への買い物弱者対策

並びに公共交通の広域的な連携から、市外ではありますが、本巣市政田地区に今月オープンさ

れましたショッピングセンターにバス停を新設されることは理解できます。しかし、当市の多

利地区のショッピングセンターにはバス停が設置されていないのは、何か理由があるのでござ

いましょうか。 

 また、公共交通の広域的な連携としてほかにも近隣市町への運行乗り入れの可能性があるの

か、そしてバス停の近くの民間事業者との連携、タイアップについてのお考えもあわせて御答

弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 多利地区にあります大型商業施設付近にバス停を設置することにつ

いては検討しておりますが、本巣市にあります大型商業施設と比較して検討の熟度が低いこと

から、パブリックコメント時点では掲載はしておりませんでした。ただし、平成30年４月から

の再編時にはバス停を設置することで、現在もバス停の設置位置などを検討中でございます。 

 また、本巣市の商業施設への乗り入れについては、買い物支援だけではなく広域交通の連携

についても検討しているところでございます。また、現在も通っています神戸町についても、

バス利用者の効率的利用促進と近隣自治体の連携を図るためにバス停の検討を行っております。 

 商業施設との連携でございますが、バス停の名前に近隣商業施設の名前をつけることにより、

利用者にわかりやすくなるものと考えますが、商業施設の事業者さんの御理解も必要なことか

ら、意見を伺いながら検討していきたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 
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○２番（今木啓一郎君） 多利地区へのショッピングセンターの近くにバス停をということを御

検討いただけるということは、市民だけでなく、事業者の方も喜ばれることだと思います。 

 また、近隣市町への乗り入れは、御答弁のとおり、お互いの交流、連帯につながるものと思

い、進めていただければと感じておる次第です。また、バス停の名称、こちらのほうもネーミ

ングライツではありませんが、その方向性でおられるということです。 

 棚橋市政におかれましては、私も12月の一般質問でデザインや厚みなどの改良を要望してお

りました、民間事業者とのタイアップ事業としての企業広告を印刷されています当市のごみ収

集袋があります。そのように民間の方とのタイアップというのは、ますます必要ではないかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 では、次に、運賃についてお尋ねします。 

 みずほバスは、基本100円と考えてよろしいでしょうか。そうであれば、馬場春雨町のバス

停で乗車し、穂積駅前停で降車した場合、みずほバスを利用すれば100円、広域バス路線であ

る岐阜バス大野・穂積線を利用されますと190円となります。このような運賃差異は新たに運

行される名阪近鉄バス（仮称）安八・穂積線でも発生すると予想されます。コミュニティバス

と広域路線バスとの性格の違いは理解しますが、市内同一運賃制度の導入についてどのような

お考えをお持ちでしょうか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） みずほバスにつきましては、瑞穂市民であるとかないにかかわらず、

大人であれば１乗車100円となります。 

 みずほバスにつきましては循環型といい、左回り・右回りがありますが、岐阜バスの大野・

穂積線や名阪近鉄バスの（仮称）安八・穂積線につきましては、往復型となっております。 

 現在、想定している時刻表では、ＰＬＡＮＴ－６から穂積駅まで、みずほバスを左回りで17

分、みずほバス右回りで20分、（仮称）安八・穂積線で13分となっております。また、馬場春

雨町から穂積駅まで、みずほバス左回り27分、みずほバス右回り８分、大野・穂積線７分とな

っております。 

 つきましては、幹線バスである営業路線は、左回り・右回りに関係なく最短時間で運行して

いることから、営業路線を利用される方の不公平感があるとは考えておりませんが、再編後の

利用状況等を確認し検討していきたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） なかなか難しい課題ではあると思いますが、何とか御検討いただけれ

ばと思っております。 

 さて、夜間運行の開始、また本田団地北口、牛牧団地など、利用者が多いバス停が複線化さ
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れるなど、利便性の向上により利用者の増加が大いに期待されますが、運行コストの増大も課

題であると思います。 

 そこで、一層のバス利用を促す施策が何か必要ではないかと考え、私として、東京ディズニ

ーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどの年間パスポートのように、有効期間内で

あれば何度もみずほバス全路線を利用できる月額4,000円程度のフリーパスポート型定期券の

発行や、みずほバスを利用されたことのない方の乗車を促し、利便性を実感していただく機会

づくりとして、みずほバスの前身である穂積バスが誕生した平成11年10月１日、名称をみずほ

バスに変更された平成16年５月１日にちなんで、５月１日や10月１日のいずれかの記念日に限

り、無料運行を企画されてはと思います。このような利用促進策を導入されるお考えはござい

ますか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 現在、岐阜バスにて期間を定めた上で、土日祝日限定の１日乗車券

を販売しております。直近では、９月16日の土曜日から11月26日の日曜日までの期間中、土曜

日、日曜日、祝日の１日に限り、乗り放題の乗車券を１枚500円で販売しておりました。対象

路線は岐阜バスの全路線などでありますが、現在のところみずほバスは対象に含まれてはおり

ません。 

 来年４月に再編を行ってからは、利用促進施策が重要となると考えております。岐阜バスが

実施している土・日・祝日限定の１日乗車券の対象にみずほバスを含めることや、またみずほ

バスの無料乗車日を設定するなど、さまざま検討していく予定であります。 

 また、バス停からバス停へのウオーキングコースを設定し、歴史散策コース、健康コース、

季節に合わせたお花見コースなど、コミュニティバスにふさわしい利用促進事業もあわせて検

討していきたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） さまざまな施策を今後ということで考えていただけるようですので、

よろしくお願いします。 

 また、今のお話ではなかったんですけど、定期券というようなことを、これは朝は乗ってい

くんだけど、帰りは乗っていかないという方が多いので、夜間の運行が始まりましたけど、そ

の方に対してそういった定期券を発行されれば、より一層の定着になるかと思いますので、そ

の点を含んで検討いただければと思います。 

 では、次に、みずほバスが３路線から４路線になるとともに、夜間運行されていること、ま

た従来からの岐阜バスに加え、名阪近鉄バスによる新たな運行開始は、ＪＲ穂積駅拠点化構想

のより一層の具現化であり、とても歓迎すべきものであります。 
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 しかし、駅ロータリー付近が現状のままであれば、朝、夕、夜間の送迎車両と運行バスとの

重なりによる一層の渋滞や交通トラブルの発生が危惧されます。何らかの改善・緩和策をお考

えでしょうか。 

 なお、昨日、森議員から同じ趣旨の質問がございました。その御答弁として、バスの乗降場

を３カ所とする、バスの駅到着時間を調整する、北口の30分無料の市営駐車場へ送迎車両を誘

導するとありましたが、ほかに何かございますでしょうか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） バス停留所付近につきましては、道路交通法にて駐停車が禁止とな

っておりますが、現状のロータリー内の青色で標示したバス専用スペースに一般車がとまって

いるのが現状であります。現在、北方警察署に御協力いただいてパトロールをしておりますが、

すぐに改善されていない状況であります。 

 つきましては、交通事業者及び道路管理者と協議して、一般車の走行レーンとバスの走行レ

ーンを分離するよう検討をしております。また、昨日の森議員の答弁のときに回答させていた

だいたとおり、駅南側の一般車乗降場や、駅北側の市営駐車場を案内する看板の設置もあわせ

て検討しております。これらにつきましては、今年度中の実施を予定し検証を行っていきたい

と考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 御答弁ありがとうございました。 

 ただ、私としては、平均５分間駐停車をされると言われていますお迎えの車両対策として、

少し不安を感じております。 

 そこで提案としてですけど、近隣の月決め駐車場を一時的に借り上げて、そこを送迎車両ス

ペースとしてされる。あるいは南口と北口にあるタクシー乗り場を北口に集約されて、南口に

新たな送迎車両スペースを確保されてはどうでしょうか。どうしてもスペースがないと思って

いますので、今の現状では。そういったことも検討いただければいいと思います。 

 また、なかなか難しいかと思いますが、今、バスが来ないとバス停留所に串状に駐停車され

るという暗黙のルールがあるようですね。そこで、そこの共存共栄といってはおかしいでしょ

うし、道交法の問題もあるかとは思いますが、バス利用者向けにバスが到着しますよとお知ら

せするパトライトや電光掲示板などを設置し、副作用的にバス乗降場で停車している送迎車両

に、バスが来るんだから出ていってくださいよというような施策もお互いに考えてはいかがか

なあと。余り強いことばかり言っているとなかなか難しい点もあるかと思いますけど、一度考

えていただければと。交通トラブルとか、市民の方からの苦情とかがあってはいけませんので、

事が起きてからでは遅いと思いますので、何か方策を求めます。 
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 以上でみずほバス路線再編案についての質問を終えます。 

 では、これより高齢者運転免許自主返納サポート事業についてお伺いします。 

 警察庁によれば、我が国は本格的な人口減少と超高齢化社会の到来を迎えている。交通事故

死亡者数は、昭和45年の１万6,765人の過去最悪の状態から４分の１まで減少しているが、今

なお多くのとうとい命が交通事故で失われていることには変わりなく、特に75歳以上の運転者

による死亡事故件数の割合が増加しており、75歳以上の運転免許保有者数が今後さらにふえて

いくことが見込まれる中、高齢運転者の交通事故防止対策は喫緊の課題となっているとありま

す。 

 そこで、あくまでも運転者の自主性を尊重する立場をとりながら、運転免許証の自主返納を

推進し、その支援の一環として高齢者を含む自主返納者がマイカーに依存することなく移動で

き、充実した生活を送り続けられるよう地域の実情に合わせ、自治体や事業者などによるさま

ざまなサポート事業が実施されています。 

 このたびみずほバスについても、交通事故減少の一助になること、また公共交通の利用促進

の期待より岐阜乗合自動車株式会社、通称岐阜バスによる運転免許返納者に対する運賃割引制

度が平成30年１月４日より導入されます。この運賃割引制度を当市としてどのような内容をど

のように啓発されるか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 割引制度の概要につきましては、運転免許証を返納して申請すると

取得できます運転経歴証明書をみずほバスの運賃支払い時に提示することにより、現在の１回

100円の運賃が半額の50円となるものです。 

 広報につきましては、広報みずほの12月号に掲載をし、市のホームページやみずほバスの車

内にも掲示を行いました。また、それ以外にもぎふチャンのデータ放送にて掲示をする予定で

あります。実施する来年１月以降には、岐阜県のホームページ内の運転免許証の自主返納に対

する自治体の支援施策の一覧に追加される予定でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 御答弁ありがとうございます。 

 こういったメリットを受けるには、一番大切なのは、運転経歴証明書をとっていただくとい

うことを強調しなくちゃいけないと思うんです。 

 今、自動車運転免許証が銀行取引や不在者郵便の受け取り、市役所での書類交付など、日常

生活を送る上でとても身分証明書として活用されていますので、返納をちゅうちょされる方。

また、有効期間が失効するまで所持される方が多いのが実情という観点から、広報活動におい

ては、今回の割引制度を受けるために、先ほども申しました運転経歴証明書の取得を促すこと
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が重要であると考え、特に３つのことを強調した広報活動をお願いします。 

 １つ目が、自動車運転免許証にかわる身分証明書としての機能が運転経歴証明書にあるとい

うことを強調してください。また、この交付手数料は、通常1,000円が必要となりますが、条

件はありますが、一般社団法人岐阜県交通安全協会による手数料の助成金が新設されているこ

と。 

 ２つ目が、運転経歴証明書はあくまでも加齢など、みずからの事情によって運転することが

できなくなった方などが、運転免許の有効期間内に自主返納された場合に交付されるものであ

り、事故や違反など運転免許証が取り消された方、または失効された方は交付申請ができない

こと。 

 そして３つ目として、運転経歴証明書の提示による割引制度は、今回のみずほバスに限らず、

岐阜バスにおかれては一般路線バスや高速乗り合いバス、ほかにも市町村の運行バスなど、多

くの路線が対象となっていること。また、そのほかの事業者においても特典があること。これ

らの点を強調していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 岐阜バスにおきましては、全ての路線バスの運賃が半額割引となる

ほか、その他のバス事業者もそれぞれ支援策を実施されています。タクシー事業者についても

運賃の１割引きを実施されている事業者もございます。市民の皆様、特に高齢者の方には各種

交通安全啓発活動等において、議員のおっしゃるただいまの内容についても、周知・啓発して

まいりたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） ありがとうございます。そのように進めていただきたい。 

 実は私ごとでございますが、岐阜バスを利用して、今、大学病院に検診に通っています82歳

になる母がおりますが、母も４年前までは自動車運転免許証を所持しておりましたが、御多分

に漏れず更新せず、有効期間が失効するまで持ち続けておりまして、今回の運転経歴証明書の

交付を受けることができません。岐阜バスの乗車料金が半額となる、そういったサービスも受

けられないということでございます。私の母のような方がいないように、また高齢運転者によ

る交通事故防止のためにも、広くきめ細かい啓発活動をお願いいたします。 

 さて、ここまでは事業者における運転免許返納に対する支援について質問をしてまいりまし

たが、この自主返納サポート事業については、自治体として取り組まれている事例が多くあり

ます。県内であれば、岐阜市は自主返納を行った65歳以上の人を対象に、１回限りではござい

ますが、ＩＣカード乗車券、アユカでございますね。利用額2,500円プラスデポジット分、合

わせて3,000円、あるいは高齢者お出かけバスカードチャージ3,000円分のいずれかの支援を受



－２０９－ 

けられます。 

 また、神戸町におかれましては、有効期間内の運転免許自主返納者に対し、住民登録された

方で町税等の滞納がない方を対象に5,000円分の神戸町タクシー送迎、いわゆる「ばらタク」

と言われるサービスの利用回数券、あるいは6,000円分の養老鉄道の乗車回数券、あるいは

5,000円分の名阪近鉄バスの乗車券のいずれかを１つ選んでいただけるというようなことを考

えてみえます。 

 そこで、おくればせながら当市でもアユカやバス利用回数券ですね、そういったものを交付

されるというような施策を考えてみる可能性があるのかどうか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） アユカの利用は、みずほバスでも岐阜バスの路線バスと同様に御利

用がいただけます。免許返納者割引制度は、みずほバスも岐阜バスも路線バスも現金のみの対

応となっております。また、岐阜市のようにアユカ3,000円分を交付することは、現在は考え

ておりません。 

 つきましては、まずは来年１月から実施する運賃割引制度の実施とそのＰＲを進めていく考

えでありますので、回数券などの交付につきましては、先ほど答弁させていただいた利用促進

事業の中で再編後の利用状況を見ながら検討していきたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 御答弁ありがとうございます。 

 この自主返納サポートということでありますが、先ほど若井議員の質問にもございましたけ

ど、先週の文教厚生委員会協議会において、執行部より高齢者タクシー助成事業の利用者が低

い、高齢者運転免許証自主返納サポート事業との連携を模索すればとありましたので、何とぞ

その点についても御検討いただければと思っております。 

 以上で、高齢者運転免許自主返納サポート事業についての質問を終わります。 

 では、これよりＩＣＴ技術を活用した一斉メール配信システムについての質問に移ります。 

 この一斉配信メールシステムは、不審者情報、台風やインフルエンザなどによる臨時休校や

登下校時間の変更など、緊急度の高い情報はもとより、学校行事やＰＴＡ活動などの情報を保

護者などが登録したパソコンや携帯電話、スマートフォンへ学校一斉、またはクラス単位、あ

るいは部活の単位などのカテゴリー別にメール配信することができるものであり、10年ほど前

から市内の幼稚園、小・中学校の１園10校のＰＴＡが中心となり、個別にシステム構築し、活

用しておりましたものであります。 

 そこで、来年度に向けて、市としてこのシステムについて一元化を検討されているとのこと

ですが、その理由とシステム概要について御説明をください。よろしくお願いします。 
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○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 改めまして、おはようございます。 

 ただいま今木議員から御質問があった一斉メール配信システムについて、まずはそのシステ

ムの一元化を行う理由について御説明いたします。 

 理由は大きく２点ございます。 

 １つ目は、利便性の向上です。 

 現在、議員がおっしゃるように、一斉メールは、各小・中学校、幼稚園それぞれが運用して

おります。そのため配信する業者も同一ではございません。このような現状の中、例えば不審

者でいいますと、その情報を得た学校ではすぐに発信ができます。しかしながら、たとえ隣の

学校であっても情報を共有できない場合は、保護者への発信もおくれることになります。この

場合、市内一斉にメール配信をすることで迅速な対応ができると考えております。 

 また、台風が接近した場合、警報が発表されることがあります。それに伴って学校の休業で

あるとか、給食の実施の有無であるとか、これらについても保護者に一斉にお知らせをするこ

とができます。つまり、これら発信者側の利便性がございます。 

 さらに受信者側でいいますと、小学校、そして中学校にお子様がいる家庭の場合で、例えば

今まででいいますと配信業者も違いますのでそれぞれで登録、いわゆる２回登録することにな

ります。しかし、今度の方法でいきますと、１回の登録でそれが済むということにつながりま

す。と同時に、今まで同じようなメールが２つに分かれてきたものが１つで済むという、保護

者にとっての利便性が向上されるということが考えられます。 

 一元化の理由の２つ目です。予算面からの理由でございます。 

 市の教育委員会では、このメール配信システムについて、毎年各小・中学校と幼稚園に補助

金の上限を決めて一律に交付して運営してきました。また、保育所と放課後児童クラブがある

んですが、これにつきましては、幼児支援課で一括して運営してきていました。この全て、つ

まり教育委員会の中において、メールを配信するもの全てを一括で運営することによって、必

要経費を大きく削減することができます。以上が一元化の理由でございます。 

 続いて、システムの概要についてでございますが、今回、一元化するのは、先ほどもお話を

したように教育委員会の中にある全てのメール配信がかかわります。具体的には、小学校、中

学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブに該当しまして、そこに在籍する子供の保護者とそ

れぞれの所属の職員に配信することになります。 

 メール配信の方法は、市内一斉に送信することもできますが、議員が言われるように、学校

別に学年や学級を特定して送信することも今までどおり可能となっております。 

 以上がシステムの概要でございます。 

〔２番議員挙手〕 
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○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） 確かに課題となっております各校の情報の差異が発生するとか、共有

が図れるということもつながっておりますし、メリットは大変多いかと思っております。その

システムでありますが、何とぞこのシステム構築におかれましては、操作性がよく安定した送

受信、個人情報漏えいのないフレキシブルなシステムになりますよう、保護者、教員の方など

の御意見も確認して進めてください。お願いします。 

 さて、これまで一斉配信メールは、加納教育長の言われるように、基本的に幼稚園、小学校、

中学校の教職員、保護者、あるいは保育所並びに放課後児童クラブの関係者ということでござ

いましたが、今回の一元化を契機に、その利用者をそれ以上に拡大されるというお考えはあら

れるのか。また、総務部が所管していますみずほ防災メールとの連携や統合について、どのよ

うなお考えをお持ちでしょうか、御答弁ください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 御存じのように、今の現状では送信を受ける、いわゆる受信できるの

は保護者と教職員でしたが、学校などが発信する情報の中には広く提供できるような内容もご

ざいます。そこで、今後は見守り隊などのサポーターの方、あるいは学校評議員などの学校に

関係する方々も登録できるように、今、考えております。 

 また、今回の配信メールの一元化は教育委員会の中だけのものでございますが、市が推進す

るみずほ防災メールとの連携についても積極的に進めていきたいと考えております。以上です。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 今木啓一郎君。 

○２番（今木啓一郎君） ますます御利用いただける方がふえてくるメール配信システムだと思

います。そうであれば、先ほども申しましたが、操作性や安定した送受信、個人情報の漏えい

のないフレキシブルなシステムが必要になってくると思いますし、一方で、情報発信者の権限

と配信範囲の厳格化、さらに配信内容のチェック体制などの対策も必要になるかと思いますの

で、その点も十分に配慮して進めていただければと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、２番の今木啓一郎君の質問は終わりました。 

 議事の都合によりまして、しばらく休憩をとります。11時から再開をいたします。 

休憩 午前10時40分  

再開 午前11時00分  

○議長（藤橋礼治君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 １番 松野貴志君の発言を許します。 

 松野君。 
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○１番（松野貴志君） 議席番号１番、瑞清クラブの松野貴志です。 

 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問をさせていただきます。 

 まずもって、早朝より、また年末のお忙しいときにもかかわらず傍聴に多数お越しください

ましてありがとうございます。数年に１度、よく聞く言葉かもしれませんが、最終最後の最後

までよろしくお願いいたします。 

 さて、先日、2030年の日本が直面する構造的課題というコラムに目を通していたところ、我

が国は今後も人口減少やさらなる高齢化、そして経済の低成長といった傾向が続き、政府のさ

まざまな機能は不全に陥るのではないかという危惧をされているようです。いわば公への依存

の限界という状況の中で、個々の企業、地域、国民は、公から安定や均衡ある発展を与えられ

るのを待つのではなく、個々の主体が自立し、成長することが求められる時代が到来すると予

測しているのであります。 

 成長のために必要な取り組みが３つ掲げられており、１つが、高い教育水準、高い品質とい

った日本の強みを維持、成長させること。また、２つ目が、雇用の流動化や再チャレンジ保証

といった環境を整備すること。そして３つ目が、海外の成長を日本の成長につなげる市場開放

といった取り組みが重要であると結んでおります。 

 もっとも日本製品のものは既に世界では一流品ではないと認識されるといった声も聞きます

が、いずれにしても当市のような小さなまちにおいても、我が国の動向を的確に見据え、将来

に向けての施策を早急に取り組まなければならない時期がまさに今であります。もう時間があ

りません。ほんの12年先の話です。 

 しかるに当市、瑞穂市はどうでしょうか。未来の展望どころか十数年前からの懸案がいまだ

に解決されずに残っている施策が多々あるのではないでしょうか。その一つが降雨による浸水

問題であります。 

 先日の台風21号により、野田新田や稲里地区、また田之上や森地内、そして古橋地内で浸水

や道路冠水が確認されております。昨日、若園五朗議員、そして本日は若井千尋議員が行い、

昼からは小川理議員が同じ質問を行います。私は新堀川沿いの低地である野田新田、稲里地内

の浸水に絞り込み、執行部の明確な答弁を求めたく質問をさせていただきます。 

 そしてもう一点が教育にかかわる質問として、各スポーツ少年団と行政の関連性についてで

あります。事例もまじえながら教育委員会の見解をお聞きいたします。 

 以上２項目の質問となりますが、御答弁次第ではアドリブをまじえ激しい質問になろうかと

思います。そうならぬよう執行部にはお願いを申し上げまして、これよりは質問席より質問を

させていただきます。 

 初めに、台風21号による野田新田、稲里地内の浸水・冠水について質問をいたします。 

 10月22日の深夜から23日にかけて通過した台風21号により、市内各地で浸水被害が起きまし
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た。市の速報版を見ますと冒頭に申し上げました地域のほか、牛牧小近辺での浸水も報告され

ております。野田新田、稲里地内においては、新堀川沿いが低地であり、この台風によって国

道21号線より南側は東西に走る市道７本が冠水、また国道21号線より北側も東西に走る市道７

本が冠水しております。 

 野田新田や稲里地内は分譲住宅地であり転入者の多い地域ではありますが、低地であること

は理解されておりません。盛り土をするような分譲地も見受けられません。それもそのはずで、

大被害をもたらした昭和51年の９・12災害はもう40年も前の災害であり、それ以降、いまだに

浸水する地区があるとは誰もが思わないでしょう。逆に、いまだに大雨の都度、浸水被害の出

る地域が存在しては、このまちの発展はないものと考えます。 

 この五ヶ村地区は先人たちが知恵と努力を重ね、水への工夫をされてきました。また、この

新堀川には、五ヶ村地区協議会が中心となり、何と3,600名の署名とともに議会に陳情書を提

出し、苦労に苦労を重ね、抜本的な洪水対策として念願であった犀川統合排水機場が整備され

ました。しかるにどうでしょうか。時間雨量40ミリ程度でこの冠水被害です。本当にこの排水

機が機能しているのか疑いたくなります。 

 そこで質問です。 

 この統合排水場は長良川の水位、もしくは新堀川の水位で稼働するものと思いますが、その

管理規程と申しますか、運転基準について御答弁をお願いいたします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の運転基準についてお答えさせていただきます。 

 運用基準は、平成27年７月23日より施行されております木曽川水系長良川犀川統合排水機場

操作要領の第６条第４項に次のとおり記載されております。 

 逆水樋門及び新設樋門の新堀川側にある両量水標において、測定した新堀川の水位が標高

5.0メートル以上であるときは、次の各号に定めるところにより逆水樋門、新設樋門、３号ポ

ンプ、４号ポンプを操作するものとするとなっております。 

 １号、犀川から新堀川へ逆流するまでの間においては、逆水樋門のゲートの全開を確認して

おくこと。 

 ２号、天王川から新堀川へ逆流するまでの間においては、新設樋門のゲートを全開にしてお

くこと。 

 ３号、犀川から新堀川へ逆流が始まったときは、逆水樋門の全閉を確認し、天王川から新堀

川への逆流が始まったときは、新設樋門のゲートを全閉し、両樋門が全閉した場合に３号ポン

プ及び４号ポンプの運転を開始すること。 

 ４号、前号及び６号により、３号ポンプ及び４号ポンプを運転している場合において、新堀

川内水位が標高4.5メートル以下になったときは、３号ポンプ及び４号ポンプの運転を停止す
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ること。 

 ５号、３号及び次号により３号ポンプ及び４号ポンプを運転している場合において、長良川

の水位が標高12.50メートルを超え、さらに上昇するおそれがあるときは、３号ポンプ及び４

号ポンプの運転を停止すること。 

 ６号、前号により３号ポンプ及び４号ポンプの運転を停止している場合において、長良川の

水位が標高12.50メートル以下となったときは、３号ポンプ及び４号ポンプの運転を開始する

こと。以上となっております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 今、企画監に御答弁いただきましたが、恐らくほとんどの方がよくわか

らないのではないのかと私は思います。それとも私だけがわからないのか。具体的な動きが全

く見えてこない。 

 今、運転基準をお聞きしましたが、いずれにしても道路の冠水が発生したということは、今

のポンプ運転規程では一部の地域の内水処理ができない、もしくは現状のポンプ能力では、内

水処理が全くできないということになります。 

 １つ疑問に思うことがあるのでお聞きしますが、先日、私は現地確認をしてきました。野田

新田河間地区、ここはパチンコグリフィンさんの西側になるかと思いますが、この地区の排水

路の一つに逆流防止の樋門がついております。新堀川の水位が上昇すると圧縮で閉まる。新堀

川の水位が排水路に逆流しないようになっております。しかし、同じ地区でも少し南側の排水

路には樋門がついておりません。水位が高くなると逆流するというおかしな状況にあると思い

ます。 

 先日の台風21号では、間違いなく新堀川の水が逆流して道路冠水が起きていると思いますが、

市は樋門の未整備が冠水の一因と考えているのか。そして、道路冠水が生じた低区地域、いわ

ゆる21号線近辺の新堀川の水位で統合排水機場が稼働すれば浸水被害がかなり改善されると思

います。このような運転が可能なのか、またこの運転ができた場合の効果はいかほどであるか

をお尋ねいたします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員の御質問についてお答えいたします。 

 今回の洪水による道路冠水の原因は、河川改修の当面の目標としている降雨以上の大雨が降

ったことにより河川の水位が上昇し、犀川上流では河川の水があふれたほかに犀川の水位が高

く、排水路からの水が排水できなかったことが大きいと考えます。新堀川では、新堀川の水位

が高く排水路からの排水ができなかったと考えられます。また、新堀川の水位が上昇し排水路

への逆流があったことも現段階では否めません。さらに、野田新田河間地区の土地の形状を調
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べてみると、周辺の土地より低くちょうどすり鉢状になっており、水が集まりやすい地形であ

ったことも冠水の原因と考えられます。 

 次に、犀川統合排水機場は、昭和36年６月型洪水をモデルに、床上浸水家屋や幹線道路の冠

水を防ぐことを目的に計画されております。犀川統合排水機場の操作規則もその目的に沿って

進められており、排水路の逆流が起きる、起きないによるものではございません。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 新堀川から排水路への逆流はあったかもしれない。また、地区がすり鉢

状の地形であったことも冠水の原因だと。また、排水機場は床上浸水や幹線道路の冠水を防ぐ

計画だから、すり鉢状の地域の道路冠水ぐらいしようがないと、このような御答弁をいただき

ましたが、新堀川から逆流が冠水の一因となるのであれば、危険のある排水路には全て逆流樋

門を設置しなければなりません。また、新堀川の水位が排水路の排水溝より低くなるように統

合排水機場を稼働させねばなりません。がしかし、その低水位運転は、今お聞きしたとおり不

可能である。 

 そこで提案ですが、先ほど申しました逆流樋門を要所要所に設置して、新堀川から逆流を防

いだ上で冠水地区の排水路の雨水を１カ所に集水し、ポンプ排水を行うか、排水路の数カ所に

小型ポンプ等を設置して内水を新堀川の排水にすれば、浸水対策に大きな効果があると思いま

すが、執行部の見解をお聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の新堀川へのポンプ排水についてお答えさせていただ

きます。 

 新堀川へポンプ排水することについては、新堀川を管理する岐阜県と協議することが必要と

なります。これは、河川法第15条に規定されており、他の河川管理者の管理する河川に著しい

影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ当該他の河川管理者に協議しなけ

ればならないとなっております。 

 さらに、岐阜県が管理する新堀川の河川整備計画が含まれた犀川圏域河川整備計画が、既に

平成16年12月に策定されております。この河川整備計画立案時には河川法に基づき知事から関

係市町の市長、町長に対し意見聴取が行われ、当時の瑞穂市長からも「意見なし」と回答して

おり、現在この計画に基づき河川改修が進められております。 

 仮に排水ポンプを新設すると、河川に計画規模を超える水量が流入することで新堀川下流へ

の負担が大きくなることから新設は困難と考えます。 

 なお、河川改修の基本は、上流から流す分だけの河川断面を下流が確保しないと上流部は改

修できないことになっております。また、左岸と右岸の治水バランスをとりながら進めること
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も重要となっております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 新堀川へのポンプ排水は、河川法により協議が要ると。事実上不可能で

あると。また、平成16年ですか。このときの首長が「意見なし」と言っていると。これは今さ

ら聞くなというような御答弁だったかと思います。 

 また、排水ポンプを設置すると計画規模を超えると言われたと思いますが、もともと新堀川

に排水する雨量をポンプだけで行うだけで計画を超えるとは思えません。いずれにしても、ポ

ンプ排水に対しては、県はノーであるということであります。 

 それでは、もう一つの方法として貯留施設の整備となります。 

 近年、田畑の減少で湛水能力が減少しております。それが洪水被害をより大きくしていると

考えられます。そこで河川の氾濫に際し、一時的に河川の水を引き込み、洪水の一部をためる

ことのできる多目的遊水地を整備するか、雨水の河川への流出を抑制する地下貯留槽を整備す

れば大きな効果が期待できると思います。もっともそれには広大な用地も必要となりますが、

貯留施設の効果及び整備に関する市の見解をお聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の多目的遊水地や地下貯留槽の効果並びに実現性につ

いてお答えします。 

 治水対策は、「流す」「ためる」「分ける」の３つに分類されます。議員御提案の多目的遊

水地や地下貯留槽はためるに分類されます。 

 瑞穂市を含め多くの都市では、都市化が進むにつれ、これまでの水田だった土地と比べ貯水

能力が減り、降雨の流出が早くなっているのが現状です。この貯水能力を確保するものが、多

目的遊水地や地下貯留槽などです。これらの「ためる」は、河川の「流す」に比べ、広大な敷

地や多額の金額を要します。特に当市のような地下水位が高い土地では、地下水による水圧や

浮力に耐え得る構造にしなければならず、建設費用がかさみ、費用対効果は低くなります。し

たがいまして、大規模な貯留施設等の実現性は乏しいと考えます。 

 しかしながら、水田から宅地化する開発においては、貯留機能の保全を目的に事業主に貯留

施設を設置するよう御協力をお願いしておりますが、小規模開発に対し強制力がないのが現状

でございます。引き続き広く市民の皆様に御理解と御協力を得るよう努めてまいりたいと考え

ております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 費用対効果が乏しく、実現性も乏しいという御答弁でございました。た
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だ、宅地開発においては、貯留施設の設置を事業主にお願いするという、まさに他力本願の御

答弁でございました。 

 洪水時の国の支援として排水ポンプ車の派遣があります。これは木曽川上流河川事務所が県

の要請により行うものですが、ホームページを見ていますと、１分間に30トン、または40トン

の排水能力を持つポンプ車があるようですが、一体何台の排水ポンプが稼働できるのか。また、

緊急時には多くの自治体から、そして地区から要請があると思われます。万が一の場合に瑞穂

市が要請した場合、こういった支援を間違いなく受けることができるのか、御答弁をお願いい

たします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 今、議員御質問の排水ポンプ車のことについてお答えさせていた

だきます。 

 ポンプの台数でございますが、木曽川上流河川事務所が所管しているものだけでも４台ほど

ございますし、中部地方整備局が所管しているものもございます。また、このポンプ車につい

ては、各市町からの要請に基づき、緊急度に応じて派遣されるものでございます。 

 この排水ポンプ車につきましては、被災した、あるいは被災のおそれの高い場合に、地方自

治体からの支援要請に基づき国土交通省が浸水箇所に出向き排水を行い、浸水被害の軽減を図

ることを目的としているものでございます。排水ポンプ車の派遣については、先月28日に国土

交通省木曽川上流河川事務所長と市長との面談時に話題となり、市長からもお願いしたところ

でございます。 

 現在、木曽川上流河川事務所と瑞穂市との間で年明けに勉強会の開催を予定しております。

そこでは、排水ポンプ車の要請方法や留意点などの勉強を行い、排水ポンプ車の活用の有無、

乗り入れの可否や設置場所などの検討を行う予定としております。 

 今後、瑞穂市内で洪水による浸水被害が発生し、排水ポンプ車が被害軽減に有効なときは、

国土交通省木曽川上流河川事務所に支援要請をしてまいりたいと考えております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） ポンプ車につきましては、しっかりと協議をされていると。初めて前向

きな御答弁をいただきました。緊急時におきましては、最速で要請をお願いしたいと思ってお

ります。 

 しかし、先ほど３番目の質問で新堀川へのポンプ排水は計画規模を超えるということで、す

り鉢状にある稲里、野田新田の浸水対策にはならないということがわかりました。しかし、こ

れは瑞穂市全体で見て計画していただかないとならないと思います。 

 もう一つ、懸念している箇所がございます。それは野田新田内を東西に走る新堀川です。こ
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の水路は五六川と接続しており、その取水口は野田公園の南に位置する野々村商店さんの南西

にあります。取水口といいますのは、昭和40年代には、営農用水として五六川の水をここから

取り入れ利用していたものであります。しかしながら、現在は使用されておりません。もちろ

んここには逆流防止の樋門がついておりますが、通常は開放されています。 

 そこで質問です。 

 水利用のない今、この樋門にどのような意味があるのか。五六川の堤防機能が確保されてい

ればよいのであれば、この樋門を撤去して堤防の強化を図るべきではないか。樋門も年月がた

てば劣化し、その機能が確実に働かないおそれがあります。そうなれば、降水時には五六川の

水が逆に新堀川に流入し、被害を大きくするのではないかと懸念し、この質問をさせていただ

きました。御答弁をお願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の取水口のことについてお答えさせていただきます。 

 新堀川上流部の水の流れを見てみますと、五六川の水位が新堀川の水位より低いときは五六

川に流れ、逆に五六川の水位が新堀川の水位より高いときは、樋管に設置されておりますゲー

トが水圧の差で閉まり、新堀川の水は下流に向かって流れます。 

 浸水被害をなくすためには、洪水時にいかに河川の水位を下げるかが重要と考えております。

特に初期排水が重要と考え、河床勾配が緩い新堀川上流部では、このような川の流れになって

いるのではないかと考えております。 

 このような特殊な流れをする川は、上流部である野田新田河間地内がすり鉢状になっており、

洪水の排水が困難であったことからこのようになったのではないかというふうに考えておりま

す。したがいまして、取水口を撤去するのではなく、樋門が確実に閉まることが重要と考えて

おります。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 確実に閉まるということであれば、年月も経過をしておりますので、そ

の都度の確認をお願いいたします。 

 また、よくわからないのですが、このような特殊な地形のところだからと、どっちに水が流

れるかわからない。だから、確実に閉まれば現状の樋門のままがよいという御答弁かと思いま

す。水がどっちに流れるかわからないような計画があるとは思いませんでした。 

 新堀川の最後の質問です。 

 さて、統合排水機場の運転規程から樋門設置とポンプ設備による内水処理、そして貯留施設

による保水機能の確保や国の支援設備の利用など、さまざまな洪水対策に対する質問をさせて

いただきました。今回、冠水被害のあった稲里、野田新田は、排水先である祖父江地区と比べ
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ると２メートルほど標高が低いと聞いておりますので、御答弁にもございましたが、すり鉢状

の地形でありますから、統合排水機場近辺の水位が低くても、冠水地区の水位は高いという状

況下にあると思います。 

 確かに何もせず手をこまねいていたわけではないとは思います。しかし、五ヶ村の方からす

れば、一体いつになったら豪雨災害の不安が払拭されるのかといった思いを持ち続けていると

思われます。近年はゲリラ豪雨と呼ばれる想定外の局地的大雨も記録しております。 

 名古屋市では、時間雨量50ミリ対応から63ミリ対応の検討に入ったようであります。想定雨

量の見直しによる施策をしているならともかく、当市はそれ以前の対応がおくれているように

思われます。 

 今、質問をさせてもらいました洪水対策も含め、明確な施策と今後のスケジュールを地元に

説明し、被害に遭われた地域の御理解を得ることが急がれると思いますが、市長はどのように

思われているでしょうか、御答弁をお願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） それじゃあ、まず最初に排水機というのはどういった能力があるのかと

いうところからお話しさせていただきます。 

 それこそ松野貴志議員さんの祖父さんですね。第３排水機場のテリトリーということで、私

が第３排水機場の操作員をしていたときに、何回も声をかけてもらって、この水でいいかいな

ということで、何回か私たちが待機しておるときにお越しになられました。 

 そのときにも、もちろん祖父さんにも御説明を申し上げ、また国・県のほうからも御説明を

申し上げたんですが、排水機の稼働ということですね。やはり今回の場合、なぜ短時間の稼働

しかしなかったかというのは、長良川の水位が非常に低かったこと。それと同時に基本的に本

来の水門の窓口から出る水は排水機の量よりも多うございます。排水機は一生懸命排出しても、

そこを閉めてもほかの部分から押し出します。ですから、どうしても量が少のうございます。 

 ですから今回の場合、率直に長良川、そして宝江川、こちらのほうはそれぞれの水位が低う

ございました。要するに吐き出すほうの長良川ですね。それから宝江川は犀川遊水地上に放水

します。そんな状態から稼働の時間は非常に短うございました。それぐらい自然排水が強いも

のでございます。そういったところから何で稼働しなかったのかなとおっしゃられますが、稼

働するよりも自然排水のほうが量が多うございます。これをまず御理解くださいませ。 

 そして今回の野田の部分だけに限って申し上げますと、国道21号線を挟みまして北と南、水

の様相が違います。北は上からおりてきた部分、それと先ほどおっしゃられました五六川の逆

水樋門、これがどのように稼働をしたのか、どのような働きをしたのか、これが非常に今現在

不明瞭で、これは今、私どもも検証しております。この部分の影響があったのが北側です。 

 そして南側、ここまで御説明申し上げたとおり、本当に新堀川の横の道、これが土手の役目
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をしております。そのことによって新堀川よりも東側は守られました。でも、逆に西側が今回

のあの状況でございます。ですから、先ほどおっしゃられましたように、遊水、貯水、水をた

めて、ためられるスペースをつくって、そこで本当にポンプをつくる、そういったことも必要

だということは、これからじっくりと検証していくべきだと思います。 

 それと同時に、あの地域に対するしっかりとした水位計、どこどこじゃなしにあの現場で何

ぼの水になっておるのか。それと同時にそのデータをしっかりと積み重ねて、それじゃあ例え

ば簡単に申しました、今、犀川の観測所、こちらでは一つのデータができつつあります。ふだ

ん45センチから55センチのところが180センチになったときに古橋がつかる、そして190センチ

になったときに新月、そして田之上がつかる。200センチになったときに森がつかる。これと

同じようなデータをしっかりと新堀川にもつくるべきだと思います。そのためには水位の観測、

これが必要だと思います。 

 そして、データの積み重ねている時間はございませんので、まずは南側、どのように水をた

めて排出するか。そして今度北側、これはまず五六の樋門、おっしゃられたとおり逆水樋門、

これの的確なこと、この判断をすべきだと思っております。 

 ですから、きょうおっしゃられたことは、私たちも考えていることでございます。それと同

時に松野議員さんの御意見も含んだ上でしっかりと検証しまして、また年明けに国土交通省と

話し合うチャンスを設けてございますので、そこでまた話し合ってみたいと思っております。

また、そういったところを年の当初にお話しした後、地元の方々にはまた御説明をさせてもら

おうと思っております。そういったところで説明とさせてください。お願いいたします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 市長から力強いお言葉をいただきました。しかし、前向きに検討とか、

進めているという言葉だけでは信用できないところまで来ております。昭和51年の水害から40

年も経過しております。約半世紀です。一言なし遂げるという御答弁も欲しかったなあと思い

ます。 

 利便性のよいまち、若者のまち、移住・定住のまちづくり、安心・安全なまちづくりの根本

は何か。先ほど若井千尋議員もおっしゃっておりましたが、一丁目一番地こそ災害対策だと思

います。 

 あれから40年、半世紀が経過しても解決に至っておりません。五ヶ村地区の皆様は毎年毎年

大型の台風や突発的なゲリラ豪雨が来るたびに40年間もの間水害と闘っております。私の亡き

祖父、父、山本元議員、そして過去から現在に至るまで数多くの議員さんが水害対策を訴えて

まいりました。異常気象が続く今日、年が明ければまた夏が来ます。先人たちが全力で取り組

んできた水害対策が一日でも早く完結することをお願いいたしまして、次の質問に移ります。 
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 次に、各スポーツ少年団と行政との関連性について質問をいたします。 

 瑞穂市体育協会の組織は、種目別競技団体と瑞穂市スポーツ少年団本部で構成されており、

この少年団本部に野球、陸上、バレーボール、サッカー、剣道、その他多くのスポーツ少年団

が所属しております。もちろん体育協会は市から財政援助を受ける補助金団体であり、行政の

窓口は教育委員会の生涯学習課が担っております。毎年1,200万円ほどの補助金が体育協会に

支払われ、各スポーツ少年団への補助金は体育協会の予算から育成費として支払われていると

聞いております。 

 そこで質問をいたします。 

 各少年団の指導者への賃金も支払われているのかどうか、また支払われているならば、それ

も市の補助金を財源にしているのか、お聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 松野議員御質問の体育協会へ市から払われている補助金の各スポーツ

少年団での使い方について答弁させていただきます。 

 議員御案内のように、補助金は体育協会からスポーツ少年団本部を経由し、スポーツ少年団

の各団へ人数割りなどの定まったルールに従って育成費として支払われております。 

 この使い道につきましては、大会の参加費であるとか、備品等の購入などに当てられており、

団員全員が共通するものとして使われております。よって、この育成費から指導者への賃金、

謝礼というのは支払われておりません。指導者の方は原則ボランティアで指導していただいて

おりますが、交通費等の実費弁償については払われているとお聞きしております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 補助金の使われ方が適正であるかどうかは監査でチェックをされますの

で、私から申し上げることはございませんが、とにかく補助金団体であります。その費用、運

営に関しては市と密接な関係にあるわけです。 

 では、体育協会の活動内容についてはどうでしょうか。特に次代を担う健全な体と心を持っ

た青少年の育成を理念とするスポーツ少年団の活動内容や指導方法に関しまして、市はどのよ

うにかかわっているのか。指導者の変更や行事の報告、また事故や事件といった重要事項など

は、市が把握できるシステムができているのかどうか、お聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 教育委員会とスポーツ少年団とのかかわりについて答弁させていただ

きます。 

 スポーツ少年団における活動内容であるとか、指導方法につきましては、今まで各団におい

て培われてきた手法もあることから、教育委員会が一つ一つに具体的に指導、助言することは
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ございません。しかしながら、スポーツ少年団が体育協会の組織内にある以上、活動内容や指

導方法については、具体的に指導する責任はあると思い、それについては体育協会やスポーツ

少年団本部であると認識しております。 

 しかしながら、教育委員会としましては、スポーツ少年団の活動において、その中心的な対

象が小学生であるということによって、場合によっては直接指導すべき立場であると理解して

おります。 

 そのため体育協会の事務局とは日常的に連絡をとるなどして情報を共有して、速やかな対応

ができるような体制を整えております。また、重大な事故・事件といった重要事項に関しまし

ても、教育委員会が把握できるシステムは整備されていると認識しております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 青少年の育成に関することですので、当然、教育委員会はスポーツ少年

団でのトラブルも把握していると思います。ここ最近、何か大きなトラブル報告があったかど

うか、お聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） スポーツ少年団で発生したトラブル等の事案については、主なもので

は、リーダー研修に関する事案で報告がございました。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 私が聞いている件とはいささか異なると思いますので、トラブルに関し

て、私はある市民からお話ししたいことがあるとのことで説明をお聞きしました。被害者側の

市民は大変お怒りでございました。真実を伝えてほしい、真相究明をしてほしいとのことで、

被害者側の市民から書面をいただいております。許可もいただいておりますので、読み上げさ

せていただきます。 

 事件発生日時、７月23日早朝。その日は海津市で試合があるので早朝練習を行っていた。朝

の７時です。練習を始めてから少し時間がたったころ、早朝ということもあって、時折笑顔で

和気あいあいと子供たちが練習していた。それを見ていた保護者兼コーチＡが突然激高し、怒

声を浴びせながら近づいた。子供たちに近づき、興奮したまま周りにあった軟式ボールを全力

で投げ始めた。その距離５メートル前後、まず少年Ａ（コーチＡの子供）、10球前後投げつけ

て威嚇をしたと。近くにいた保護者の子供にも怒声を浴びせ１球投げつける。左足つけ根付近

に直撃をし、少年たちがおびえ出す。 

 現場近くにいた監督責任者ＡはコーチＡを叱り、きょうは帰るように言い渡した。怒りがお

さまらないコーチＡは、帰り際、当てられた保護者Ｂに言い寄ると激高し、口論となる。その
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とき意味不明な口論は以下のとおりである。 

 コーチＡ、何で俺に挨拶をしないんだ。 

 保護者Ｂ、はあ、意味がわからない。何で投げたりしたんだ。 

 コーチＡ、ふざけて練習しているからやって当たり前だ。 

 保護者Ｂ、狙って投げたのか。 

 コーチＡ、当然狙って投げたわ、ふざけているからそうなる。 

 その後激しくなり、取っ組み合いになったところを監督責任者Ａが仲介に入りその場をおさ

め、コーチＡにはその場で帰らせた。重苦しい空気のまま海津市で試合を行い、その日は戻り

次第解散となった。日にちだけが経過し、監督責任者たちが何も処分や決定がないまま、事件

発生から１週間ほど経過した８月初旬ごろ、瑞穂市・本巣軟式野球連盟と瑞穂市教育委員会に

匿名で事件の通報が入った。通報と同時に、団は事実確認のためかしばらく活動休止となった。

その後数日が経過し、事実確認のために教育委員会が一人の監督責任者Ｂに電話をした。当時

は周りに被害者たちもいた。そのときの会話は以下のとおりである。 

 監督責任者Ｂ、俺のほうでうまくおさめているから任せておけ。 

 その会話は数人聞いている。 

 その後、全監督責任者、コーチ、保護者が集められ、処分の決定を言い渡された。実はその

ころコーチＡが、今後団に来ないか、退団するとの決定があれば、被害者の保護者Ｂと行き過

ぎた行為に納得していない保護者ＣとＤは団に残るつもりだった。その処分の内容は以下のと

おりである。 

 今回の件は上層部とも協議し、教育委員会や連盟にも連絡をするが、コーチＡの今年度の指

導は謹慎となりました。言葉が出なかった。説明は簡素で余りに理不尽な決定と保護者たち、

残る者、去る者は唖然として言葉もなかった。その後、コーチＡから全体に謝罪が行われたが、

被害者側には謝罪もなかった。その時点で監督責任者Ｂに退団の意思を伝えた。 

 保護者Ｂ、Ｃ、Ｄ、俺らはやめますね。 

 監督責任者Ｂ、何でやめるんだ。親の判断でやめたら子供がかわいそうだろう。 

 保護者ＣとＤ、あれは傷害事件、それで謹慎は甘過ぎる。こんな危険な団にいることはでき

ない。 

 その後、監督責任者Ｂ、保護者Ｄが口論となったが、被害を受けた保護者Ｂと保護者Ｃ、Ｄ

は退団することになった。監督責任者Ｂは多くの関係者の前でののしり始めた。 

 監督責任者Ｂ、結局おまえらが通報したんだろう、かきまぜて。 

 保護者Ｂ、Ｃ、Ｄ、決めつけはおかしいでしょう、あの日は近所の市民が散歩やジョギング

をしていて数名足をとめて事件を見ていた。誰かが通報したんでしょう。 

 監督責任者Ｂ、通報したのが誰か調べないかん。誰かのせいでぐちゃぐちゃだわ。 
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 その後も多くの関係者、保護者の前で被害者側が責め立てられ、何も言わず我々は帰った。 

 議員に伝えていただきたいことがあります。 

 被害に遭った保護者Ｂと、一緒に退団した私たち保護者Ｃ、Ｄは、今回の事件は傷害事件に

なるはずだと。また、コーチ自身の子供に10球前後全力で投げた以上、子に対する虐待になる

と思う。市民も見ていた。罵声、怒声を浴びせ、野球経験者が全力で投げた場合、当たりどこ

ろが悪ければ打撲、骨折、脳震盪だけでなく最悪の場合死に至る可能性もあった。このような

事件にもかかわらず、教育委員会や軟式野球連盟、体育協会にどのような説明をしたのか。全

てを説明していたら謹慎では済まないはず。行政なり連盟なりから事件の全容の開示依頼もな

く、真実を闇に葬られているとしか思えない。行政や連盟、加害者のコーチ、監督責任者から

の謝罪もない。明らかにもみ消されている。事件を刑事事件にすることはいつでもできた。そ

の気になれば今でもできるが、私たちで思ったのは子供のケアだ。公にし、団に責任をとらせ

れば活動停止や解散などになる。野球を楽しみに来ている子供たちもいる。そのことを考えれ

ば被害者側の私たちが我慢するしかなかった。 

 事件に関係ない監督責任者Ｂがあれこれ画策していたのは知っているが、謹慎という信じが

たい判断であったが、団に残る子供たちや保護者のために何も言わず退団するしかなかった。 

 その後あちこちで話を聞く。監督責任者Ｂが、あの事件は教育の一環だったとか、コーチに

罪はない。もともとやめたあいつらはリトルリーグに行きたがっていた。いいタイミングで出

ていけてよかったんじゃないか。経験者の保護者は貴重だ。公にならずによかった。俺があち

こち説明する羽目になったが、結果うまくおさまった。俺のおかげ等々、数多くの人がこの発

言を聞いています。 

 被害者側がののしられている。誰が好き好んでリトルリーグに行くのか。その気なら最初か

ら入れている。同級生の子供たちが団にいるから団に入れ、和気あいあいと野球と向き合って、

保護者同士も仲よく授業参観や市の行事で顔を合わせ、雑談で盛り上がる。子供同士もそれぞ

れの家に遊びに行く。親同士のつき合いもたくさんあった。今はもうコーチＡと監督責任者Ｂ

のせいで親同士の会話もなくなった。子供同士も遊ばなくなって、いろいろな場で会っても気

まずくなる。隠蔽し、もみ消し、すりかえ、吹き込んでいる人がいる。狭い瑞穂市だからすぐ

に聞こえてくる。被害者側、退団した側の気持ち、我慢を理解してほしい。まだまだお伝えし

たいことはたくさんあるが、あの事件以来、子供たちが精神的に少し変わっていることが見て

とれる。 

 今、議員にお伝えしたいことは、コーチＡの復帰は絶対にさせないこと。真相をすりかえ報

告し、隠蔽した監督責任者Ｂの退団と謝罪が必要と考える。あの日は多くの市民が目撃してい

る。被害者側が悪く言われ、今では混乱させたのは私たちになっている。我々はいいが子供た

ちの今後を守らねばならない。被害者側、退団した側は団に戻るつもりはないが、どのような
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報告が教育委員会に上がったのか、正確に事件を把握しての謹慎処分という決定だったのか、

今後の対策は、体協も含め協議したのか、それとも隠蔽したのか、そうであるなら誰が何を言

ってこうなったのか。 

 最後に、コーチＡは今年度謹慎にもかかわらず、今までと変わらず手伝いと称しコーチをし

ている。被害者側の保護者も見たが、市民も多く見ているし、団にいる保護者も見ている。こ

れがどれだけ理不尽なことか。許せない気持ちでいっぱいです。 

 同世代の市民として議員にお伝えします。被害者側の悲痛な思いを、真相究明をよろしくお

願いを申し上げます。被害者一同。 

 といった書面をいただいております。教育委員会はこの事実を的確に捉えるための調査が必

要と思われますが、見解をお聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 先ほども述べましたが、まず重大な事件・事故が発生した場合、教育

委員会としましては、その事実を把握して指導する立場であることから事案の報告があります。

議員紹介の事案があれば、当然報告があるものと考えます。 

 紹介された全てのとおりの内容についての報告はございません。市の教育委員会としまして

は、体育協会を通じて詳しく調査をして事実を把握したいと考えます。状況によっては、教育

委員会が体育協会と連携し、詳しく調べて対応したいと考えておりますし、結果については、

教育委員会の責任において対応したいと考えております。 

 なお、体罰というお言葉を使われましたが、体罰については許される事柄ではございません。

これについては事実を確認の上、適切な対応を教育委員会は考えております。 

 なお、スポーツ少年団におきましては、毎年指導者講習会を開いておみえです。さまざまな

テーマで研修をされて指導者としての資質向上も目指しておられます。体罰というテーマにつ

いても、内容として取り扱ってこられてみえます。来年度以降につきましては、さらにそうい

った内容についての充実した内容として実施したいと考え、市の教育委員会からも指導者を派

遣して体罰の根絶を徹底したいと考えております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 聞くところによりますと、被害者側のお子様がかつてのスポーツ仲間か

らも疎遠にされ、心身ともに大きく傷ついているとお聞きしております。まさにスポーツ少年

団の理念とは真逆の方向に進んでしまったわけです。 

 育成に当たる指導者は、子供たちの心身の適正な発達を保障できる資質が要求されます。こ

れが事実だとすればとんでもない話です。ただ、今重要なことは、この心身ともに傷ついたお

子様のケアです。教育委員会は事実を把握した上で、早急に子供たちをフォローすべきと考え
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ますが、今後の対応をお聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 加納教育長。 

○教育長（加納博明君） 子供のケアについての答弁をさせていただきます。 

 学校外の場においた出来事であっても、児童・生徒の様子に変化が出た場合、登校後の様子

については、担任のみならず、全ての学校においては、全教職員が全力で把握する努力をして

おります。もし児童・生徒の様子が通常と比較して変化がある場合、あるいは各学校で行って

おります心のアンケートといったようなアンケートなどで悩みを訴えてきた場合などには、ス

クールカウンセラー等による相談も行っております。学校の内外を問わず、子供についてはき

ちんと対応していきたいと考えております。 

 例えばさまざまな御家庭から子供は学校に登校してまいります。子供が家庭におかれる状況

はいろいろあるわけですが、例えば夫婦げんかをされて、子供がその中にいて、非常に不安定

な状況で学校へ来ることもあります。あるいは、塾で非常に悩んで、進路の問題をそこでより

一層悩んで学校へ来ることもあります。塾のことだからとか、家庭の保護者の内輪のことだか

らということは、私たちは関係ないと思っております。学校で子供を預かる以上は、スクール

カウンセラー等とも連携しながら、よりよい生活が送れるように教育委員会は学校を支援した

いと思っていますし、各学校の教職員はそういう思いをきちんと受けとめていてくれると教育

委員会は信じております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 松野貴志君。 

○１番（松野貴志君） 今回の件は真相を究明し、ケアを施し、今後よりよいスポーツ少年団の

運営の糧となるよう、行政指導をしっかり取り組んでいただくことをお願いしまして、私の一

般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、１番の松野貴志君の質問は終わりました。 

 議事の都合によりまして、しばらく休憩をとります。13時10分から再開をいたします。 

休憩 午前11時56分  

再開 午後１時12分  

○議長（藤橋礼治君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 16番 くまがいさちこ君の発言を許します。 

 くまがい君。 

○１６番（くまがいさちこ君） 議席番号16番 くまがいさちこです。 

 私の本日のテーマは、大きいテーマは１つだけです。瑞穂市に福祉・教育・市民協働の心は

あるのでしょうかというテーマです。 

 まず最初に、あることについての現状を申し上げます。 
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 瑞穂市の生活困窮家族の子供たち６人が、９月末から岐阜市のＮＰＯ団体に緊急保護されて

おります。１カ月後からは両親も身を寄せる事態となっております。小学生４人は、朝・夕、

それぞれ１時間超をかけて市内の小学校に送迎されています。幼稚園の２人は休園を余儀なく

されております。 

 瑞穂市は、措置費としてとりあえず２カ月分の養育費を支払いますが、現在３カ月目に入っ

ており、今後どうなるのかは不透明な状態です。このような事態を招くに至った経緯は、私の

分析によれば３つの理由が複雑に絡み合った結果だと思います。①貧困、②発達障害、③当事

者から行政への根深い不信感の３つが絡み合った結果だと思っております。それらに関する検

証は後回しにいたします。 

 私が本日一般質問にこのことを取り上げる目的、落としどころを先に取り上げます。それは

すなわち、これから今後の市の対応です。緊急措置としての市の対応をどうするかということ

です。大きく分けて２点あると思います。１つ目は、市内に持つべき拠点、住居の問題、２つ

目は、保護措置されている子供たち、もしくは親を含めたこれからの生活費、養育費の問題で

す。先行き不透明ですので、ここで取り上げるのは最低限といたします。 

 まず拠点整備についてです。岐阜市内に拠点を持つＮＰＯ団体は、これから先、瑞穂市内に

拠点を持って子供たちの当面の養育に当たりたい意思を持っています。送迎をしないで済むと

いうことです。既に物件に当たっています。この物件は、持ち主が東北大震災 ―― 今７年目

になりますか ―― の時点から、家がなくて困っている人のために瑞穂市に有効利用してほし

いと願い出ていますが、瑞穂市は何ら返答がなかったそうです。その後、熊本地震の後、私を

経由して同様の希望を出されましたが、市の回答は不動産屋に言ってくださいという回答でし

た。 

 瑞穂市の瑞穂市空家等対策計画案の27ページにはこう書かれています。空き家等は、従来の

用途以外へ転用することで新たな価値が発掘され、地域活性化につながることもある。市では、

地域交流や地域活性化、福祉・学習サービス等の観点から有効利用を図り、市の資源としての

有効利用と記されています。 

 今回この物件は、有効利用してほしい、困っている人に貸してほしいという家主の希望と利

用者の希望が一致し、空き家計画にこれからうたわれる利活用にうってつけの物件となります。 

 そこでお尋ねいたします。 

 既に市内に拠点を持ちたいと希望しているＮＰＯ団体の拠点として、市が有効利用を図ると

いうお気持ちはあるでしょうか。以下、質問席に移ります。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） くまがい議員の福祉・教育・市民協働に関する御質問にお答えをい

たします。 
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 今回の御質問には、個人にかかわる情報が多く含まれております。具体的な御質問にはお答

えできない部分もありますし、また抽象的な回答や質問と答弁がかみ合わない部分があるかも

しれませんが、よろしくお願いをいたします。 

 空き家の活用についてという御質問ですが、くまがい議員の御提案の空き家については、私

も数年前に企画部におった際にお聞きをして、現地を確認してきたような経緯があります。困

っておられる方に活用してくださいというお考えのようですが、空き家は市内には今では随分

多くございます。これからの行政は、空き家の把握から活用へ、仲介などの個人的な意思に係

る部分についても行っていかなければならない時代に入ってきているかと思います。当時は不

動産屋に行ってくださいというような答えを誰かしたかもしれませんが、このような空き家を

市で活用するような考え方にもなってきている時代というふうに考えます。空き家を活用する

ということは、これから市にとってどのまちも考えどころで、上手に空き家を活用して政策を

できた市町が人が集まるのかもしれません。 

 現在のところ、福祉部でこのような空き家に関しては利用計画がございませんが、近いうち

には子供や青年のひきこもりなどの居場所づくりなどの場が必要ではないかというふうに考え

ています。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） ひきこもり等が具体的に出ましたが、今現在、緊急措置として

住居がなくて困っている人、そして面倒を見たいという団体、そして７年前から利用してくだ

さいと言っている家主がいるわけですから、将来の話ではございません。ということを執行部

にはまず最初に心していただきたいと思います。 

 ただいまは瑞穂市空家等計画に従って提案申し上げましたが、次に発達障害者支援法に沿っ

て申し上げます。 

 昨年、発達障害者支援法が改正されました。日本で制定されてから12年目ぐらいになってい

ると思いますが、大幅に改正されました。これを読んでみますと、非常に踏み込んだ改正、施

策ですね、要するに、地域で。これが必要であるという法律になっております。 

 ３点ほど申し上げますが、１つ、当事者にとって身近な場所での地域支援機能を強化するこ

と。ですから、瑞穂市の家族だったら瑞穂市の中でということになります。 

 ②家族支援をする。この中にはペアレントプログラムを実施する。子育てなんかがあった場

合は、両親に子育てを訓練すると。このためのメンター（指導者）を育てるということまで、

家族支援が②に上げられています。 

 ３つ目としては、これらのために地域生活支援モデル事業を開発することで、これは厚労省

と文科省と両方から出ているんですが、私は厚労省の資料をもとに言っておりますが、国は厚
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労省としてだと思いますが、今年度です。29年度に前年度よりもふやして5,600万円予算化し

ております。県にも市町村への支援をするように求めております。ということで、先ほどの空

家等計画に即して御提言申し上げましたが、将来、ひきこもりということは今私は言っていな

かったわけですが、そういう答えでした。 

 では、この発達障害改正法に基づいて地域にそのような拠点をつくるということの観点から

お答えいただきたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 福祉にかかわって困難なケースというのはございます。長い年月が

かかってもなかなか対応できないような事案であるということで、これには幾つかの共通点が

あるというふうに考えています。発達障害という方が幼少期から青年になるまで本人が自覚で

きればいいのですが、大人になってから気づいたり指摘されたりという人が、実は全国で200

万人いるというふうに国の報告ではされています。このような方への支援が整っていないとい

うのが現状で、福祉部のほうでは、生活困窮者自立支援制度とか準要保護、生活保護、児童福

祉法による里親制度やファミリーホーム、発達障害者の方への支援法など幾つもの制度がある

のですが、どの制度にもしっかりと該当してこない、制度の狭間に陥っているような問題がご

ざいます。 

 今、国のほうの流れでは、高齢者も障害者も子育て中の方も地域の中で共生するような社会

の実現に向けて進んでいます。今回の発達障害者の方の支援法の改正もその一部にございます。

この改正では、発達障害という方が単に認定が容易にできるものではなく、発達障害の方の定

義がなされたり、基本理念や国や地方公共団体、市の責務が規定をされています。中でも発達

障害の疑いのある方というものの支援が新たに規定をされています。 

 県においても、この発達障害の早期発見、切れ目のない支援を行うことが重要であるという

ことから、支援拠点として、発達障害者支援センターのぞみを設置して、各圏域には、地域の

支援機能を強化するための圏域の障害者支援センター、発達障害者の支援コンシェルジュの設

置など、診療体制などにも強化をしています。 

 今回、今御質問にありました厚生労働省の事業で発達障害児や発達障害者の地域生活支援モ

デルというのが、先ほど御質問にもありました、今年度、予算額が拡大して行われているとい

うようなところで、このような発達障害者の方の社会生活の安定に向けて、当事者や家族、地

域で効果的な支援を切れ目なく行っていくようなモデル事業というふうには聞いています。こ

のような困難なケースに対応するために、発達障害者の地域支援マネジャーの専門的な対応に

ついても県のほうから聞いていきたいというふうに考えています。 

 これらは、どちらかといえば乳幼児期から成人期に至るようなライフステージの対応が求め

られる支援ということも読み取られます。その点も危惧しながら、青・壮年期以降の確定診断
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がなくても疑いの状態でいいのか、いろいろ疑問に感じるところが多くございます。もう少し

このモデル事業を調べていくと、現在いろんな先進市で行われています事例では、相談体制の

強化とか医療と介護の連携とか支援マニュアルの策定とか、かかわるコーディネーターの育成

などということで、直接支援にかかわる部分ではないように感じております。 

 先ほど市が直接空き家を借りることというのも御質問にございましたが、事業の目的や内容

がしっかりしているということが考えられます。この先駆的な障害者の支援モデル事業の対応

ができるのであれば、このようなことも市で考えられると思いますが、現時点ではそのような

回答になると思いますが、早速県のほうに出向き対応を協議したいというふうに考えておりま

す。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） 何と申しましょうか、一般質問を各議員さんたちもなさるわけ

ですが、執行部はとうとうと法律的な解釈とか全国の事例とかを述べられます。もちろんそれ

は必要です。けれど、緊急措置として、子供は毎日御飯を食べて寝るところが必要です。障害

者もそうですね。今、私は一般質問の１つ目として、緊急措置として市がどうするかというこ

とを申し上げております。 

 それでは３つ目を出しますが、空き家対策、発達障害者支援改正法に続いて３つ目、瑞穂市

障がい者総合支援プランの案が議員には示されております。これには、39ページに地域生活支

援拠点等の整備と書いてあります。地域生活支援拠点等について、平成32年度末までに各市町

村、または各圏域に少なくとも１つを整備することとされていますということですね。これを

わざわざ市のプランにごまかさずに書いたということは、市も目標としたいという姿勢ですよ

ね。 

 今回、私は１つの事例を出しておりますが、執行部の皆様もほとんどの方は気がついていら

っしゃるでしょうが、瑞穂市は人口増のまちですね。そして、人口増とともに若いまちという

ことを誇らかにおっしゃっていますが、それにはリスクも伴っているということを自覚してい

らっしゃるでしょうか。このよそから来た若い人たち、地理的に勤め先にいいとか土地が安い

とか、幾つかあるでしょうが、あと18歳まで医療費が無料というのも子育て中の方たちにとっ

て非常に魅力だと思うんですね。そしてアパートも多いと。 

 ですから、若い人たちが移住してきて子育てをしていることには、私も四十何年前にここへ

来た身でして、知り合いは一人もいなかったわけです。同級生もいなければ、地域の人も誰一

人知りません。親戚、兄弟も一人もおりません。そういう中で子育てをするわけです。何年か

は御近所というものも私にはありませんでした。ちょっと涙が出そうになります、当時を思い

出すと。そういう中、私は非常に幸運だったというか、頑張れた身だったと思います。でも、
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決して金持ちではありませんでしたけど、極端な貧困状態には陥らず、皆様のお助けで何とか

やれたにすぎません。このまちで一人の友人も親戚関係も同窓会の人もおらずに、アパートの

お金も払って、そして子育てをする人たちで、まして自分でも気がつかなくて発達障害だった

親なんかにしてみたら、そして今、40年前とは違って、若者の雇用が非常に厳しくなっていま

す。これらの幾つものリスクを背負って、今回のような事態に陥る若い夫婦はほかのまちより

多いんじゃないかと思います。これからますますふえるだろうと思います。 

 議員の皆様、傍聴の皆様も御存じかと思いますが、発達障害児と発達障害者はふえる一方で

す。ふえています。まして、今申し上げたとおり、このまちは今申し上げたような事情で、全

国平均よりも多くなっていくということは明らかです。 

 こういう中で、この瑞穂市の障害者の総合支援プランに示されたように、地域の拠点として、

32年度末ということは、あと２年ぐらいあるわけですね。地域の拠点として、今緊急に設けな

ければならない。そして、もう当事者同士は話が大分進んじゃっているということを県ともも

ちろん相談いただきまして、何とかしようではないかと、したいという気持ちは執行部はお持

ちでしょうか。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 今、何とかしようかというお気持ちということで、十分にその気持

ちは持っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 御質問の現在策定中の（仮称）障がい者総合支援プランの39ページに、施設から地域へとい

うことで、国のほうからは各市に１つずつ、障害のある方へのグループホーム的なものを考え

ておるということで、今回の御質問にある家族全体を緊急的に措置するような施設ではなく、

相談機能の充実とかショートステイの充実とかというような人材育成とか、そちらの観点にな

ります。また、これには発達障害と思われる方や発達障害の疑いのあるという段階では利用は

難しいものになりますので、よろしくお願いをいたします。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） 福祉部長さんは、盛んに私の事例は入らないと。私の事例とい

うのはおかしいですね。現在、瑞穂市で起きている事例は当てはまらないということをおっし

ゃっていますが、本当にそうですか。このモデル事業のところを読みますと、だってモデル事

業というのはモデル事業ですから、全国のを検索して、もうこれと同じものはないかもしれな

い。これを見ますと、29年度新規事業、モデル事業の部ですよ。発達障害児者の社会生活等の

安定を目的として、当事者同士の活動や当事者、その家族、地域住民等が協働で行う活動に対

する効果的な支援手法の開発となっています。つまり、わかっていらっしゃると思うんですけ

ど、障害者、特に発達障害は非常に個別的なんです、障害が。健常者だってそうですよね、一
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人一人いろんな個性はあるし、事情は違うわけですが、健常者はそれなりにやっていけますけ

れども、発達障害者は、一人一人が個別の障害、症例ともいいますが、これを抱えているわけ

ですよ。ですから、グループホームはいいけれど、これはだめとか、そういうことはないと思

うんですね。開発すると書いてあるんですから。だったら、瑞穂市は手を挙げて、モデル事業

に申請なさったらいかがですか。 

 この改正障害者支援法は、先ほど言いましたけど、家族支援とか地域支援、その人らが住ん

でいるところと取り上げていますが、もうちょっと違う言葉でここに書かれているのは、ファ

ミリーホーム、小規模養護施設です。これはニュースでも言っていました。これからはそれな

りの大きい施設ではなくて、ファミリーホーム、小規模養護施設を推進していくと。そうする

と、今のに当てはまりますよね。いかがですか。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） さきに、先ほど申されました発達障害者の社会生活の安定を目的に

ということでモデル事業はございます。その事業に該当するかどうかというのは、まだ今この

時点で私が判断できることではございませんので、この件については、早速県のほうに出向い

て、どうなのかということは確認をして、県のほうの指示を仰いで、来年度でそういう対応が

できれば、そのモデル事業を進めます。 

 もう一点、今言われましたファミリーホームというのは、実は障害者自立支援法ではなくて、

児童福祉のほうの関係になる施設になると思います。児童が家庭と同様な養育の環境をつくる

ために小規模住宅において里親から養育を受けるものになります。いわゆる里親型ファミリー

ホームとして、養育者の家庭に迎え入れて行うということで、定員が五、六人から養育者と補

助者が１名必要になるということで、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立すると

いうことで、豊かな人間性や社会性を養うということが目的にございます。これには県の研修

を受ける必要がありますし、認可はたしか国のほうになるかと思います。日本ファミリーホー

ム協議会というのもあり、情報交換や相談や開設支援ということをされているようです。この

ほかにもう一つ、里親制度というのが別にございまして、こちらは県の認可で、県の研修を受

ける必要がございます。こちらについても現在協議がされ、結論が近日中になされるというこ

とを聞いておりますので、そのあたりの状況も判断しながら対応をしていきたいというふうに

考えています。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） 私の本日のテーマは、福祉・教育・市民協働の心はあるのかと、

大上段なテーマにしましたが、要するに及び腰なんですよ、行政が。県の指示を仰ぎと、これ

は部長だけを責めているわけじゃありませんので、市長以下です。非常に及び腰です。瑞穂市
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として必要だと、ぜひ支援してほしいと県におっしゃってください。あした、県とＮＰＯ団体

と瑞穂市の担当部が、これは瑞穂市の県議じゃないんですけど、県議を通じて、県庁のこども

家庭課で協議すると伺っておりますが、そこで県の指示を仰いだりしていないで、何とかして

もらいたいと。これは改正の支援法にも都道府県は市町村を支援しなければならないというよ

うな書き方になっていますね、今回。ですから、瑞穂市はそういう事例で困っている、行政も

困っているし、こういう事例があって、緊急措置ですよ、今私が言っているのはね。緊急にそ

の子たちが住む家、そして毎日の食べる御飯、寝るところ、生活する場を必要としていると。

そして貸す人もいると、何とかしてもらいたいと頼んでください。 

 指示なんか仰いでいないで、だから、モデル事業を開発すると書いてあるんですから。今ま

で全国で出ているようなものはもう開発しなくていいわけでしょう。開発が必要だと。 

 それから、里親制度によると言われましたが、ファミリーホーム、小規模養護施設は。でも

今回の緊急措置も里親制度を使っているんですよね、２カ月分は。ですから、使えないことな

いと思いますよ。ということは、私が言わなければ、議員の皆様や傍聴者にはわからないでし

ょう。今回の２カ月分の措置費は里親制度を使って出されたものですから、今後精査する、ど

ういう事情になるか先行き不透明ですのでわかりませんけど、それが使えないということはな

いと思います。使えるかもしれないし、どこからでもとにかく厚労省も困っていて、国も困っ

ていて、この発達障害については。何とかしたいと、応援していきたいということで改正もし

たわけですから、瑞穂市を助けてくれと。どうぞ県庁にも言っていただきたいと思います。私

も単独でも出ていって言う意思もございますが、余り自分が初めからしゃしゃり出ることはし

ないで、やっぱり市とか当事者の方に初めは動いてもらいたいと思います。 

 この返事、ずうっと福祉部長だけにお返事いただきましたが、余りに拠点整備なんていうの

は大きい問題で、福祉部長さんがお一人で決められる、回答できる内容ではないと思うんです

ね。ということで、通告には市長、副市長、教育長も書いておきましたけど、副市長か市長に

福祉の心があるならば、及び腰でなく、何たらかんたら何たらかんたら、この分類には入りま

せんなんてことは言っていられないと思うんですよ。国も困っているんですから。モデル事業

まで募集というか、開発すると言っているんですから。 

 ということで、市長か副市長のお考えを、心ある御答弁をお願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 早瀬副市長。 

○副市長（早瀬俊一君） 今回の件につきましては、以前から情報は聞いておるわけでございま

すけれども、まずもって発達障害者とか発達障害児という方の状況というのは、まだまだ正し

く理解がされていないと思いますし、私たちも実際のところ本当にわかっているかと言われる

と、このところＮＨＫ等、いろんな番組等で発達障害者という方の生活ぶり等が報道されるよ

うになってきたということであります。まだまだ皆さんの中には、このごろお年寄りの認知症、
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そうしたら認知症の方はどうやって対応したらいいのといったときに、私たちも福祉にかかわ

った部分がありますけれども、なかなか人それぞれ違います。 

 ですので、福祉の歴史を振り返ってみますと、確かに障害者 ―― 障害者でも身体障害者で

すね ―― の歴史は古いかと思います。その後、高齢者の福祉、そして精神の関係の福祉、そ

して今、発達障害者と。発達障害者も確かに法律はできましたけど、まだこれからどのように

したらいいかというところでありますし、発達障害者の対応ってどうしたらいいのって、ほと

んどの方がまずもって理解はされないと思います。 

 先ほどもくまがい議員から、市との関係がうまくということを言われましたけど、うまくい

っているとかいっていないかということも結果は多分わからないと思います。多分この家庭で

は子供さんを一回親から引き離したという状況がございますけれども、この家庭は大きな人数

の家族ですので、お一人、お二人をフォローするということではないので、そのあたりを踏ま

えたときに、まずもって福祉は確かにサービスの施設も必要ですし、それをフォローする指導

者、支援をする人も大事です。そして、それをきちっと見守る地域の方とかボランティアの方

も必要だと思います。 

 それでよくＮＨＫとか、いろんな放送してみえる部分については、本当にいろんな福祉に志

があって、いろんな福祉事業をやってみえて、その中でまた地域の方の力をかりて進めるとい

って、この方々の対応をどうしていくかということだろうと思いますけれども、緊急事態とい

うことで、既に多人数の家族のところでございますので、先ほどからずうっと部長さんも言っ

てみえますけれども、やっぱり直接来てしまったと。事案がありますよということですので、

どことどこというのじゃなくして、やっぱり皆さんと相談をして、専門家の知恵もかりて、本

当にできるかどうかも含めてと。多分いろんな制度を使おうと思っても、なかなか皆さんの人

的なものがないと難しいと思っています、福祉は。私たちも広域連合におったときにも、ヘル

プサービスそのものもほとんどの事業者が順番にやったけど対応できなかった事案があります。

それは夜中に何遍でも電話をかけてきて、あれやってほしい、これやってほしいという方でし

たけれども、要はサービス事業者が潰れてしまうという事案も出てきますので、やっぱりみん

なでいろんな案を持ち寄ってきちっと対応する方向も決めて、それが正解とか失敗とか、そう

いうことではなくて、みんなで力を合わせていくということで、この事案についてもまずどこ

まで入っていいかという話から始まってくるだろうと思いますので、この場では余り個人の情

報は話せませんので、また皆様方に、今こういう実態があるんだよといったときに、この人た

ちのお世話は、どの法律でどこまでやるべきなのか、自立してもらうべきなのかどうかという

そこから始まってくるだろうと思いますし、今の緊急的な措置というのについても、どこまで

手を差し伸べるか、それも公費で手を差し伸べるかということですね。発達障害の関係の方は、

今ざっと10人に１人ぐらいはその傾向があると言われていますので、私たちの周りも、もしか
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したら私もその傾向があるかもわかりません。10人に１人ということですから、ある程度、そ

の人の生活のスタイルでできてきておるものなのか、生活なのか、そういうものは少し遺伝を

していくよという話もあるくらいですので、お互いによくよくと研究していく必要があろうか

と思いますので、うまくいくかいかないじゃなくして、みんなで御支援をいただきたいと思い

ます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） ただいまの御答弁の中で取り上げたいのは、発達障害に関する

ことと市民協働に関することです。正確に申し上げますと、発達障害は、身体障害、精神障害、

知的障害に続く第４の障害と言われております。別名を見えない障害ともいいます。非常にわ

かりにくい障害です。そして、確かに10人に１人ぐらいと言われますと、障害児と障害者を一

緒にしていますが、もうすぐ自分の隣にもいる可能性はあるわけです。ですから、発達障害者

とどう社会をつくっていくかというのは、これ自体がもう緊急なんですね。ですから、今私が

取り上げているのは、緊急の中の緊急です。 

 もう一つ取り上げたいのは市民協働の話なんですが、市民協働に関しても非常に及び腰です

ね。瑞穂市の第１次総合計画に市民協働と高らかにうたってから15年目で市民協働を扱う課を

つくったわけです、市民協働安全課というの。いいですよ、今からでも。つくらなきゃなりま

せんから。今の事例は、もう市民団体が動いちゃっているんです。私が市民協働をする市民団

体を育成してくださいともう何年言っているんでしょうかね。10年ぐらい言っていると思いま

すが、なぜそう言っているかといったら、岐阜市とかを見たからですけれども、私の見方、私

なりの考え方でいくと、早いんです、市民は、動くのが。動かざるを得ない人がいるんです。

動いちゃう人がいるんです。行政はこうはいきませんよね。何たらかんたら何たらかんたらと、

それは言わざるを得ないところもありますから、すぐに動くわけにいかない。でも、市民の中

には、これをしたいと思ったらやらずにおられない人っているんです。非常に人間の心として

は私は健全だと思いますよ。自分の好きなことを生かして人を助けたい、楽しませたい。この

人たちを助けずにはおられんといって動いちゃうんですから。現在、瑞穂市のこういう状態を

黙って見ていられない人が動き始めちゃっているんです。私なんかは、その辺は結構普通です

から、できないことはしない、できることはしますと。そして、そういう方たちには、これか

らもっと先までやるのと、大変失礼かと思いますけど、聞きます。だって、私だってもし歩く

としたら、自分がどこまで行けるかわかんないわけですから、私は同行者としては確認しなが

らしか私だって前へ進めませんから、聞きます。でもそういう人は、よく私にはわかんないん

ですけど、諦めませんね、自分がやりたいと思ったことは、もう本当に地べたをはいずるよう

な思いをしても結構やっていきますよね。 
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 現在、瑞穂市の緊急の中の緊急事態を黙って見ていられなくて３カ月目に入っている人がい

るわけですよ。ですから、緊急措置として、市は市民協働の心をここで持っていただきたい。

福祉の心に続いて、市民でそれだけやる人がいるんだから。しかも、その人たちは岐阜市民で

すけど、瑞穂市でやりたいと。子供たちが瑞穂市なので、送り迎えなんかとても続かないので、

瑞穂市でやりたい、子供たちの居住地でやりたいという人が出ているんですから、市民協働に

協力してください、助けてください、市民協働を既にやっている人を。招いてください。 

 御答弁を市長。 

○議長（藤橋礼治君） 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） まず御本人の方々には、せんだっての巣南フェスタのときにお会いしま

した。どんな方かというのはまさに今、くまがいさんがおっしゃられるとおり、本当にぱっと

見なかなか気がつきません。それと同時に、新しく今望んでおられる場所も見てきました。 

 そんな中にありまして、まず１つ言えることは、緊急的に今やらなきゃいけないこと、それ

と同時に、その後の拠点、このことはどうしても話さざるを得ませんので、このことを踏まえ

た上で、県、そして国の制度、この２つをしっかりと踏まえた上で、やはり県のほうに相談し

てこれはやっていかなきゃいけないというところと、あと市民協働の部分は、もともとのＰさ

んのほうから大分詳しくはお聞きしております。瑞穂市の中でいろいろ動かれた。そして、今

回の椿洞の方にもまだちょっとお会いしておりませんので、そういったところから一度お会い

できるチャンスを設けてお会いして、どんな取り組み方ができるのか、それを私自身も認識し

たいと思っております。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） 端的な、そして具体的な行動を伴う御答弁をありがとうござい

ます。 

 ぜひ市民協働を強い心で、困っている子供たちのために動かざるを得ないと、足を踏み出し

てしまった市民団体、そしてこれから瑞穂市でやっていきたいともう動いている方とお会いに

なって、市長の市民協働、福祉の心も強く持って、前へ踏み出していただきたいと思います。 

 ここからもう10分ぐらいしかありませんが、今言ったのは緊急の措置ですね。住居のことを

言いましたけど、本当はもう一個ありまして、養育費です。恐らく私が思うには、やめたとい

うふうには言わないと思うんですね、その市民団体は。どんな困難でも今のところかかわって

いく、やっていくと思うんですよ。そうなると、やっぱり今まで２カ月出たように、里親制度

を使うとかして、養育費の問題が出ています。これは要望にとどめますが、ぜひ養育費と拠点

整備、住居費ですね。これを前向きにという言葉も使いたくないですが、応援すると。瑞穂市

がやるなんて事態じゃないんですから。既に踏み出しちゃっている人がいるわけですから、そ

※ 後刻訂正発言あり 

※ 
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の人たちを市として応援する。そして、当事者は瑞穂市民ですからね。市民団体は隣のまちか

ら来る人ですけど、当事者は瑞穂市民ですから。ですから、この瑞穂市民を助けると、動き出

してくれた市民団体に対しても応援すると一歩下がってください。自分たちがやれるかどうか

わからない、それは自分たちが決めることじゃないんですよ。もう困っている人や手を出して

手助けしている人を市としてどのように応援できるかという立ち位置で考えてください。そう

したら、きっと足が踏み出せると思いますよ。自分たちに決定権があると思っているからやれ

ないんですよ。傲慢だと思います、私は。市民や市民団体に、助けたいという心でやっていた

だきたい。 

 以下、緊急措置ではなくて、ルーチンワークというか、平時ですね。何でこれほどややこし

い事態になっちゃったかということを一括で申し上げますので、一括で御答弁ください。 

 非常に私も整理するのに苦労しましたが、一応整理して申し上げます。 

 まず福祉の関係ですが、貧困と障害がございます。そのふだんのルーチンワークですね。平

時の対応がやっぱり適切でなかったことというのが大きくてここまで困った状況になった。そ

のうちの貧困の一つは、生活保護です。この申請がなぜ受け付けられなかったのかと思うんで

すが、御本人たちによると、６年ぐらい前に申請したと。本人たちもちょっと障害の関係かわ

かりませんが、無知なところもあったんだろうと思いますが、困っている状態でも申請しなか

ったら、友達関係とか、うちへ業者とか来ますよね、水道屋さんとか何とか。そうしたら、生

活保護を申請すればもらえるよというのを聞いて申請したんだそうです。でももらえなかった

と。そのときに４人の子供がいて、４人目は赤ん坊、そして５人目がおなかにいたわけです。

そして、お父ちゃんの収入は週４万円です。そして、家賃が４万円強、こういう事態ですが、

生活保護は受け付けられなかった。この間、総括質疑のときに住宅扶助が500万円減額補正、

余っちゃったというときに、私聞いてありますが、何でこんなに余るんですかと。一方に困っ

ている人を知っているわけですから、私は。そういうのをやりとりがあったときにお聞きした

ら、最初に申請して、断られて、それっきり来なければ、その後、さらに困窮しても、申請主

義だから、出してもらわない限りはつなげないという御答弁があった気がしますが、そういう

経緯と違いますか。後で御答弁ください。何しろ生活保護がもらえないままになっちゃいまし

た。その後、２人生まれてさらに困窮したわけです。 

 それから福祉、②は障害ですね。非常に誤解されやすいんですが、まだ30代に入ったばかり

なんですが、何で６人もいるのって。実は、これは発達障害の人しかわからないような理由が

ありまして、非常にこのお母ちゃん、お父ちゃんもそうかもしれないんですが、子供好きなん

です。発達障害の人というのは好きなものがあるとのめり込んじゃうんです。だから、赤ちゃ

んが大きくなってくると、また赤ちゃんが欲しいわという乗りで生まれたんです。ですから、

子供は物すごいかわいがっているんです。ただ、その障害の関係でスキルがないわけですよ、
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育てる。家の片づけとか家計管理とか。それで、もちろん貧困もあって困窮したんです。です

から、その子供６人が椿洞に保護されたときに、長女は小学校６年生なんですが、泣いたとい

うんですよ。お母ちゃんが悪いの、お母ちゃんが悪いの、お母ちゃんが悪いのって。それだけ

親子のきずなはあったんです。かわいがったんですよ。スキルがないから、めちゃくちゃに生

活はなったけれど、親子のきずなはあったんです。その発達障害に関する、非常にわかりにく

いとさっき副市長が言われましたが、今回私も最初に福祉課や椿洞の団体の話し合いに立ち会

ったときに、とうとうと親がだらしがないということを聞きました、職員から。それを聞き終

わった後で、私も市民団体も声をそろえて、親は発達障害ですよと申し上げたら、その後で、

親の怠慢ですの一言が出ました、職員から。これはだめだと思いましたけれど、実は私は５年

前にここで発達障害の一般質問をしております。その質問をした後で私が耳にしたことは、廊

下で会うたびに当時の福祉部長から、親が変われば子は変わると言われました。今もってブロ

グ等に市民から、あなたに子育て支援を言う資格はない。自分の子供を見ろと寄せられていま

す。これはちょっとこれ以上言えません。 

 つまり、瑞穂市の発達障害に関する、さっき部長が疑いのある人も対応せよという今度は改

正法になっていると言いますが、認識が。だって、プロとしてやっているわけでしょう、福祉

課は。一般市民とか議員さんたちは、議員さんたちもある程度プロだと思うんですが、理解な

くてもしようがないですよ。だけど、福祉課の障害福祉をやるところが５年前も今も変わらな

いということは、本当に嘆きです。いいですね、給料減らなくて。 

 それから、教育関係、心はあるのかと言いましたが、就学援助は幼稚園だけなんです、受け

ているのは。何で小学生が受けられないのかよくわかりません。それで、これも出入りの業者

とか、親の友達なんかに、あなた就学支援を申請に行ったらと言われて行ったんだそうです。

そうしたら、このときに第５子は乳飲み子で、第６子は妊娠中の状態なんだけど、お母さんは

働けるでしょうといって、チラシを持ってきたというんです、北方町の。余りにひどいという

か。このときに、これは健康推進課もかかわると思うんですが、赤ちゃんが生まれるときにか

かわりますよね、保健師さんが。そうしたら、こんな状態では赤ちゃんの健康によくないから、

預かってあげますと。生まれて１カ月までは預かりますといって、帰ってきたのは３カ月半後

だった。その間に家をきれいにしなきゃ子供は帰しません。上の何人かも施設へ預けられた。

そして、エアコンを入れなきゃ子供は帰しませんと。つまり、強制的な親子分離をさせられた

んです。初めは１カ月で帰すからねと。子供はかわいそうやでねと言っておいて、逆になっち

ゃったわけですね。部屋はきれいにしなきゃ帰しません。エアコンを入れなきゃ帰しませんと。

そして、人にお金を借りてエアコンを入れたそうです。 

 客観的にはそのとおりなんですよ。家はきれいにしなきゃ、暑い中でもよくないし、これは

行政の言い分です。だけど、当事者の親にしたら、すごいかわいがっているわけですから、取
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り上げちゃったになるんですよ。まして障害がおありなので、思い込んだらそういうふうにな

ります。もう瑞穂市には絶対に寄りつきませんと、頼みませんということで、市民が見て、椿

洞の子育て支援団体へ運んじゃったんです。そこからそこの人が見て、もうこの状態はほかっ

ておけないになっちゃって、今回このようになりました。 

 そのときに、親子分離したときの市役所の職員は、医者にも、調書みたいなのがあるんです

かね。そこにネグレクトですと、親の育児放棄ですとちゃんと書いたと。親にしたらとてもか

わいがっているわけですから、非常に傷ついたんだと思います。ということで、ここまで行き

詰まった背景には、貧困と就学支援もとれなかった、生活保護もとれなかった、そして発達障

害を見抜けなかった福祉課と、それから疑いはあったかもしれませんけど、それなりに対応し

なかった。そして、行政不信の３つが６年間にこんなにごちゃごちゃに絡まっちゃってなっち

ゃったと思っています。ごめんなさい、答弁の時間が少なくて。ちょっと一括答弁でお願いし

ます。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 今いろいろ御質問されましたが、随分異なっているところもあると

いうふうに感じておりますので、誤解のないようにお願いしたいと思っています。 

 まず生活保護の申請については、一般的にあるじの方が収入もあって、その家族の方が就労

できる状態というのが一番難しいということと、生活保護についてはいろんな上限や制限があ

ります。例えば自動車の保有や使用もできません。就労できる人がいれば就労していただくと

いうふうなこともございます。また、障害福祉についても、一般的に心身の障害のある方に社

会への適用や生活への適用、生活習慣などを見て、市の職員が判断できるかどうかというのも

非常に難しい困難な部分があるということをお答えさせていただきます。 

 最後に、行政への不信という点については、今回の御質問を受けて、いろんな職員にも一応

聞いてはおります。まず第一に考えたのが、児童の心身ともに健やかに養育されることの措置

ということと、もう一つ、かかわった職員も聞いてはおりますが、それぞれの立場でそれぞれ

誠意を持って、善意を持って対応してきたというふうに思っておりますし、そのとおりだと思

っています。また、今回の岐阜市のほうへ養育費ということではなく、子供の病気の治療の関

係とか不衛生な関係とか生活環境を改善するということで、市のほうがＮＰＯの方と相談をし

て措置をさせたということで２カ月限定ということで行っておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いします。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） くまがいさちこ君。 

○１６番（くまがいさちこ君） ありがとうございます。話し合わないと、ちょっと行き違いも

あるかと思います。 



－２４０－ 

 自動車の保有については、初め海津市まで自転車でお父さんは通っていたというんですよ。

見かねた友人が車を貸してくれたと。こういう場合でもいけないのかという話になりますよね。

仕事に行けませんよね。今、岐南町かどこかへ車で行っているらしいですよ。 

 ということで、一つの事例を挙げましたが、瑞穂市は今後こんなのは一つでは済みませんの

で、幾つも事例は出ることですので、ぜひ受け身ではなく、前へ出て困っている市民、助けよ

うと言っている市民団体を助けてください。以上です。終わります。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、16番 くまがいさちこ君の質問は終わりました。 

 続きまして、３番 北倉利治の発言を許します。 

 北倉君。 

○３番（北倉利治君） 議席番号３番、瑞清クラブ、北倉利治です。 

 今、藤橋議長のお許しを受けましたので、これより一般質問をさせていただきます。 

 内容は、偶然今も障害者の件がありましたが、障害スポーツということで、スポーツに特化

したものでお聞きしたいと思っております。 

 ２つ目は、各地区にあるふれあいサロンについてでございます。 

 ３番目は、市制15周年記念事業、これも少しかかわります市民協働というところを関係して

質問していきたいと思います。 

 それでは、これより質問席でお願いいたします。 

 まず障害スポーツについての質問でございます。 

 平成29年９月、ことしの９月19日に文教厚生委員会で出されました障害者計画に障害者スポ

ーツの項目を取り組んでいただきました。皆さん御承知のように、2020年には東京でオリンピ

ック・パラリンピックが行われます。最近では、どこでもオリンピック・パラリンピック、オ

リパラということでセットで表示されるようになってまいりました。オリンピック同様にパラ

リンピックも人気を高めてきたことは喜ばしいことです。しかし、その一方で、実際に観戦す

るかということになると、まだまだパラリンピックを観戦する人は多くありません。そればか

りか、パラリンピックでどのような競技が行われるのか、正確に理解している方も少ないと思

われます。2020東京を機会とし、さらに多くの人が障害者のスポーツに興味を持っていただく

こと、そして、バリアフリーを通して、健常者と障害者が一緒にスポーツを楽しめる機会をふ

やすことを私は願っております。 

 パラリンピックのパラ、もともとは下半身が不自由な方の車椅子競技に由来していました。

しかし、現在では、下半身が不自由な方に限らず、さまざまな障害を持った方が参加できる大

会として競技が広げられています。今ではオリンピックと併用し、もう一つのオリンピック、

パラリンに関連づけているようであります。 

 さて私は、10月22日に豊住園で行われました地域交流会のあいあい広場に参加しました。こ
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のイベントは、「地域の皆様とともに生き、ともに歩む」をスローガンとして開催されたもの

です。園児の方々は、終始笑顔で生き生きと出し物を発表して取り組んでみえました。観客の

立場で見ていても、本当に楽しさが伝わってくるよい発表でありました。これらを拝見し、障

害者の方たちが笑顔で活動される環境、場所、ハード、ソフト、これをもっとたくさん設けて

いただけないかと思っています。 

 そこで、これらのことを踏まえて質問をさせていただきます。 

 障害者のスポーツといえば、陸上競技や車椅子バスケット、車椅子テニスなど、野外で行わ

れるものから、室内で行うボッチャーというペタンクに似た競技やスポーツ吹き矢、あとイン

ドアで手軽にできるもの、さまざまであります。中でも、今説明したような室内で行う軽運動

は、障害の種類や重さにかかわらず、あるいは特別な準備なしで手軽に楽しめるものでありま

す。さらに、これらは健常者の人と一緒にプレーをすることも可能です。現在、瑞穂市におい

て、障害者がスポーツを楽しめる施設はどの程度あるか、また障害者の年に１回ある運動会の

ことは知っていますが、定期的に行われているスポーツ活動があるのか、これについてお答え

をお願いいたします。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 北倉議員の障害者スポーツの御質問にお答えをいたします。 

 現在、瑞穂市において、障害者スポーツの活動としましては、９月23日の秋分の日に行われ

ております瑞穂市身体障害者福祉協会が主催する運動会があります。これには毎年多くの方に

御参加をしていただき、楽しんでいただいております。あとは、各福祉事務所の活動の中で、

また地域の県が主催する障害者スポーツ大会への参加がございます。スポーツに親しむ機会と

いうのはまだまだ十分とは言えない状況にあるというふうに認識をしております。 

 現在の市の障害者福祉計画では、スポーツの振興の施策として、各種障害者スポーツ大会へ

の支援、障害者スポーツの指導者等の確保、障害者を対象としたスポーツ教室の開催、障害者

スポーツのデモンストレーションなどを掲げて取り組んでいますが、十分とは到底申し上げら

れない状態となっています。 

 現在、平成30年度、来年度からの障害者福祉計画、さらに障害児福祉計画を一体とした（仮

称）瑞穂市障がい者総合福祉プランということで、計画も新たに、名前も新たにしまして策定

を進めております。この計画に先立ちましてアンケート調査を行いました。その中で、現在ス

ポーツ活動に参加している障害者がとても多く、また今後とも活動したいというようなスポー

ツの参加への高い割合を示してします。また、先ほども御質問の中にございました2020年の東

京パラリンピック競技大会には、バドミントンやテコンドーなどの新たに種目を加え、22の競

技で障害の種類や程度、運動機能によるクラス分けで実施をされます。世界中の障害をお持ち

の選手が繰り広げられる圧倒的なパフォーマンスをじかに目にしたり、または映像で見る機会
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というのは、障害者のスポーツに与える影響というものははかり知れないものがあるというふ

うに考え、障害者スポーツの推進の機運も高まる絶好の機会というふうに考えています。 

 県では、清流の国ぎふスポーツ推進計画というのを立てておりまして、障害者スポーツの推

進施策の目標として、東京のパラリンピックの出場選手を10人出そうというようなことや、障

害者スポーツの裾野の拡大を広げています。県の障害者スポーツ協会では、今年度21名の選手

と７チームを強化指定して競技力の向上を図っており、指導者を派遣する巡回スポーツ教室な

ども開催しております。この巡回スポーツ教室には、障害の特性に応じてスポーツの技術やル

ール、心構えなどの講習を通じてスポーツに親しむ機会を提供していただけますので、各種団

体にも御利用をしていただきたいというふうに考えています。まずは多くの障害者のスポーツ

に参加する機会の確保をし、障害のスポーツの裾野を拡大して、障害者の社会参加の促進につ

なげていくように考えています。 

 もう一点、活動できる場所というのも御質問になったと思いますが、福祉部門が現在所管す

る施設や場所というのは現在のところはなく、教育委員会が所管する学校やスポーツ施設など、

また都市管理課などが所管する公園などで活用できるというふうになっています。現在、瑞穂

市の障害者計画では、スポーツの振興施策としてスポーツ施設の整備を掲げており、施設その

もののバリアフリー化はされつつありますが、気軽にスポーツに参加したり活動できるという

ところまでは至っておりません。 

 現在、国からは、新しくつくるということから賢く使うというような重点を受け、瑞穂市で

は、公共施設等総合管理計画を策定して、公共施設の最適な配置の実現に向けて取り組んでい

るところです。県においては、岐阜市の鷺山地区に福祉エリアを設けて、昨年度から福祉友愛

プールをオープンさせ、現在では障害者用の体育館が建設中です。そのような中、先日開催さ

れました第67回の県の障害者福祉大会において、この鷺山地区というのはすばらしい施設であ

るということですが、エリアへの交通アクセスに不便を感じているということで、そのような

充実を求めるような決議がなされました。当市の実情を考えますと、既存の施設を有効に活用

し、活動場所を確保することがせざるを得ないような状況ではないかと考えています。施設だ

けでなく、周辺の環境の整備も含めた利用しやすい活動場所や、障害のある方もない方もとも

に利用できるような施設の有効活用をこれから考えていく必要があるというふうに考えていま

す。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） 今お聞きしました瑞穂市の障害スポーツに関してのプラン等をお聞きし

ました。この前の障害者のところに、経営戦略でＳＷＯＴ（スワット）分析がありました。そ



－２４３－ 

れに障害者スポーツを入れてみますと、Ｔの脅威というのはありませんし、Ｓの強みというの

もほとんどありません。ただ、Ｏの機会というところで、先ほども何遍も言っておりますが、

2020東京パラリンピックがあるという、これに沿ったムーブメントを利用できるという大きな

機会があります。しかし、弱みとして、先ほども言っております施設が不十分でないことや障

害者の方々の定期的なスポーツ活動が支援されないことが上げられます。先ほどからお聞きし

ております障害者スポーツ、県の大会であるとか市の総合的な大会であるとか、個々にはたく

さんあると聞いておりますが、障害者の方が健常者のように週に１回とか月に１回とか、いつ

でも簡単にできる、そういうものを私は盛り込んでいただきたいと思っておりますが、その辺

についてお答えをいただきたい。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 私からお答えできることにはちょっと限りがあるかと思いますが、

今の障害者の施設というのは、今のところスポーツ施設はないということで、今後にあっては、

いろんな考え方をしていく中で、庁舎内において、例えば大月の多目的広場の中に障害のある

方もない方も一緒にできるような施設を考えていくということとか、例えば庁舎の改修計画の

中に、市民センターも含めて、そういうような体育の施設も一体に考えることはできないかと

いうことがあるというふうに考えています。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） これは本当に難しい問題でありまして、この前の日曜日に大垣で障害者

スポーツのフェスティバルがありましたが、参加者もなかなか少ないというところは非常によ

くわかります。でも、市として障害者に関して手厚くやっていただくということであれば、き

のうも広瀬武雄議員がスポーツで笑顔ができるという点を見ていただけると、やっぱりスポー

ツをやることによって、障害者の方が笑顔で暮らせるというものを目標に持っていただいて、

障害者のスポーツというよりもレクリエーションスポーツというところを見ていただいて、今

後難しい問題でありますが、まずは一つずつ進んでいただきたいなと思っております。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 各地域のふれあいいきいきサロンについての質問でございます。ふれあいいきいきサロンは、

地域包括ケアシステム構築にとって大切なポイントになると思っています。各地区におけるい

きいきサロンにおいて、現在の活動状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 現在の北倉議員のふれあいサロンに関する御質問で、現在の活動と

いうことになりますと、サロンは月に１回、２回ぐらいというところが多いということで、週

に１回以上出かけられるような場があるといいなというふうには思っておりますが、地域にお
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いて、社会参加などでそういう場が設けられて、意欲が保てるようなことを考えてはおります。

簡単ではございますが、以上で今の答弁とさせていただきます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） 各地域で一生懸命ふれあいサロンをやっていただける。その一方で、福

祉部が行ってみえる高齢者に対しての運動教室とか認知症予防のプログラムなどの事業があり

ます。時には、そのプログラムの実施日がふれあいいきいきサロンの実施日とバッティングす

ることもあります。市としては、これら状況を考え、事業の重要性、優先順位についてはどの

ような考えをしてみえるのか、お答えください。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 市が行っております介護予防教室や健康づくり事業、または健康講

演会などが地域で行われているということで、今、その日程がサロンなどと重なってしまうと

いうような御質問でしたが、これには極力避けていきたいというふうに考えています。日程的

に重なった場合にどちらを優先するかということになりますと、やはりサロンに参加されてい

る方であれば、近所の身近なところのつながりということで重視して、そのサロンのほうを優

先に考えていきたいというふうに思っています。 

 従来の介護予防事業や健康づくりなどは、自治体が全てお膳立ての上に行い、住民の皆さん

が参加していただきましょうというような形で進めてきましたが、今このような時代では、誰

かに頼まれたりするのではなく、自分がやれることを行いたいというような動きが起こったり、

また中には個人のいろいろな考え方の中で、そういう考えが尊重されるようになったり、逆に

何でそんなことをやらなければならないかというようなことや、やらされているというような

ことも感じられるということで分かれているような気がします。きっかけは違うと思うんです

が、その活動を長く続けていかれるには、いろんな意味でその活動を知って好きになり、そし

て楽しみになって長く続くということを思います。長く続くには熱意も必要ですし、自分なり

のできる範囲で柔軟なやわらかいようなつながりを持つということも重要であるというふうに

考えています。いずれにしても、今自分でやりたいということがあって始めていくということ

で、運動機能向上教室や認知症予防教室にも参加者がふえていくようなことを考えています。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） 先ほど優先順位という問題なんですが、行くとか行かんとかというより

も、どちらに力を入れていってみえるかということが私は聞きたかったところなんです。とい

いますのは、私の地区でもふれあいサロンをやっております。区からお金は少しもらっていま

すし、社会福祉協議会からもいただいております。でも、皆さん、自分でお金を払って、会費
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を払って、それでスタートしてみえて、もちろん先ほど言われるように、やらされるじゃなし

に、自分がやりたいからどんどんやっていこうということで今進んでいるのがうちの地域での

サロンであります。そういう方々が、今言ったように、福祉部でやってみえる事業が行政から

の費用が出てやってみえる。こちらのサロンは全く自分らのお金でほとんどやっているんだと

いうことを考えると、非常に一生懸命やってみえる方がせっかくやっておるのにできないとい

うことと、やらされるじゃなしに、やれる個人がやっていきたいという方向を導くのは、ここ

まではやっぱり行政がやっていただかないと、ずうっとやらされ気分でやっている。でも、自

分たちでこういうのがやりたいんだと。どんどんやってください。そこには、でき上がるまで

はある程度の補助をしますよとか、そういう状況をしていかないと進まないと思っております。

私もここ１年ばかり、包括ケアシステムの根本はここのサロンからスタートするものだと自分

でも思っていますし、それが一番重要だと思っていますので、そこのところを今後どのように

力を入れていただけるかというのも聞きたいと思っております。お答えをください。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 今、北倉議員の言われました地域包括ケアシステムというのは、地

域のサロンから始まるという御提案だと思いますが、福祉部のほうでもそのように考えており

ます。 

 サロンというのは、先ほど申しましたが、月に１回、２回ぐらいのところが多いということ

で、週に１回以上出かけられるようにこれから考えていきたいということです。 

 地域において、社会参加の確保もできて意欲も持てる場、そしてそれが認知症や介護が必要

になっても、周囲の人に理解をされて、思いやりや助け合いのきずなのもとで見守られるよう

な環境にしていくということが地域包括ケアシステムには必要というふうに考えています。 

 認知症の予防や介護予防については、医療や介護のサービスだけではなく、その人の生活全

般にわたるケアができないかということが課題にあります。人々が健康に暮らし生きていくた

めには、市の法定のサービスのほかに、家族や地域を初めとするそれぞれの人たちとつながり

が十分保たれて、本人にとってはいろいろな活動に参加することができ、社会とのつながりを

持ち、それが生きがいとなって健康づくりにつながっていくというふうに考えています。 

 現在、市では、第７期老人福祉計画というのを策定中ですが、この計画名を高齢者の生き活

きプランというように変更し、高齢者が健康で活躍できるまちづくりを進めていきたいという

ふうに考えています。その施策の中心には、北倉議員もおっしゃられるように、健康づくりの

推進ということで、健康で活躍できる健康寿命を延ばしていきたいというふうに考えています。

これから訪れる超高齢社会では、認知症に対する家族や周囲、地域などの理解をしっかり得て、

認知症の人の気持ちやつき合い方を考えていく機会を設けたり、認知症によりよい生き方につ

ながるように考える必要があるかと思います。高齢者の健康づくりについて理解をしてもらう
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地域サロン、教室や講演会などの機会をふやして、年代やその人の状況に応じたさまざまな機

会をつくって知っていただき、取り組んでいただけることが、さらに地域での自主的な機運が

起こっていくということで、これからも進めていくように考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） このサロンに関しては月に１遍ということで、私はここの中に、先ほど

も言われる健康体操をもう一つ入れて、例えば月に２回、こういうところに集まってやってい

けるといいなと思っております。10月に文教厚生で広島へ行って視察をしてきました。そのと

きには、地域市民だけが高齢者が公民館に集まり、高齢者運動をやってみえました。指導者も

行政もいない、本当に市民が自分たちでつくった教室であります。模様を拝見しましたが、私

たちでもきついぐらいの運動で筋力づくりをやってみえました。あれだけ筋力がつけば、転倒

防止にも必ずつながると思っております。それに、地域の方々が楽しく触れ合うところも見て

まいりました。この活動は、１年余りででき上がったと言ってみえます。もちろんそれには行

政が当初はかかわってやってみえたはずです。そのかわり１年がたてば市民に渡してしまえる

ということであれば、当初は費用が要ると思いますが、今後はそれだけ見守っていれば費用的

にはかからないということも見てまいりました。このような市民が主体で活躍するには本当に

時間がかかると思いますが、まずは市民の力を出せるシステムをつくっていただくために、予

算や指導者派遣、そういうことをお願いしたいのですが、その点についてお答えください。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 御質問の北倉議員の健康体操というのはよく理解をしておりますの

で、市民が主体となって、地域がそのような健康体操ができるように進めていくということが

大切であると考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） どうもありがとうございました。 

 それでは、３つ目の質問に入ります。瑞穂市制15周年記念予算についてでございます。 

 ９月に行われました市制15周年記念に650万余りの予算がついていることであります。この

事業に市民が積極的に参画・参加できるようなものはあるのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） ただいまの北倉議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま650万円の予算の中にあるかという御質問ではありましたが、全体として、市制15

周年事業ということで述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 まず650万円の予算につきましては、９月補正でさせていただいたところでございまして、

平成30年４月末から５月の初めにかけてということで、そのときのイベント代というようなこ

とで予算化をさせていただいたところでございます。そのイベント代につきましては、その

650万円だけを捉えるのではなく、当初予算に計上しておりました、昨年度は３月にＰＬＡＮ

Ｔ－６のところでマルシェということで開催した事業の予算化がございまして、これの事業と

一体となって15周年事業を進めるというふうに考えておりまして、その15周年記念の事業とい

うことでお答えさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。 

 市制15周年記念の事業につきましては、市制15周年の節目を好機とし、市政に対する市民意

欲の高揚と市の活性化を図るため、平成30年４月30日から５月６日までの１週間を瑞穂市制15

周年記念週間と位置づけ、笑顔をテーマに公共施設を活用した記念イベントを連続して開催し、

地域への愛着や親しみのさらなる向上を図る予定をしています。また、市政の主役である市民

の幅広い年齢層の人たちが楽しめ、笑顔に包まれる市制15周年とするとともに、市内外の食や

特産品の販売、地域の魅力の発信を通じて、市内はもとより市外からのお客様を招き入れ、地

域の魅力を再発見し、交流人口の拡大も図りたいと計画しているところでございます。また、

ほかの市制15周年記念事業としましては、少しでも市民を巻き込む企画事業としまして、毎年

開催しておりますネオクラシックコンサートを利用して、市民から公募により合唱団員を募り、

オーケストラの演奏に合わせたベートーベン交響曲第９番第４楽章の「歓喜の歌」、いわゆる

第九の合唱も計画しているところでございます。 

 市制10周年事業につきましては、まちづくり基本条例の理念に即し、市民参加と協働の取り

組みをコンセプトとして、市民と行政が協働で10周年を祝う「つなげよう瑞穂の“わ”」をテ

ーマに開催されました。市民による実行委員会をつくり事業の企画運営をし、結果として、企

画した全ての事業が形となって盛大に開催されたことは、まちづくり基本条例の理念に基づく

事業として大変よい実績となりました。その成功の裏には、実行委員会の皆様の熱い気持ちが

あってのものと考えております。そのような中において、市民のまちづくりを進めるに当たっ

ては、行政に求められるものはいろいろな考えを持った個々の力を実効力のあるものにするか

という点にあると思います。10周年事業はそのような取り組みの先駆けであったと考えており

ます。 

 15周年事業は、イベント業務の専門家に企画を提案していただきながら、大きな枠組みを構

築しまして、またその中で市と市民が原動力を生かして、実効性のあるものにしていく方法を

考えております。ただ、協働のために市民を巻き込むのではなく、地域の各種団体、ＮＰＯ、

企業、学生などが参加するきっかけと枠組みをうまく構築し、率先して参加してもらうことを

目指していきたいと考えております。他市の例では、これからを担う若者が自分たちのやりた

いことを自分たちのやりたいように実施しているところもございます。そこに行政が裏方とし
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てサポートを加えていく形で順番に大きなものに成長させていき、最終的には市のためになっ

ていけるような事例もございます。瑞穂市もこれからの20周年、30周年に向けても活力を持っ

て反映させていくためにも、将来を担う若者の行動に先駆けるきっかけづくりが重要というこ

とで、今回の市制15周年記念事業は、若者の心を動かす一つのきっかけづくりになればと期待

しているところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） 次に質問する予定でした10周年記念の成果を聞く前に成果を言っていた

だきましたので、どうもありがとうございました。本当にこの前にも行政の方も、私も10周年

記念の委員で、前にも数名お見えになられますが、本当に10周年記念は長いこと時間をかけて、

非常によかったと思いますし、本当に市民の声を聞いていただき、ゼロベースからすごい盛り

上がりになって、何でこんなに大きくなるんかというぐらいの形になって、予算も大分使われ

ただろうと思っております。このイベントに参加したことによって、私も実行委員もやらせて

いただきました、議員になる前に。それに清流国体のボウリング競技の広報委員も経験をさせ

ていただき、２年連続、いろんなことをやらせていただきました。 

 そのときに本当に思ったことは、これが本当の市民参画・参加だったということを自分とし

ては思いました。ですから、どうしてもこれからは参画・参加、それから市民協働という言葉

を自分は自分なりに身にしみてわかったことであります。大抵それをやったときには、行政の

方は大変だったと本当に思います。いろんなことを市民を集めて協議をして、会議をして決め

て、予算を決めて、今回は今までやられたことに冠をつけて15周年とやられるというような話

も聞いておりますが、10周年記念のときの大きなものというのは難しいと思いますが、15周年

のときにもやっぱり市民を巻き込むものというのはいいと思いますし、その後、５月だけの話

じゃなくて、30年度１年を見て、皆さんが出られるもの、予算は少なくてもやれるものという

のを考えていただきたい。 

 きのう、山本次長さんが中山道ウオーキングをやろうかなというような計画をしてみえると。

私はそういう穂積から巣南までずうっとウオーキングをするきずなというのも大事だと思いま

す。10周年のときは「むかい地蔵」といって、十九条と古橋の間の地蔵さんの男女関係の話を

劇にしてやられました。これも合併だということで、穂積と巣南は一緒になったんだというこ

とが主流でやられた会。ですから、今度にしても、中山道を生津のほうから歩いて、それから

美江寺を通って、皆さんがそこを散策することによって、両方の気持ちがわかり合うようなこ

とをやっていただけるとありがたいと思いますが、これは聞いていませんが、企画部長、何か

考えがありましたら、お答えください。 
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○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） ただいま北倉議員から何かということでございますが、今の答弁と

重なる点がございますが、今回の15周年につきましては、目玉としましては、先ほど来言って

おります４月末から５月にかけての１週間を15周年記念週間ということで笑顔をテーマに行っ

ていくということが一つでございますし、もう一つ、昨年度から計画しておりまして、今年度

から準備を進めている、先ほど来の第九の合唱ですね。これを教育委員会のほうで２年がかり

で準備をして、市民を巻き込んで計画しているというのが大きな15周年記念の事業かなと思っ

て進めておりますし、先ほど来も今行っている事業に冠をつけてやれるものはやっていくんだ

ということでございましたので、そういったことにつきましては、先ほど北倉議員が言われま

した中山道ウオーキングとか、そういった形で何か今ある事業にそういった事業名をつけて行

うというようなことがまだまだ考えられるんではないかと思いますが、基本的には、昨年度か

ら15周年事業につきましては10周年記念という大きな事業を行ったわけでございますが、それ

と同じような規模で行うのではなくて、今ある事業に冠をつけながら、さらにそういった市民

を少しでも巻き込んでいけるものがあればまた加えていくというような形で進めているのが現

状でございますので、御理解を願いたいと思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 北倉利治君。 

○３番（北倉利治君） ９月の一般質問でも私がやりました協働の担い手を育てるということで、

この15周年というのは非常にチャンスだなと思ってこれを質問させていただきました。 

 急な話でなかなか難しいと思いますが、私は、目的は協働の担い手をどうやってつくってい

くかというのが一番問題だと思っていますので、15周年がなくても、16周年ではないと思いま

すが、この担い手をつくるために、企画のほうか、行政一丸となって考えていただきたいと思

います。 

 以上をもって質問を終わらせていただきます。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、３番 北倉利治君の質問は終わりました。 

 議事の都合によりまして、しばらく休憩をとります。３時５分から再開をいたします。 

休憩 午後２時53分  

再開 午後３時05分  

○議長（藤橋礼治君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 ６番 杉原克巳君の発言を許します。 

 杉原君。 

○６番（杉原克巳君） 議席番号６番 杉原克巳でございます。 

 ただいま議長より質問のお許しをいただきましたから、これより５項目につきまして、質問
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席で質問をさせていただきます。 

 まず最初に、事業仕分けの導入についてお聞きをいたします。２つ目には、道の駅の設置の

提案ということでございます。３つ目には、企業誘致に向けた土地利用構想の取り組みの状況

についてでございます。そうしまして４つ目には、市長の30年度の重点施策ということにつき

まして、市長より御答弁をお願いいたします。最後には、30年度の新組織改革案につきまして

お尋ねをしたいというふうに考えております。 

 では、これより質問席におきまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 では、最初に企画部長にお尋ねをいたします。 

 事業仕分けの導入について考えはあるかということについてでございます。 

 事業仕分けというものは、2002年、ちょうど岐阜県の梶原拓知事さんのときだと思いますけ

ど、地方自治体で最初に考えられましたのが岐阜県が始まりだというふうに伺っております。

シンクタンク構想日本によって、地方自治体を対象として、予算の無駄を明らかにし、予算の

効率的運用を高めるために行われましたのが最初でございます。その後、国レベルで、2010年、

当時の民主党政権が、予算の編成に際しまして導入をいたしたわけでございます。 

 私は９月の定例会一般質問で事務事業評価につきまして問いただしました。事務事業評価と

申しますのは、ＰＤＣＡというマネジメントサイクルの中で、チェック（点検）、そうしまし

て、アクション（改善・改革）に相当するもので、実施された事業等を客観的に評価し、その

結果を翌年度以降に反映させていくという成果志向を基本的に目的としておるものでございま

す。 

 今般の事業仕分けの実施目的は、昨今の厳しい財政状況の中、市の財政の健全を維持し、効

率的で持続可能な行政サービスを提供していくために行うものであります。事業の必要性や実

施主体、例えば国・県、市町村、民間等のあり方などについて、公開の場で外部の視点から事

業の仕分けを行うことにより、スリムで効率的な行政運営を推進するとともに、事業に対する

行政の説明の徹底、行政への市民参画促進を図るものを目的としておるものでございます。 

 そこで、事業仕分けのメリットとしては、全面公開と外部の視点を導入という必須条件のほ

か、市民が仕分け人や判定人として市民参加型の事業仕分けであり、納税者であり受益者でも

ある市民の視点を積極的に活用し、その結果、予算の削減だけではなく、住民の主体的意識、

納税意識の醸成や自治体職員の意識改革といった効果も狙うものであると認識をしております。 

 さらに、この事業仕分けは基本５原則というものがございまして、１つには、具体的な議論、

すなわち事業のチェックを行うということですね。２つ目には、外部かつ現場の視点で論議を

すると。それから３つ目には、誰もが傍聴できるよう全面公開で行うということですね。そう

しまして４つ目には、誰にもわかりやすい事業シートを作成すると。５番目には、明確な結論
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を出すということでございます。 

 要は、ポイントとして、事業仕分けの結果はあくまで参考であり、拘束力はありません。事

業仕分けの結果をどう活用するか決めるのは首長であり、それを承認、決定するのは我々議会

の重要な役割であります。また副次的な効果として、１つには、市民は事業の具体的な内容を

知ることができる。ということは、具体的にいいますと、税金の使い方がわかる、知るという

ことですね。２つ目には、職員みずから問題意識を高め、内部改革のきっかけとなると。３つ

目には、事業そもそもの必要性を考えるきっかけになるということでございます。 

 そこで質問ですが、2010年当時、民主党政権による事業仕分けの導入の感化を受けまして、

いっとき地方自治体にも波及しましたが、それ以後、小康状態が続いております。近年、地方

自治体で事業仕分けが再び脚光を受け始め、実施導入がされ始めております。行政との協働、

連携によるまちづくり推進をされるような環境になってきていることも、これは一つの要因で

はなかろうかと思います。 

 こうした環境において、本市においても、この事業仕分けというものを前向きに導入のお考

えがあるかということをお尋ねしたいと思うわけでございます。本市も来年、穂積町と巣南町

が合併して15年目の節目を迎えるわけでございます。ここで予算のあり方をレビュー、要する

に見直しをするきっかけにしてはどうかということで提案をさせていただいております。 

 企画部長、御返事をよろしくお願いいたします。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） ただいまの杉原議員の事業仕分けの導入についての御質問にお答え

をいたします。 

 事業仕分けの導入ということではございますが、現在、当市が実施しているのは、事業ヒア

リングシートを活用した事務事業の点検・評価でございます。この事業ヒアリングシートを活

用した事務事業の点検・評価は、新年度予算編成に当たり、新規事業、主要事業、懸案事業、

継続事業に分類し、実施期間、事業費などの事業内容に加え、特に評価という視点では、全て

のヒアリングシートで事業の計画性、公益性、緊急性、効率性、将来性について評価をしてい

るところでございます。これら評価については、各所管課において毎年点検・評価をし、新年

度の予算編成に活用していくというものでありますが、この手法は、事業仕分けのように公開

による外部の仕分け人による事業の査定ということではなく、基本的には担当化によるＰＤＣ

Ａサイクルに基づく事務事業をチェックし、予算編成に活用していくという事務事業評価方式

となっております。 

 ただ、事業仕分けということでは、当市の場合、当市の最上位計画であります第２次総合計

画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた重点事業について、仕分け人ということでは

ありませんが、産官学金労言関係の方や自治会、教育、福祉の方などに委員となっていただき、
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事業の点検・評価を行ってもらい、より効果の高い施策、事業をＰＤＣＡサイクルとして展開

していくため、各施策、事業について新設、拡充、縮小、廃止などの見直しを行っております。

もちろん事業仕分けの公開の場での仕分けということではございませんが、会議は傍聴可とし

ており、ホームページでもその案内、評価内容、会議録等を公開しているところでございます。

また、教育委員会においても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎年、評

価委員会の事務管理及び執行の状況について、３名の学識経験者の意見及び助言を取り入れ、

事業の点検及び評価を行い、事業の見直しを検証し、ホームページで公開しているところでご

ざいます。そういった現状でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） 今、企画部長がおっしゃいました新年度の事業ヒアリング、私もこれを

拝見させていただきまして、きょう午前中に若井議員もその新年度予算につきまして、その中

から特定の項目をピックアップされまして、いろいろ執行部のほうに答弁を問いただされてお

られます。 

 私もいろいろホームページを見まして、この事業評価機関として、市長の諮問機関で瑞穂市

総合計画等評価審議会というものがございまして、そこで瑞穂市の第２次総合計画に基づく事

業評価と瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業評価を行っていると。というの

は、要するに外部の方、第三者を交えた事業評価というものはこれしかありません。今、企画

部長が言われましたのは、要するに自分のところの、自分のところという表現はちょっと悪い

んですけど、所管の方、自分たちがつくったものを自分たちで自己採点をしておるというよう

な観点でございますから、私はぜひとも瑞穂市まちづくりの基本条例第７章に参画及び協働と

いう項目がございまして、市の執行機関は、市政の運営に当たっては、市民の意見が市政に反

映できるよう参画機会を保障しますというふうにうたっておられますよね。 

 ですから、この規定を遵守していただきまして、きょう突然ですが、これには実際実施する

にはリードタイムというのが１年近くかかると思います。ですから、30年度の予算は難しいと

思うんですけど、31年度からぜひやってもらいたいというふうに思っております。近隣の市で

いいますと、山県市が26年から、そうしまして、お隣の羽島市がことしの９月23・24日に事業

仕分けを実施しました。新聞紙上によりますと、羽島市長は今後もこれを続けていくと、非常

にいいシステムだということで称賛をされておられます。ですから、そういう意味からしまし

ても、新年度の事業ヒアリングシートがあるからいいんじゃなくて、それは要するに僕に言わ

せたらマスターベーション、ちょっと表現はきついんですけど、そのような感じじゃないかな

というふうに思っておるわけでございます。今のはちょっと取り消しします。 

※ 

※ 後刻訂正発言あり 
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 要するに外部の人の、基本条例にも書いてございますように、市民参画の協働ということで、

やはりこの予算というものは、執行部がたまたま受託をされておるだけで、この資産というの

は瑞穂市の全市民の財産でございます。ですから、そういう観点から前向きに検討していただ

きたいと急に思っておるようなわけでございます。 

 時間も来ておりますから、次の質問をさせていただきます。 

 ですから、また企画部長には時間を改めまして、この事業仕分けにつきまして、私は絶対に

やるべきシステムだというふうに思っておりますから、ぜひ前向きの検討でそれなりの準備を

していただきたいというふうに思っておるわけでございます。 

 次に、対外的ＰＲのための道の駅の設置、活用についてでございます。 

 私は瑞穂市のポテンシャルのＰＲとして、まちの活性化に結びつくようなシンボル的な魅力

ある構築物、またまちの魅力を発信する情報基地の確保等をあわせ持つ機能の施設を考えると、

現在、全国津々浦々にある道の駅的機能をあわせ持つ施設の設置の提案をいたします。 

 まず道の駅とは、国土交通省の定義によれば、道路使用者のための休憩機能、２つ目には道

路利用者の地域の方々のための情報発信機能、そして道の駅をきっかけに活力ある地域づくり

を行うために地域の連携機能の３つの機能をあわせ持つ施設のことを指すと言われております。

最近では、災害対応、防災拠点といった新たな機能をも期待されております。 

 そこで、道の駅の現状の概略を申し上げますと、2017年11月17日現在、国土交通省に登録さ

れました道の駅は全国で1,134カ所が設営されております。そのうち岐阜県内には55カ所があ

り、全国でも２番目に多い自治体となっていると思われます。そもそも道の駅の歴史は意外と

古くなく、1991年に試験的に岐阜県と山口県、栃木県に設けられたのを封切りに、1993年には

全国に103カ所設置されたのが始まり、それ以後25年、全国に拡大し、今や先ほど述べました

1,134カ所の拠点になり、現在も開設が各地で進んでいる模様であります。 

 このふえ続ける要因は、今やドライブ旅行には欠かせない地域密着型の観光スポットに、旅

先で見かける道の駅は、大した用事もなくてもついふらっと立ち寄ってしまう魅力的な、引き

つけるものがあるのではないかと言われております。さらに、レジャーの多様化によって、長

距離ドライブを楽しむ人がふえてきたことも要因の一つであると考えます。 

 ここで、一般道路について見ますと、誰もが24時間自由に利用できる休憩施設が求められて

いることや、その休憩施設に駐車場、トイレ、レストランなど、ドライバーたちのためのもの

ではなく、その地域の文化、名所、特産物などを活用したサービスを提供し、道路利用者や地

域の人々の情報交流の場や地域連携と魅力ある地域づくりを促進し、その地域の活性化の拠点

として、独自の産業、商業、施設等というブランドを構築していることを狙いとするものであ

ると思います。また今日、災害支援に役立つ一時避難場所、緊急車両の中継基地として活躍し

ており、その効果が実証されております。 
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 したがって、自動車専用道路のＳＡ、ＰＡの道の駅との差別化を図り、ドライバーの休憩場

所と地域振興施設をあわせ持つ複合的な機能を目指しております。 

 今回提案したい場所は、本市内の国道21号線沿いで適地を確保していただきたいと。なぜな

ら、瑞浪市を起点に滋賀県米原市までの100キロ間は交通量が大変多く、マーケティング上、

大変魅力的なロケーションだと考えます。９月定例会の一般質問の中で、隣の大野町が来年夏

にオープンに向けて開発準備を進めている道の駅「パレットピアおおの」を紹介しました。こ

のパレットピアおおのは、県内最大の規模、敷地面積２万7,000平方メートル、農産物直売所

やレストランが入る地域振興施設や子育て支援施設、シンボル的な施設として周囲に直径60メ

ーターの屋根つき回廊を備えた約5,000平方メートルの円形広場、Ｏリングができるというこ

とで、大変特色のある施設でございます。 

 そこで質問をいたしますが、本市のＰＲとして、「名古屋から25分の交通の利便性のよさ」

「若いまち瑞穂」などのキャッチフレーズをアピールされておりますが、私は大型の多機能を

有する施設ではなく、独自の施設で地域活性化のＰＲ拠点として、特徴を生かした構築物で情

報発信基地、例えば地元観光戦略プランとして遡及をしたらどうかということを提案させてい

ただきます。 

 今回私が提案する施設は、まちの産業と文化の振興をコンセプトに、市観光案内所、民俗資

料館、地域の農産物販売所、飲料の自動販売機を設置、トイレ等も含めるわけなんですが、総

合機能を内蔵したコンパクトな施設を考えております。私は物体を介した視覚で本市をアピー

ルする手法もまたより効果が上がると考えております。行政サイドの見解をお願いいたします。

鹿野部長、よろしくお願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 今、杉原議員からはいろいろな御提案をいただきました。少し

まとめてみますと、道の駅の持つ休憩とか情報発信とか、それから地域の交流、防災といった

そういった機能を持つ施設をということで、具体的に議員からは、市内の観光案内所とか民俗

資料館、それから地域の特産物の販売所とかいうような複合機能を持った施設をどうかという

ようなお話でした。特に、やはりどの道の駅もそうですけど、地域の特産物販売所というのが

この中では一番重要な施設になってくると思っております。 

 現在、瑞穂市で農産物直売所に出荷している団体として、おんさい広場出荷者協議会がござ

います。こちらは、おんさい広場の真正店に出荷をされている団体でございます。このおんさ

い広場ができる前は、巣南庁舎の東側の駐車場で、試験的ですが、農産物の直売所を開設して、

市内の生産者の方々が一部ＪＡさんの御協力を得て販売していた経緯がございます。このとき

は、出荷時期による商品のばらつきとか、売上額が低かったことから、おんさい広場の真正店

ができた暁には、そちらへ移られたというような状況でございます。 
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 おんさい広場の真正店のメリットと申しますと、瑞穂市だけでなく、本巣市の方も出荷され

ているため、より多くの種類の商品が確保できることと、少し販売手数料は発生しますが、生

産者はその場にいることもなく、ＪＡのほうで販売をしていただけるというような状況でござ

います。 

 瑞穂市単独での農産物直売所の設置となりますと、現在あるおんさい広場出荷者協議会の中

で、本巣市、ＪＡとも少し協議が必要であるかというふうに思います。場所につきましては、

国道21号沿いと申しますと、ちょうど瑞穂市の中央部に、現在も国道21号から直接乗り入れが

できる民間の、かつてはドライブインという名称がついていましたテナントが入った場所もご

ざいますが、その状況を見ていますと、大分店舗が整理されてきたというような状況もござい

ます。そういう場所を一部借りてというようなことは、少しその相手方と交渉する必要があり

ますが、独自の施設として整備するというのはちょっと困難かなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） 市長のお考えもちょっとお伺いしたいと思いますが、ひとつよろしくお

願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） それでは、道の駅ということで、今一番候補になりますのは国道21号線

というところで、今６車線化を進めております。そして、なおかつ今現在６車線化ができてお

りません下牛牧、そして大垣の和合まで、あすとあさってに分けまして、あすは岐阜国道事務

所、あさっては国土交通省中部地方整備局へ要望を出しに行ってきます。なぜかと申しました

ら、国道21号線の利用度が物すごく高くなってきております。それは、東海環状の大垣西イン

ター、それと同時に名神及び東海環状の養老地区での新しい施設が４つほどできてまいりまし

た。そんなところから、国道21号線でスムーズにまずは大垣西インターへ行くことを考えてお

ります。その中に私どもの市有の土地もございます。ある程度、皆さん御存じだと思いますが、

その土地の有効利用、そういった中にありましても、道の駅というものが果たしてどんなもの

なのか。ただ、私たちは意外と道の駅の成功例を余り存じておりません。そういったところか

ら再度検証し、考えていきたいなと思っております。 

 ですから、これをやるともやらないともなかなか今お答えができない状態でございますので、

その面はこれからの検証ということでお許しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） すぐとは私は申しておりません。やはり全ては準備段階というものが必



－２５６－ 

要ですから、十分その前にマーケットリサーチをやっていただきまして、こんだけ全国に千百

有余の道の駅があるということは、確かに採算の面ではどうかなという感じはするんですけど、

やはり現実的にそれだけ設営されておるということは、やはりメリット、デメリットを考えた

場合に、やはりメリットがあるからじゃないかなというふうに思っておるわけですね。ですか

ら、そういう意味からして、はっきり言いまして、瑞穂市には何もないんですよ。ですから、

そういうことで、とにかく前向きに検討していただきまして、私は何年からというわけじゃな

いんですけど、そういう物事の発想というんですか、そういうものもやはり考えていただいて、

ぜひ実行していただきたいなというふうに考えておるわけでございます。 

 では、次に３点目の事項でございますが、都市整備部長にお伺いいたします。 

 企業誘致に向けた土地利用基本構想の取り組み状況ということでございます。 

 先回、一般質問で進捗状況をお尋ねしました。その折、答弁として、６月議会の補正予算に

よりコンサル会社との業務委託契約を締結し、企業誘致に向けた土地利用基本構想等の作成に

取り組んでいるところであるという回答をいただき、差し当たり、新たな工場用地の需要を把

握することと誘致企業のニーズに対応した工場用地の整備を目的として、全国、県内、地元の

企業の昨今の動向を分析した上で、まずは地元企業の中で規模拡大や移転の可能性が見込まれ

る業態を絞り、本市で操業している理由や新規に工場等を立地する上で重要視される要件など、

今後の計画立地を希望される地域、またその場合の条件等のアンケートを対象事業者宛てに送

付した旨の答弁を受けました。 

 そこで質問いたします。 

 まず最初に、該当企業は何社ほどアンケート用紙を送付されましたか。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 市内に事業所を置く企業へのアンケートの内容についてですが、

瑞穂市の産業特性や１事業所当たりの従業員が多い産業などを分析し、市内の製造業、情報通

信業、運輸・郵便業、卸売・小売業を対象業種として、従業員が20人を超えかつ資本金が

1,000万円以上の70社にアンケートを送付しております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） ありがとうございました。 

 次に、回収率はどのくらいありましたか。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 回答についてですが、業種別で申し上げますと、製造業が16社、

運輸業が８社、小売業が６社、業種、回答不明というのが１社ございまして、計31社の回答を

いただいております。 
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〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） ありがとうございました。 

 70社のところ31社ということは、回収率は私はよくわかりませんけど、４割強ということな

んですけど、もし差し支えなければ、アンケートの内容のことまでちょっと入るんですけど、

一部差し支えなければ御回答いただきたいなというふうに思っておるわけですけど。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 回答の内容としましては、現在、瑞穂市で立地している理由は

ということで、本社が瑞穂市、それから取引先が市内、または県内、それから交通アクセスが

充実していることなどでした。立地計画で重視する要素についてはということについては、用

地の価格、従業員の確保、道路の整備状況、取引先や既存工場との距離が上げられました。瑞

穂市内への新規立地については、条件により検討する。計画はないが、新規立地を行う場合の

候補地の一つと回答された方が10件ございました。また、どのような条件がクリアされれば立

地の可能性が高くなるかにつきましては、必要な面積が確保できる場所の整備、土地利用規制

の緩和、用地価格、アクセス道路の条件が提示されたところでございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） 最後の質問ですけど、今後の計画とかタイムテーブルはどのようになっ

ておるか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 面積規模として、他の工業団地の例や今後の瑞穂市の必要面積

を考慮した場合、約30ヘクタールを一つの目標面積に考えております。今後は候補地の検討に

入っていき、市街化区域や農業振興地域等の工業系用途地域や工業団地としての面積要件等の

土地利用条件、立地条件、用地条件及び各種法規制の検討を行ってまいります。 

 ６月の国による企業立地に関する２つの関係法令の改正に伴いまして一部規制緩和が行われ

ましたが、農地法に基づく農地転用につきましては、従来からの基準に大きな変更はないこと

から、慎重に検討、協議してまいりたいと考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） この案件につきましては、今後も継続的に御説明をお願いいたしますか

ら、よろしくお願いいたします。 

 では、市長に来年度の重点施策についてお伺いをいたします。 

 市長は、来年度は首長に就任されまして１期目の最終年度を迎えるわけでございます。心に
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期するものはあると考えます。市長選挙の際に瑞穂創生７つの基本政策が掲げられました。就

任１期目で全ての政策を完遂することはなかなか厳しいものがあると思いますが、おのおのの

政策は本市にとっても大変大事な事柄でございます。ぜひとも常に念頭に置いて、今後も努力

していただけるものと期待をいたしております。 

 さて、来年度は合併15周年を迎え、第２ステージへの飛躍の年になるのではないかと考えて

おるわけです。本市を取り巻く社会情勢、環境はますます厳しいものがあり、問題は山積をし

ておると考えます。 

 そこで、優先順位をつけ、短期に処理すべき課題、中・長期にわたり推進すべき課題とめり

張りをはっきりつけ、確実に実行すべき課題は大胆不敵に執行していただきたいというふうに

考えておるわけでございます。 

 きょうも朝一で若井議員が新年度予算のヒアリングのところで、市長の来年度以降の短期、

中期的な施策ということを質問されまして、そこら辺をかいつまんでお話ししていただくとと

もに、私は費用が発生する事業だけじゃなくして、一番大切なことは自主財源確保なんですよ

ね。ですから、そこら辺の施策というものが全く執行部から何も出てきていないんですよ、現

状。ですから、そういうことで頭の切りかえとはちょっと大げさでございますが、収益を上げ

ると。要するに、民間企業は爪の先に火をともすような本当に厳しい状況で経営・運営を行っ

ておるようなわけでございます。我々自治体はそういうわけではございません。自分たちの資

産を運用しておるわけではございません。市民の税金をもって運用しておるわけです。まずそ

こら辺、発想の転換を来年度から、意識改革というようなことで全職員に一致協力をしていた

だいて、一つの方向で進んでいっていただきたいということで、ひとつ市長のお考えを御披露

していただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） それでは、まず私自身も今から３年弱ですか、その前に感じましたこと

からまずお話しさせていただきます。役所というのは、まず予算のときに何から考えていくか。

本当に全く民間の会社からはびっくりするようなことでございます。歳出から考えていきます

ね。例えばヒアリングはまさにそうでございます。その中にありまして、何で幾らお金が要る

か、そして、昨年の経常収支比率は何％だったか。79.8だったか、84.8だったか、そういった

ところから発するのが事実でございます。それはなぜかといったら、経常収支比率の一番の中

身は、住民サービスということになっております。ですから、どうしてもそこから言葉が発す

ることは事実だと思います。でも、民間から考えたらとんでもない話でございまして、民間の

場合は売り上げ、どれだけの回収、集金ができるか。領収書を何ぼ切れるか、そこから出発す

るのが事実でございます。その中にあって、足らないのはどうするのか、売り上げを伸ばさな

いかんのやないかでございます。ところが、役所のほうはどうなるかといいましたら、足らん
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分は市債の発行ということにならざるを得ない、これが現実でございます。それがいろんな意

味で、多くの791の市がありますが、この中で実質公債費比率が高くなっていくのはどうして

もそこに根元があると思います。 

 そんな中にありまして、ここ最近のことは、私たちも瑞穂の状況を見ておりますし、地方交

付税ですね。国及び県から来るお金、こちらは毎年9,000万から１億ずつ減っていくと思いま

す。そして、納付書も何もつくらなくてもお金が入ってきますたばこ税、これも毎年600万ず

つ減っていきます。そして軽自動車税、これは今までずうっと伸びてきました。これは全くの

横ばいでございます。下手すると下がる可能性も出てくるというところへ来ております。そん

な中にありまして、まさに昔、小泉純一郎さんが言われた税制改革をして、自動車税の本税を

本当に瑞穂にもらえんかいなと思うぐらいの状況でございますが、ただそんな中にありまして、

きょうも11月度の法人税、こちらのほうの件がございました。昨年度よりも約1,700万ぐらい

ふえております。なぜ11月度はこういうふうかと申しましたら、３月末決算、この会社は２カ

月後に納付されるという決算の発表になります。ですから、締め自体は５月になりますね。そ

のちょうど半期分、予定納税と、それからそういった本来の納税と両方ある部分が11月度に入

ってきます。その中にありまして、これは一つの大きな指標になると思いますが、申し上げま

すと、本来よりも1,700万ふえている。パーセンテージにしますと約１割５分ぐらいふえてい

ると。ただ、これは安心してはいけませんが、そんな現状もありますので、世の中の景気は多

少なりともよくはなってきている。それと同時に、しっかりと私たちが納税ということでしっ

かりと集金すれば、それなりのものができるんじゃないかなと思っております。それは、多少

なりとも報告でございますので、安心し切れるものではございません。 

 ただし、ちょっとここら辺から本筋のほうへ移りたいと思います。 

 平成30年度が最上位計画となる瑞穂市第２次総合計画施行から２年が過ぎようとしておりま

す。まさに先ほどもおっしゃられました２次総合計画はどうなっているかというふうで議員さ

んがおっしゃられたとおりでございますが、その中で、市民への説明責任を十分に果たしてい

くということと同時に、しっかりとここで物にしていかなきゃいけないということで、ことし

の予算編成に関しましては、確かに厳しい財政状況ではございますが、精いっぱいの行政資源

を効果的、効率的に使いまして、第２次総合計画の将来像である「誰もが未来を描けるまち瑞

穂」を実行しようと思っています。そして、このことにつきましては、29年度につきましては

サブテーマとしまして、市民の皆様が健康に幸せを感じ、家族を育む活力ある瑞穂にしようと

いうことで、この29年度はやってきました。その中で、今後の先ほども若井さんのときにも申

しました６項目について、改めてそこに補足をつけ加えながら御報告したいと思います。 

 まずＪＲ穂積駅ですね。これは本当に私どもで新しい組織の中というか、新しい人選の中で、

企画の中で、そしてまた都市整備と連携をとりながらここまでやってきました。思ったよりは
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絶対進んでいると思います。ただ、皆様方には、税務署に対して、しっかりとした図面が引け

ていないから、どこが工事を受けるんじゃないかとか、そういったことがまだできていないか

ら、おまえのところまだどこも場所を確保できていないじゃないかとおっしゃられるかもしれ

ませんが、ややその一歩手前まで来ておりますので、かなり進行しているというふうで解釈し

ております。それと同時に、ここからもう引くことはできないと思っております。どんなこと

があっても、やはり安心・安全に穂積駅が使えるような状態に持っていかなきゃいけないと思

っております。 

 そして、子育てでございます。今回の議会の中でも何度も何度も言われました。岐阜市がや

っておられますこども青年未来部、何であんたはできへんのやと。あんた、議会の中で何回も

言ってきたじゃないかと。また、最初立候補したときに言ったじゃないかということを何回も

聞いております。もちろん私は、これに対しましては本当に申しわけないと思っておりますが、

ただ、本当にこども青年未来部の業務を岐阜市においてもいろんな試行錯誤の中で今やってお

られます。この中にありまして、これから岐阜市から学べること、それと同時に瑞穂のオリジ

ナルをこれに追加していきたいと思っておりますから、決してここから逃げるつもりもござい

ませんし、それと同時に瑞穂市へ引っ越してこられる方々は、お父さん、お母さん、そこに子

供さんお一人ついて、やはり私どものまちへ来ていただけています。その方々が大きなローン

というものを抱えながら住宅を買っていただいております。ですから、その方々の子育てがで

きるように、しっかりとした就職先、それと同時に、東京からのふるさと納税だけでなしに、

Ｉターン、Ｕターン、そんなところから瑞穂に来てもらいたい。そのためには、おじいちゃん、

おばあちゃんに会いに来たときに、おじいちゃん、おばあちゃんが孫を連れていけるような、

瑞穂のそんな場所を何とか、イベントかもしれません。また、瑞穂の名所かもしれません。そ

んなところから見ていただく。それと同時に、帰ってこられた御子息がこんな仕事があるんや

ったら、うちには名古屋支店があるんやったら、瑞穂に帰ってきて、お父さん、お母さんの面

倒を見ようじゃないかと。また逆に、この資産を守ろうじゃないというようになっていただけ

るんじゃないかなと思います。そういった意味で、安心して子育てできる、そういったものを

こしらえていきたいと思っております。 

 それからその次ですね。これは逃げることはできない高齢化でございます。そんな中にあり

まして、少しでもお亡くなりになる方が少なくなるように、しっかりと健康のこと、それと同

時に高額医療のことを考えていきたいと思いますが、何分にも2025年になりましたら、団塊の

世代の方々が高齢化、75歳以上になられるわけでございますので、しっかりそういったところ

をどうやって構築していったらいいかということは、この後に述べます健康とともに述べたい

と思いますが、その次に健康ということですから述べますが、今回もＡＢＣの検診のことがご

ざいました。やはり血液、それと同時に手軽に検診をできる、こういったことが物すごく大事
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でございます。今私たちのまちは、歯科の検診も含みますと7,000人の方の枠を設けておりま

す。またそこに、県のほうから大腸がんということで検診の枠を１項目追加していただいた状

態でございますが、ただ、本当に今回、鳥居さんからも御提案がありました手軽にできるとい

うものは物すごく大事でございます。例えば大腸がんのほうでも無料でできるとはいいながら、

手軽さでは、血液検査よりはまだまだそこまでは行っておりません。ただ、このことにつきま

しては、せんだっても医師会のことを多少お話ししましたが、医師会の中の御理解をいただか

なきゃいけない。それと同時に、医師会の中にも、若いドクターの中には、こういったことの

重要性をだんだんと理解されてきているものと思っておりますので、そういったところをしっ

かりと掘り下げながら、手軽にできる、そしてしっかりと検知できる認知症、そして血液検査、

それにおけるＡＢＣの検診も当然ございますが、そういったところにしっかりと力を入れてい

きたいと思っております。 

 それから、安全・安心でございます。せんだっての台風のときに、物すごく大きなものを認

識しました。その中で、長良川の水位が低かったから助かった。それと同時に、犀川遊水地場

が140万立米のところ、この40年かけて230万立米で1.64倍にしていただきました。これは過去

の皆様方の礎といいますか、皆様方が一生懸命国土交通省、それ以外のところにも声をかけら

れた結果だと思います。これを本当に今やれと言われたら、あんな大きな事業は本当にできま

せん。今残っている事業は、一夜城の浮き島化、そして牛牧、せんだって皆様方から予算をオ

ーケーしていただきました牛牧排水機場、そういったところだけ残しているだけでございます。

もちろん牛牧排水機場にあります流路の改良もございますので、これも非常に大きなものがご

ざいますが、そういったものを踏まえた上で、まだまだ私たちが経験のない地震、このことに

ついても本当に真剣にやっていかなきゃいけないと思いますので、ちょっと時間がございませ

ん。ちょっと急ぎます。 

 それから観光でございます。しっかりとこれは検索していきたいと思いますので、またいつ

か時間がございましたら、こういった面も御説明させていただきたいと思います。決して観光

のそういった資源がないとは僕は思っておりません。本当にせんだっても申しましたが、小泉

純一郎さんがとにかくやってみようということで2003年に心がけられましたことが、観光省と

いうことで2008年になりました。そして、延べの人数でいきましたら、521万が2,500万まで、

外国人の観光客が来るようになりました。そういったことも踏まえて、私どもはインバウンド

に力を入れるわけじゃございませんが、でもやれば成るということで、そういったことをテー

マにしてやっていきたいと思っております。どうか本当にお力をおかしいただきたいと思いま

す。 

 時間が押し込んでいますので、申しわけないですが、この程度にさせていただきます。よろ

しくお願いします。 
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〔６番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） ありがとうございました。 

 今、新聞紙上でいろんな税制改革のことが出ておりますですね。我々のところでいきますと、

地方消費税の見直しも算定基準が変わってきまして、私は来年度以降は財政にとってプラス要

因になるのではないかなということ。 

 もう一つは、合併特例債の期間延長が５年ということも、これも野田総務大臣がなかなか前

向きなお考えですから、そこら辺はプラス材料になってくるなというようなことで、そういう

ことで、要するに他動的な要因でプラス要因はありますけど、やはり何といいましても、一つ

の例でいいますと、市勢要覧の財政、29年度の予算の関係でいきますと、例えば市税がここで

68億円予算化されておるんですよね。そのうち、費用のほうで民生費が65億6,000万なんです

よね。収入のほうは、先ほど言いましたように、そんなにはふえてこないよと。費用の発生が

どんどん５％、６％で年率でふえてきますと、逆転しちゃいますわね。ということは、市の財

政で民生費すら稼げないんですよ。それから、地方交付税は国もどんどん減らしていくという

ことですからね。ですから、そこら辺をよく理解をしていただきまして、当然首長でございま

す市長はよく御理解をいただいてやっておられますけど、そこら辺をよくわきまえていただき

まして、予算編成のほうも、やっぱり重点施策のところは、やるべきところは必ずやるという

ことでひとつお願いをしたいと思っております。 

 では最後になりますが、平成30年度の組織改革につきましてでございます。 

 先般の総括質疑でもほかの議員の皆様から意見が続出したということは、この組織で本当に

いいのだろうかということだと私は思っておるわけでございます。その一人でも私はあるわけ

でございます。 

 私は先回、我々民間会社にいましたときに、組織にちょっと携わっておりましたときに、ア

メリカの経営学者チェスター・バーナードさんという人が組織の３要素が重要であるよという

ことで、この間もそこで説明をさせていただきました。 

 要するに、一つの共通の目的を持っておるということで組織目的、それから２つ目にはお互

いに協力する意思を持っていること、要するに貢献意欲。３つ目には、円滑なコミュニケーシ

ョンがとれること、要するに情報の共有。どういうことかといいますと、メンバーが組織の共

通目的に向かってお互いに協力し、活発にコミュニケーションをとっている状態が組織のある

べき姿だということをバーナードさんは言っておるわけなんですよね。 

 ですから、私、今回の組織図をちょっと見せていただきまして、組織体系、内容のことにつ

きましては、きのうも若園議員からいろいろ職務分掌のことを言われましたから、それは私は

何も聞こうとはきょうは思いません。ですから、組織の中で私一番思ったのは、商工農政観光
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課というのですよね。３つの異なった職務のところが１カ所に集まるということですよね。 

 そこで、まず観光課というのは、この間の市長のお話だと、これから掘り下げるということ

なんですよね。ですから、私は先ほど言いましたように、これはＰＴ、プロジェクトチームで

いいと思うんですよ。もしあれだったら、市長の直轄のプロジェクトチームでいいと思うんで

すよ。そういうことで、組織の中に入れるということは、もう既に土台ができて、それを遂行

していくんですよ。だから、まだこれから観光を発掘して、どういうことをやろうかとしてい

るときは、僕はＰＴ、要するにマーケットリサーチの段階は、プロジェクトチームでいいと思

うんですよね。ですから、そういうことで、私は、今、都市整備部にございます商工農政課を、

新たに（仮称）産業振興部ということでそこへ持ってきまして、その中に商工農政課と、それ

が市長の直属のＰＴということが難しかったら、そこでＰＴということで別に運営をしていっ

たほうが、職員の方も業務の遂行にやりやすいんじゃないかなというふうに思っておるわけで

ございます。 

 そうしますと、今、都市整備部の中には、商工農政のところと観光を抜いちゃいますとあれ

ですから、都市整備部ということになりますと、要するに環境水道部と都市整備部を一本化に

して、都市整備部という名称で運営をしていったらどうかと。これは私個人的な私案でござい

ますけど、そこら辺を参考にしていただきたいということと、そうしまして、１つわからない

のは、政策企画監のポジションですよね。ですから、私は政策企画監というのはゼネラルスタ

ッフだと思うんですよ。ですから、市長のサポートをしてもらうということで、ラインから外

れたほうがいいと思うんですよ。大所高所から行政を見ていただくと。それで、市長が相談す

ることは政策企画監のほうに、いろんなノウハウを持ってみえますから、要するに自分のブレ

ーンとして使うということでやったほうが僕はいいんじゃないかなと。ラインの長というのは、

直接的にいって市長と副市長ということで、私はそのほうが業務はうまくいくんじゃないかな

と思っておるようなわけでございます。 

 そうしまして、中でも先般もほかの議員からもお話ございましたんですけど、ちょっと時間

がありませんのであれですけど、企画部と総務部の中で、市民協働安全課と財務情報課は企画

部のほうが、一般常識的に言っても私はそれのほうが違和感がないと思います。そうしまして、

総務部の中に総務課と、それから市民協働安全課といったほうが何かすんなりはまるような感

じがするわけでございますけど、そこら辺をもう一度再考していただければということと、今

回、事前通告しておりませんけど、点線がございますよね、組織図に。これってどういう意味

か、ちょっとお教えいただけますか。企画部長、お願いします。 

○議長（藤橋礼治君） 広瀬企画部長。 

○企画部長（広瀬充利君） お時間の関係もございますので、議員御提案の産業振興部の設置に

つきましては、将来的に事業が軌道に乗った場合にふさわしい組織形態と考え、現段階では、
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まず観光部門において瑞穂市の宝を生かした付加価値の掘り起こしを前提として、軌道に乗っ

た際に再度検討していきたいと思っております。 

 また、２点目の点線につきましては、政策企画監の点線になっております。秘書室の点線は

別としまして、あとは政策企画監がどういった部とかかわっているか、どういった課とかかわ

っているかということで、そういったことでのかかわり合いのあるものを点線とさせていただ

いているところでございます。 

○議長（藤橋礼治君） 杉原君に申し上げますが、時間をオーバーしましたので、これで。 

 議事の都合によりまして、しばらく休憩をとります。 

休憩 午後４時07分  

再開 午後４時09分  

○議長（藤橋礼治君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 杉原克巳君。 

○６番（杉原克巳君） 済みません。先ほど質問の、要するに事業仕分けの中で、どういうんで

すか、適切な表現ではございませんでした。要するに、日本語に直すと自己満足という表現で

ございますから、こちらの日本語の表現のほうに変えさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（藤橋礼治君） ただいま、杉原克巳君から本日の会議における発言について、会議規則

第65条の規定によって訂正したいとの申し出がありましたので、許可をいたしました。 

 続きまして、市長、どうぞ。 

 市長 棚橋敏明君。 

○市長（棚橋敏明君） 先ほど、くまがい議員さんの御質問に対しまして、私の答弁の中で、み

ずほフェスタとお答えしなきゃいけないところを巣南フェスタと発言してしまいました。この

部分、訂正をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤橋礼治君） ただいま、市長から本日の会議における発言について、会議規則第65条

の規定によって訂正したいとの申し出がありましたので、許可をいたしました。以上でござい

ます。 

 それでは、続きまして、５番の小川理君の発言を許します。 

 小川君。 

○５番（小川 理君） 議席番号５番の日本共産党の小川理でございます。 

 発言通告に従いまして質問させていただきます。 

 ５項目ですけれども、まず１つ目は障害者のバリアフリーの問題、２つ目はみずほバスの再

編計画案、３番目は高齢者のタクシー助成について、４番目は台風21号と防災について、５番

目は30年度の国民健康保険についてお尋ねをしたいと思います。 

※ 訂正発言 

※ 

※ 
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 以下は質問席から行わせていただきます。 

 まず１つ目でございますけれども、障害者のバリアフリーについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 昨年４月１日から障害者差別解消法が施行されまして、障害者のバリアフリーを一層促進す

ることが必要だと思いますけれども、私、先月、こんな話をお伺いいたしました。車椅子を利

用されている障害者の方からでございますけれども、穂積庁舎の南正面の玄関、段差がありま

すけれども、この段差を解消してほしい。また、総合センターの正面入り口も段差がございま

す。このような段差を私は解消すべきだと思いますけれども、解消できないのかどうか、答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 小川議員の障害者のバリアフリーの御質問にお答えをいたします。 

 平成18年以降、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフ

リー法のもと、個々の施設におけるバリアフリー化が進んできました。全国的にも取り組まれ、

一定の水準に整備されてきたというふうになっています。当市におきましても、公共施設を初

めとしたバリアフリー化は推進をしてきています。 

 国では、このような取り組みに加えて、2020年の東京パラリンピックを契機に、身体障害者、

知的障害者、精神障害者などの障害のある方の移動手段をしやすく、生活しやすいユニバーサ

ルデザインのまちづくりに向けて、一層強力的に進めているところでございます。 

 このようなバリアフリー法が施行されてから10年が経過したということで、今後は共生社会

の推進や一億総活躍社会の実現も視野に入れつつ、バリアフリーの底上げが急務とされていま

す。 

 御質問の通告をいただきまして、私も穂積庁舎周辺、総合センターにて確認に行きました。

地盤沈下により、建物部分の基礎部分といいますか、犬走り部分と穂積庁舎ではアスファルト

の部分、総合センターではインターロッキングの部分が、大きいところで約４センチぐらい下

がっています。たまたま車椅子の方が総合センターに来られ、やはり前の車椅子のタイヤでそ

の総合センターのインターロッキングの下がったところを介助の人の手がなくては進めないよ

うな状況を見せていただきました。 

 また、自分で車椅子を持ってきて、穂積庁舎の前の駐車場と玄関先の段差についても確認を

しましたが、直角に３センチか４センチ下がっているということになると、前のタイヤで越え

るにはかなりの力が要るということです。 

 福祉センターでありながら、所管部でありながら気づきませんでした。穂積庁舎も同様であ

り、車椅子の方には大変危険なことであるというふうに認識をしました。総合センターについ

ては、玄関と面するインターロッキングの正面、また穂積庁舎については、南の玄関を出て、
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正面玄関と車椅子のスロープの先にあるアスファルトの部分についても、総務部と協議をして

早急に段差を解消していきたいというふうに考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） ありがとうございました。 

 私も障害者の方から言われまして、本当かいなというふうに思いまして、改めて点検させて

いただきましたけど、なるほどと。これは、ぜひやっぱり改善していただかなきゃならんとい

うふうに思いましたので、ぜひひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 ２つ目の質問項目ですけれども、みずほバスの再編計画案についてお尋ねをします。 

 みずほバスの再編計画案ですけれども、名古屋などの通勤者や、また通学にも利用できるよ

うに、早朝の便と夕方の最終便がそれぞれ１便ずつふやされております。私、これについて市

民の皆さんにもお伺いしましたけど、名古屋に通勤する方からの声ですけれども、歓迎をされ

ております。 

 そこでお尋ねをしたいと思いますけれども、このみずほバスは市の公共交通機関のかなめで

ありますけれども、その役割を、どのような役割を今後果たしていかなきゃならないのかとい

うふうにお考えかお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 小川議員のみずほバスの役割についてお答えをさせていただきます。 

 夜間の便を増便することは今回の見直し方針の一つであり、通勤や通学に御利用いただける

よう見直しています。 

 また、公共交通が担う大きな役割としては、居住地と公共施設、商業施設、または医療機関

等を結び、日常生活の移動を支えるほか、自家用車依存型からの転換による交通渋滞の緩和、

環境負荷の軽減を大きな役割と考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 私、高齢者の方からこんな御意見をいただきました。 

 今回の再編計画案でも、午後から夕方までの時間帯、約２時間半から３時間半の間はバスの

便がありません。したがいまして、高齢者の方にとっては、このみずほバスは大変利用しにく

いことになっている状況がございます。ですから、こうした高齢者の方は、せめてこの時間帯

に、昼から夕方までの間、２時間半か３時間半のところで便がないわけですけれども、せめて

１便をふやせないのかと、そういう声が寄せられておりますけれども、どのように対応される

つもりなのか、お考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 
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○総務部長（椙浦 要君） １便ふやしてほしいという御要望でございますけれども、１便ふや

しますと、運行経費が年間で約900万円、こちらは４路線でございますが、ふえることになり

ます。現在は、パブリックコメントでいただいた意見をもとに、トータルの本数は変えずに運

行時間帯の検討、つまりは時刻表の検討を行っているところでございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 昼の便を１便ふやすということが、なかなか財政的にも大変だというお

答えだというふうに思いますけど、そこでお尋ねしますけれども、高齢者の外出支援を行うと

いうことで、昨年10月からタクシーの助成制度が始まりました。しかしながら、制度ができた

一方で、その対象となる高齢者の基準というものが大変厳しいものがありまして、いろんな御

意見が出されてきておるのではないかなと思うんですね。私のほうもそういう声をたくさんい

ただいております。 

 したがいまして、もっと多くの高齢者が利用できるようにできないのかと。つまり、タクシ

ーの助成制度を一層そういう意味で拡充することができないのかというふうに思うわけですけ

れども、今後どのように改善されていくお考えなのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 森福祉部長。 

○福祉部長（森 和之君） 高齢者のタクシー助成に関する改善ということにつきましては、こ

の条件が厳し過ぎるというのは、若井議員のところの答弁でもちょっとお答えしました。市民

の方からは御意見をいただいております。 

 今の条件というのが、75歳以上の方で運転免許証を持たない世帯、それから低所得者の世帯、

それから保険料とか税に未納がない、在宅でというような条件となっております。来年の４月

からみずほバスの再編があり、１路線の増や本巣市、安八町からもバスがふえて、停留所の増

加などがあります。そのような利用者の状況を考慮し、またタクシー助成事業を利用される利

用状況や利用される方の御意見、また市民の皆さんの御意見を聞きながら、改善に向けて取り

組んでいきたいと思っておりますのでよろしくお願いをいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） ぜひ、市民の皆さんの声を受けとめていただいて、この改善を図ってい

ただきたいということをお願いしたいと思います。 

 次に、台風21号と防災についてお尋ねをしたいと思います。 

 10月22日から23日の未明にかけて台風21号が、大変水害ということで、大きな問題になると

ころでございました。この台風21号は、犀川の河川改修というものが喫緊の課題であるという

ことを示したというふうに思います。 
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 この犀川の河川改修の今後の計画がどのようになっているかと。また、市として今後、県に

対してどう働きかけていくお考えなのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の犀川河川改修の現状と今後の計画などについてお答

えいたします。 

 昨日の若園議員への答弁と重複するところもございますが、お許しください。 

 犀川の河川改修のうち犀川下流域の犀川遊水地においては、今回の台風でもその効果を発揮

したところでございます。具体的には、木曽川上流河川事務所によりますと、巣南中学校より

南部の溢水箇所からの氾濫ボリュームを約130万立方メートル軽減し、浸水面積を10分の１以

下に低減したと試算されるとのことでございます。 

 木曽川上流河川事務所においては、引き続き天王川分水路整備、五六川の改修などを進めて

いただく予定と聞いております。当市といたしましても、国に対し事業の推進を働きかけてい

きたいと考えております。 

 上流部の河川改修については、岐阜土木事務所において犀川圏域河川整備計画に基づき、順

次下流から築堤護岸整備を実施されており、今後も順次上流に向かって整備していくと聞いて

おります。 

 特に近年、浸水被害が毎年のように発生しております美江寺地区の被害を低減するために、

十九条橋から美江寺橋までの区間を暫定的に先行整備することとされております。これを踏ま

え、本年度より十九条橋の上流にある十九条堰の改築に向けた検討及び調整に着手されており

ますが、引き続き県に対し犀川の河川改修要望を実施してまいりたいと考えております。 

 次に、河川改修が行われている間や、計画規模を超える降雨に対し避難などを促すソフト対

策を進めることも重要でございます。現在、県では市内を流れる河川について、想定最大規模

の降雨を対象とした洪水浸水想定区域の公表に向けた検討が進められております。当市では、

これをもとに避難所などの情報を示した洪水ハザードマップを作成し、市民の皆様にお知らせ

しなければならないことから、浸水想定区域の早期公表並びに今回の台風21号による浸水を踏

まえ、犀川沿川の避難の目安となる避難判断水位などの見直しについて、県に対し要望してま

いりたいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 犀川の十八条の観測所で先ほどちょっと触れられましたけれども、22日、

日付が変わった深夜ですね、避難判断水準があと２センチまで上昇しております。もし、それ

が判断水位を超えていったら、この深夜の避難というものは果たして可能だったのかどうかと

私は率直に思うわけですけれども、そういう点は先ほど少しお話がありましたけど、防災の見
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直しが必要ではないかなというふうに思いますけれども、その点でもちょっとお考えをお聞き

したいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 昨日の若園五朗議員のときにもお答えをさせていただきましたが、

台風21号においては、御指摘のように夜間に犀川の水位が避難判断水位の一歩手前まで上昇し、

避難準備・高齢者等避難開始を発令するかの判断を迫られました。市の避難勧告等の判断・伝

達マニュアルにおいて、避難勧告等の発令の基準が定められており、また夜間・早朝であった

としても、多量の降雨が予想されるなど緊急の場合には避難勧告等を発令することとなってい

ますが、以下の理由により発令を行いませんでした。 

 まず、犀川の水位が避難判断水位に到達しなかったこと。氾濫注意水位には到達していまし

たが、台風が通過済みであり、降雨のピークも過ぎており、多量の降雨が見込まれなかったこ

と。避難準備・高齢者避難開始を真夜中に発令することによる二次災害の発生、市民の混乱が

危惧されたことが上げられます。 

 今回の御質問に当たるのが最後の理由になるかと思いますが、深夜の雨が降る視野が不良の

状態で、しかも道路冠水が一部地域で発生している状況の中で住民に避難を促した場合、平成

21年８月に広島の佐用町で起きたような、住民が避難途中で水路に転落し、多数の死者が発生

するような二次災害の発生が危惧されます。このことから、危険が切迫しているなどの例外は

除いて、夜間、暴風雨など危険な状態における立ち退きは、原則的に避けるものと考えており

ます。避難所への避難が危険と判断される場合は、屋内安全確保、いわゆる居住の２階など、

より安全な部屋等への移動も避難の選択肢の一つであると思われます。 

 今後につきましては、避難勧告等を夜間に発令する可能性がある場合は、住民の皆さんには

早目に災害情報を周知し、避難の準備を促しながら、可能な限り避難行動をとりやすい時間帯

での準備情報の提供、避難勧告等の発令を検討してまいりたいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 私、早目に判断が必要だという答弁がありましたけれども、そのとおり

だというふうに思います。 

 次に、今現在、防災無線のデジタル化の工事が行われております。これですけれども、他の

市町ではこのデジタル化を行って、高齢者の世帯にデジタル受信機を配置するというようなこ

とも行われているわけですね。 

 私は、この情報の伝達ということでいいますといろいろあります。防災無線があります。と

ころが、この防災無線はなかなか聞こえが悪いんですね。高齢者の方は特に聞こえない、こう

いうことを言われる方が多くおられます。それから、防災無線が聞こえないので、役所に言っ

※ 後刻訂正発言あり 

※ 
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たら防災ラジオはどうですかと勧められました。ところが、防災ラジオを買ったらどうかとい

うと、またこれが受信できないと、一体どうなっておるんだという声もあるんですね。 

 ですから、先ほど私言いましたけれども、例えば安八町でもそうですけれども、本巣でもそ

うですけれども、デジタル受信機を配置しますと大変聞こえがいいと。高齢者の方にとっては

大変聞こえがいいということを言われますけれども、そういったことを今後やっぱり検討をす

ることが必要ではないかというふうに思いますが、いかがお考えなのかをお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（藤橋礼治君） 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） 御指摘にありましたように、市の防災無線の子局や難聴対策である

防災ラジオの放送について、聞こえない、聞き取りづらい等の御意見を時折いただいておりま

す。 

 今回、難聴対策として御提案いただいたデジタル受信機ですが、比較的高価なものであり、

瑞穂市において導入し高齢者世帯に無償配付をした場合、対象世帯は数千世帯に上がると思わ

れます。膨大な予算が必要となってきます。参考までに、防災ラジオは約8,500円、自己負担

は1,500円となっております。 

 現在、防災ラジオ以外の難聴対策として、フリーダイヤル、みずほ防災メールへの登録、市

ホームページの閲覧といった対策をとっておりますが、その中でも費用、取り扱い、有効性な

どを総合的に判断しますと、みずほ防災メールが最も有効な対策であると考えています。御高

齢の方で、お持ちの携帯電話にインターネット接続機能や契約がなく利用できないという一部

の方や、防災とは関係のない情報が入ってくるのが煩雑だという問題点もありますが、今後ま

すます情報機器の発達が見込まれる中で、将来性もあり、取得できる情報を選択できるように、

メールシステムの改修を検討中であります。また、デジタル無線機の場合、難聴対策には有効

と思われますが、音声放送であるため、聞き逃した場合に聞き直すことはできません。しかし、

メールの場合は登録さえ間違えなければほぼ受信できますし、文字情報であるため、聞き逃す

ことはないという利点もあります。 

 以上のことから、市といたしましては、みずほ防災メールの改善、充実、普及を図ることを

中心として、防災行政無線による放送を補完してまいりたいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 私も御相談いただいた高齢者の方から、市役所でそう言われたとありま

した。メールを活用したらどうやと言われましたけれども、納得したかというと、そんなこと

は、わしんたはできんと言われますね。 

 ですから、確かに便利ですけれども、このメールを活用するというのが、高齢者にとっては
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本当に使い勝手が悪い、使いにくいということを申し上げておきたいというふうに思います。

しかも、若い人が家の中にいればいいですけれども、高齢者だけの世帯とか、そういったとこ

ろでは情報が得られないから大変不安だという声がありますので、ぜひいろいろ御検討をいた

だいて進めていただきたい。高齢者にとって、本当に情報が伝わらないというのは不安だとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次に、今現在、古橋地区の西用水の浸水対策が進められておりますけれども、この西用水の

改修計画ですけど、この改修計画はいつからどのように行われるのかお尋ねしたいというふう

に思います。 

○議長（藤橋礼治君） 鹿野都市整備部長。 

○都市整備部長（鹿野政和君） 市では今年度、古橋地区の南北に流れます３本の用排水路のう

ち、いわゆる西用水と言われる水路、約1.4キロメートルの整備のための調査設計を実施して

おります。この水路の下流の一部は安八町、さらにはこの水路によって流域の排水を受ける側

の一級河川、宝江川の管理者である岐阜県とも協議を進めております。これらの協議が調い次

第、工事着手に取りかかりたいと考えております。 

 計画の内容は言うまでもなく、現在の西用水の排水断面が十分でなく、排水流量に応じた流

下断面を決定、現在の道路の中にその水路を暗渠化して必要な流下断面をとることとしていま

す。10月の台風21号の際にも、古橋地区より標高が高い中宮地区からの排水が一気に１カ所に

集まってきてこの西用水に流れ込み、合流した地点で一気に水があふれている状態も確認して

おります。これらも考慮して、合流箇所を複数カ所に変えるなど、一部排水の流れる方向の変

更もあわせて考えております。 

 また、先日、市長が安八町を訪問し、堀町長さんとの面談の際にも、古橋地区の内水排除の

ための水路改修を計画しており、下流に当たる安八町への理解と協力をお願いしたところでご

ざいます。この面談の際には、過去には、昭和51年の９・12水害というような大きな水害を経

験しておられます安八町では、このような上流からの排水に対する見方については非常に慎重

かつシビアなものがあるということを感じられました。本来であれば、河川、水路の改修とい

うのは下流から整備するのがセオリーではございますが、今の実情を鑑みまして、市長からは

今回の計画の中では、瑞穂市側の下流部に調整地を設けて一旦水をためて、下流の安八町へ一

気に水を流さないような対策も考えていくという発言もあり、現在、実施しています設計の中

でその検討を進めているところでございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） この古橋地区の浸水対策ですけど、大変住民の方もまだ家屋に浸水とい

うことはないですけれども、いつそうなるかと、想定外ということもありますからね、そうい
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うようなことを心配されております。 

 同時に、この西用水の改修計画を進めたとしても、やっぱり宝江川の改修がどうなっておる

のかと、こういう意見も地元の方から、住民の方から出されております。この宝江川の改修が

現在どのようになっているかについてもお尋ねをしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 藤井政策企画監。 

○政策企画監（藤井忠直君） 議員御質問の宝江川の改修状況についてお答えさせていただきま

す。 

 宝江川を管理しております岐阜土木事務所にお聞きしたところ、県では岐阜県新五流域総合

治水対策プランに基づき、近年、床上浸水家屋などの甚大な被害が発生している河川を最重要

河川と位置づけ、優先的に整備を行っているとのことでございます。 

 当市では、宝江川流域の内水被害軽減のためには、既存の取水堰の管理が重要であると考え、

安八町にある４カ所の取水堰の操作について、豪雨などにより宝江川の水位が高くなったとき

に堰が閉められている場合は、当市において堰を開放することを、安八町や地元津村方区長の

了解を平成27年度に得ておるところでございます。 

 また、昨年度の古橋地区の道路冠水などを受け、今年度、岐阜土木事務所においても宝江川

上流域における浸水原因などの調査を既に実施していると聞いております。 

 当市といたしましては、下流であります安八町と連携して、宝江川河川改修促進期成同盟会

などを通じ、引き続き河川改修の促進を要望してまいりたいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） ありがとうございました。 

 次に、最後ですけれども、５番目の30年度国民健康保険についてお尋ねをしていきたいとい

うふうに思います。 

 まず最初に都道府県化について、この８月に県の試算が行われております。ホームページに

も公開をされておりますね。そして、来年１月に県への納付金が発表されると、こういうこと

になるわけですね。ですから、その結果、保険税が値上げになるのではないかということが大

変懸念をされておるところです。保険税が大幅な値上げになった場合には、国としては激変緩

和のための一般会計からの法定外繰り入れ、これについては、それぞれの市町村の判断ですよ

と、こういうような見解を示しております。 

 そこでお伺いをしますけれども、仮に保険税が大幅な値上げが必要と、こういうふうになっ

た場合には、瑞穂市として一般会計からの法定外の繰り入れを行う、また検討する考えがある

かをお尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 
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○市民部長（伊藤弘美君） ただいま御質問の中に、県の納付金に対する保険税というような御

発言がございましたので、それも含めまして、ただいまの小川議員の御質問に対してお答えを

させていただきたいと思います。 

 改めて御説明をさせていただきますが、県が試算しております標準保険料率及び保険料につ

きましては、県が各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金を算定するための基礎数値

として示されているものでございまして、現在示されておる８月の資料にも書いてございます

が、一定の仮定により算出したもので、実際に賦課されている保険料、保険税とは異なります。

また、平成30年度の保険税額を試算したものではないということでございます。 

 先ほど御発言にもありましたように、来年１月下旬をめどに、県は納付金について、ほぼ確

定額ということで聞いておりますが、市町村に対して連絡をされてくるということで、これの

資料にも標準保険料率、あるいは保険料が示されておりますが、これも市町村が定める保険料、

保険税というところとは違って、あくまでも国保事業費の納付金の算定基礎額というところで

ございます。 

 国民健康保険事業費納付金は、加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税や一般会計

繰入金を含む公費などを財源として納付することになっておりますので、仮に納付金が想定以

上の額になったということがあっても、本議会で上程をさせていただいております国民健康保

険税条例の一部を改正する条例に、今回、資産割、あるいは所得割の税率を改正するというと

ころで上程をさせていただいておりますが、その税率により算定をしますので、加入者の皆さ

んに納めていただく国保税については、極端に変わることがないというふうに考えております。 

 また、御質問の中に法定外の繰り入れを認める通知というような御発言、御意見がございま

したけれども、厚生労働省の通知によりますと、それはどういう通知かと申しますと、平成30

年度国民健康保険特別会計予算編成に当たっての留意事項ではという通知の中で、保険税の負

担緩和のために平成29年度に一般会計から繰り入れを行っている場合、平成30年度において繰

入額を削減する際には、保険税に与える影響に十分配慮されたいというような記述でございま

して、赤字補填を容認するという内容ではないというふうに理解をさせていただいております

し、県にも確認したところ、そういう容認をした通知ではないよということをおっしゃられて

おりました。 

 当市には国や県から法定外繰り入れを認める通知というのは、確認はできていないというこ

とでございますけれども、当市では平成28年度から赤字補填に該当する繰り入れは行っており

ません。現在の国保は健全に運営されているものと考えておりまして、この状態が維持できれ

ば、赤字補填をする必要はないのではないかということを考えておりますが、御指摘のように、

最終的には３方式に切りかえることによって、資産をお持ちでない方につきましては増税にな

ってくるというところもございますし、どうしても資金繰りがうまくいかない場合ということ
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もゼロではございませんので、そういった場合には財政当局ともよく協議の上、法定外繰り入

れを検討しなければならない可能性がゼロではないということも考えてはおります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（藤橋礼治君） ここで、本日の会議は議事の都合によりまして、あらかじめ延長します

ので、よろしくお願いします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 少しちょっと確認をさせていただきたいなというふうに思いますけれど

も、今回税率改正が提案されておりますけれども、この税率改正でもって来年の４月１日から

都道府県化になるわけですけれども、新たな税率改正は想定していないと。ほぼ今回行えば、

新たに税率改正を行う必要がないというふうに考えておるというふうに受けとめてよろしいか

どうか、確認させていただきたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） 新たな税率改正はないのかという御質問でございますが、現在決め

ております内容といたしましては、現在４方式、いわゆる基礎分、医療分につきまして４方式

をとっております。これを段階的に３方式に切りかえていくということで計画をしております

ので、現在、今回の議案として上げさせていただきました資産割を４分の１削った税率、それ

に十分ではありませんが、見合ったというような形で、所得割のほうを若干、税率を上げさせ

ていただくという方法をとらせていただいておりますが、段階的にと言いますのは、資産割を

今回４分の１ですが、次回はさらに４分の１、その次も４分の１という形で４分の１ずつ削ら

せていただいて、その都度税率の改正を行っていきたいというふうで考えておるところでござ

います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、保険税の滞納世

帯ですね。それから加入世帯に対する滞納世帯の割合はどのようになっているかお尋ねしたい

と思います。また、滞納が多い世帯の所得階層と世帯人数の特徴について、どうなっているか

お尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） 滞納世帯の状況ということで御質問でございますが、平成29年９月

末現在で、国民健康保険税の加入世帯が6,538世帯、うち滞納世帯が1,077世帯で、割合といた

しましては約16.5％ということでございます。滞納世帯と一口に言いましても、一回納付を忘

れたという状況で滞納になっていることもあれば、長期間にわたって滞納されている世帯もあ
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るということで、それらの全てを合わせた数字として1,077世帯でございます。 

 次に、所得階層別、あるいは世帯人数はどうだという御質問でございますけれども、大変申

しわけございませんが、そういった世帯の全体の状況として、それぞれの所得階層であるとか

世帯人数というものを改めて集計をするという作業が必要になることから、そういった情報デ

ータの把握は現在のところしておりませんので、お答えできないということでお願いいたしま

す。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 一言申し上げたいなというふうに思いますけれども、国保税の滞納が多

いということで、これに対する徴収を強化されていますよね。そういう中で、滞納が多い世帯

の生活というか、どれぐらいの所得の人が滞納しておることが多いのかと、そういうところに

は心が痛まない。私は本当に今のこの滞納問題を解決する上でも、滞納せざるを得ない人たち

の生活がどうなっておるかと、私はそこに本当に心を寄せる必要があると思いますね。 

 改めてお尋ねしますけど、そういう状況を掌握するといいますか、つかむと、こういうこと

は、なぜされないんですかね。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） つかむことはなぜしないのかというところでございますけれども、

事務が非常に煩雑になってくることですとか、それには費用もかかるというところがございま

して、今のところはそういった把握をしていないというのが実情でございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 費用がかかるってどれぐらいかかるか知らんけれども、それはそういう

答弁はないというふうに私は思いますね。だって、滞納しておる人というのは全て悪質な人で

はないですよ。お金がぎょうさんあって、何で俺らこんなの払わなあかんのやといって言って

おる人、ほんの一部だと思います。圧倒的な人が所得の階層から言えば、低所得者というのが

多いんでしょう、国保に入っておる人は。それはわかってみえると思うんですね。お金がたく

さんある人は国保には入ってへんよ、そんなには。低所得者の人で、なかなか払えんという人

たちが多いわけですから、それじゃあ一体どういうふうになっておるかと、所得階層がね。あ

るいは世帯の人数がどうなっておるかと。私、そこに気が向かないというか、心を寄せないと、

そこはあかんと思います。ぜひちょっと改めてお尋ねしていきたいと思いますので、これ答弁

はきょうはできないというふうに思いますけれども、ぜひ御報告をいただきたい。これは当た

り前のことだと、ちょっと言葉がきついですけれども、思いますね。ですから、ぜひお願いし

ていきたいというふうに思います。 
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 それから、次に来年度からの国保税の税率改正が提案されておりますけれども、平成36年ま

でに資産割を廃止するものであります。その廃止による影響分は所得割に加重をされていきま

す。この税率改正によって、家屋や土地のない、いわゆる資産のない世帯は資産割の減税分が

ありません。ですから、所得割の増税だけになるんですね。これはお認めになると思います。

つまり、資産のない世帯は全て増税になってしまうわけですね。 

 そこでお尋ねしたいと思いますけれども、このような増税になるのは、つまり資産のない世

帯の保険税が今まで安かったので、これは仕方のないことだというふうにお考えなのかどうか、

お答えをしていただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、税の算定方式が４方式から３方式に改定されるというわけですけれども、私は国

保税の滞納、深刻な滞納状況、今答弁をしていただきました。約６世帯に１世帯やね、16％と

いうとね、加入世帯の。そういう状況をどのようにお考えなのかなと。何が言いたいかといい

ますと、この資産のない人たちが増税になることによって、滞納世帯、深刻な滞納状況という

のは一層深刻になるのではないかなというふうに思います。 

 したがいまして、こうした３方式に改めるということに伴う増税については、これこそ積み

立てた基金を活用して増税にしないという措置がとられるべきだというふうに思います。その

点でどのようにお考えなのか、答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） ただいまの御質問の中に、今まで保険税が安かったから値上げは仕

方ないのかという考えなのかということでございますけれども、確かに議員御発言のとおり、

資産割をなくし所得割をふやすというところで、資産のない方につきましては増税一辺倒では

ないかということでございますけれども、結果としてそうならざるを得ない状況というところ

でございます。 

 県単位化によりまして、県内３方式、特に県内市の状況を確認しますと、３方式に統一をし

ていくという動きの中で、当市においても３方式に切りかえる方法として、段階的に資産割を

削り、所得割をその分賦課をふやすということで結論を出させていただいております関係で、

そういったことになってくるということで、当市の医療費の費用総額を見てみますと、被保険

者数が減少しているため、平成27年度をピークに徐々に減少してきています。ところが、１人

当たりの額として換算をしてみますと、伸び率には変動があるものの、微増傾向は現在でも続

いているというところで、この自然増分につきましては、ある程度やむ得ないということも考

えられます。 

 また、２つ目にございました基金の活用についてでございますけれども、今回の制度改正を

機に、医療分、基礎分の賦課方式を３方式に段階的に切りかえるわけでございますが、その中

で資産割の削減、それから所得割の増額というところで、その所得割の増額分を緩和するため
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に基金を取り崩して、部分的に補填をしながら充てていきたいということで計画をさせていた

だいております。 

 しかし、この激変緩和措置を資産のない、資産をお持ちでない世帯にのみ適用しようとする

ということは、特例を設けた条例の整備が必要になる上、そのことにより資産割のある世帯と

の公平性に欠ける等の課題がございまして、国保加入世帯全体への緩和措置ということで考え

をさせていただいたところでございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 少し時間がありませんので、一言だけ。増税になったら、こういう人た

ち、特に若い人はアパートに住んで、子供が多いわけですね。しかも今、非正規といいまして

年収が大変低い、収入が少ないですよ。こういう人たちが国保に入っていった場合は、これは

増税になってしまうんですね。これは、やっぱり本当にそこは、そんな通り一遍の答弁では済

まないというふうに思います。若い瑞穂市だと言われながら、瑞穂市、若い人たちに負担を押

しつけるのかということになると思います。ですから、これは積み立てた基金があるわけです

から、これを活用すべきだということを申し上げておきたいと思います。 

 次に、私、税そのものは、国保税もそうですけれども応能負担が原則でなきゃならんと。応

能負担ですよね、原則でなきゃならんと思いますけれども、この国保、特に健康保険の中で均

等割といいますのは、これに逆行する、まさに逆行しておると私は思いますね。 

 とりわけ、収入がない、極端にいいますと赤ん坊からも税金を取るわけやね。そういうもの

は子育て世帯に本当に負担が重いものになっております。今後は、この均等割を見直す考えは

ないのかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） まず今後は見直す考えはないのかということでございますが、医療

費の動向を鑑みますと、平成27年度には高度医療等により医療費が増加していますが、現在の

試算では、それが基礎データに含まれている状況でございます。この平成27年度データが算定

から外れる平成32年度からは安定した事業費納付金となることが見込まれることや、平成30年

度の事業納付金の精算が平成32年度から始まることなどを考慮し、この時点で再考することが

望ましいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 次に、税の滞納処分についてお伺いします。 

 国税徴収法153条に執行停止の定めがありますが、どのような内容かお答えをしていただき

たい。 
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○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） 国税徴収法第153条には滞納処分の停止要件が規定されております。

滞納処分の執行を停止することができるのは、第１号として、滞納処分の執行をすることがで

きる財産がないとき。それから第２号として、滞納処分の執行をすることによって滞納者の生

活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。第３号として、滞納者の所在及び滞納処分の執行を

することができる財産ともに不明であるときと定められています。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） この国税徴収法の153条に基づいて、基本通達が出されております。そ

れを判断する基準として、生活保護を受けなければ、適用を受けなければ生活を維持できない

程度になるおそれのある場合というふうになっております。 

 そこでお尋ねをしたいと思いますけれども、このような基本通達に基づいて、これまでその

ようなおそれのあるケースはなかったのかどうか。みずから点検する、私、このことが必要だ

なというふうに思いますね。この点では、そのようなお考えはないのかどうかお尋ねしたいと

思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） 滞納処分は国税徴収法及びその基本通達に基づいて実施しておりま

す。絶えず生活困窮者でないかを確認しておるというふうで、担当のほうからは十二分にヒア

リングをさせていただいております。滞納者の方にとっては話しづらいことをお尋ねすること

があろうかと思いますが、確認のためであるというところで御理解をいただきますよう、お願

いいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） 今、答弁をしていただきましたけれども、私、９月議会でも具体的なお

話をさせていただきました。給与が全額差し押さえられる。しかも残金はない。それでどうや

って生活できる、そういう場合というのは執行停止の条件に当てはまると思いますね。ところ

が、答弁されたのは、御本人が相談されたらやりますよということなんです。私、それはこの

法令に基づく滞納処分ということからいいますと、みずからそういうケースがないかどうか、

あることを私は指摘したわけですからね。ですから、ないのかどうか、ぜひ点検をしていただ

きたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

 それから、滞納整理マニュアルの問題でありますけれども、９月の議会では内規ということ

をおっしゃっておりました。私、この内規というのは市民の皆さんの目から隠すものであると

いうふうに思いますね。ちょっと厳しい言い方をしますけれども、けれども、その点では、私、
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市が処分する差し押さえというのが、果たして法令を守って行われているかどうか、このこと

は市民が監視してチェックできるものでなきゃならんというふうに思うんですね。現に、そう

いうような差し押さえ、強引な差し押さえをやっておるわけやないですか。 

 だから、私たち議員でも、あるいは市民としても一体どうなっておると。そのマニュアルは

ちゃんと法令どおりにやられておるのかというような監視、チェックがされて当たり前。だか

ら、それを内規やといって市民から隠すことは、私、許されないというふうに思います。その

点での答弁もお願いしたいというふうに思います。 

○議長（藤橋礼治君） 伊藤市民部長。 

○市民部長（伊藤弘美君） 大変厳しい御指摘をいただきましたが、徴収マニュアル等につきま

しては、法令に基づき、市税及び強制徴収公債権の徴収等が一般的にどのように行われるべき

かを職員に対して教示しているものということで作成をしておりますので、法令等を確認して

いただければ、同様の内容が御確認いただけるというふうで理解をしております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（藤橋礼治君） 小川理君。 

○５番（小川 理君） あえて申し上げたいと思いますけれども、法令に反することをやってお

られるのではないかということを、私、取り上げてきておるんですね。そういう点でいったら、

私、ぜひその法令に基づいてやられておるかどうかと、今までの差し押さえのケースが。ぜひ、

これは点検をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。 

 それから、最後に申し上げたいなと私思いますけど、先ほども滞納しておる方の所得の状況、

あるいは家族の状況、生活の状況、そういうこともわからん、つかみもしない。私、それは本

当に行政としていかんことやなというふうに思うんですね。 

 私、ここでぜひ考えていただきたいというふうに思いますのは、国保税を滞納するというこ

とは、生活の中に異常がある信号なんですよ、お金が払えないという。生活に問題があるもん

で払えない。だから、一体どこにその生活の困難があるのかというシグナルを受け取って、そ

して生活を、その滞納されている市民の皆さんの生活を再建していく。そして、健全な納税者

をつくっていく、育てていくと。私、そういう徴収、行政が本来の姿だというふうに思います

ね。ところが、今そうなっていないというふうに思います。大体、増税になっても仕方がない、

それから滞納者の状況もつかんでおりませんと。それは、そこから本当にぜひ行政そのものの

姿勢、改めていただきたいというふうに思います。 

 引き続き、この問題については議論させていただきたいというふうに思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、５番の小川理君の質問は終わりました。 
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 椙浦総務部長。 

○総務部長（椙浦 要君） ただいまの小川議員の御質問の中で、デジタル受信機に対する御質

問の中で、私、広島県佐用町と申し上げましたが、正しくは兵庫県佐用町でございましたので、

訂正させていただきます。 

○議長（藤橋礼治君） ただいま椙浦総務部長から、本日の会議における発言について、会議規

則第65条の規定によって訂正したいとの申し出がありましたので、許可をいたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（藤橋礼治君） 以上で、本日に予定しておりました一般質問は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまでございました。 

 傍聴の方も遅くまでありがとうございました。 

散会 午後５時12分  

※ 

※ 訂正発言 


